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午前 ９時３０分 開議 

○議長（尾崎信夫君） ただいまから本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第１ 一般質問 

○議長（尾崎信夫君） 日程第１ 一般質問を行います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 中 間 建 二 君 

○議長（尾崎信夫君） 昨日に引き続き、18番、中間建二議員の一般質問を行います。 

○１８番（中間建二君） おはようございます。 

  昨日の市長答弁を受けまして、再質問をさせていただきます。 

  まず１番の３・11以降の災害対策の充実ということでお尋ねをしております。 

  ①につきましては、これまで事業展開を行っていただいた内容等につきまして、昨日、御答弁をいただきま

して、限られた予算、また防災担当といたしましても、限られた人員の中で、この間、当市としても優先的に

この災害対策の強化に取り組んできていただいているものと評価をしているところでございます。このアから

エまでの４項目につきまして、昨日、御説明いただきましたが、特にこの３・11を風化させない取り組みとい

たしまして、過去２回、防災講演会を行っていただき、この３月９日には防災フェスタを、防災公園に整備さ

れた都立東大和单公園で開催をしていただくということで、この点についても大いに評価をしたいと思ってお

ります。これら４つ、アからエの内容については、当然のことながら今後とも継続をし、また繰り返しながら

進化をさせていくということには当然なろうかと思いますが、まずこの全体ですね、この３年間の中でこの防

災事業を優先的に取り組んできた中で、担当としてはこの間の取り組みをどのように総括をしているのか、総

括的なお考えを伺いたいと思います。 

○総務部長（北田和雄君） 東日本大震災以降の防災対策に対する取り組みでございますが、まずは地域防災計

画の見直しと、これを抜本的に行い、あとＢＣＰの計画もつくって、教訓をできるだけ反映するように努力を

してまいりました。しかし、防災対策というのは一朝一夕にできるものではございません。被害想定の見直し

などにより、避難所生活者が大分ふえて食料の備蓄が足りなくなってきているというような状況もございます

ので、引き続き着実にハード面での防災対策を進めていきたいというふうに思います。 

  それともう一つは、やはり総合防災訓練、９月に実施してますが、これは大正12年の関東大震災を教訓とし

て始められたものです。今回、我々は東日本大震災というものを経験しました。やはりこの教訓を長く市民に

伝えていく必要があるというふうには思っております。そういうこともあって、防災講演会を初め、ことしか

ら新しく防災フェスタというものも開始しましたんで、これも長く着実に続けることで防災意識を末永く市民

の方々に周知していきたいというふうには考えてるところでございます。 

  以上です。 

○１８番（中間建二君） ぜひ、そのような方針のもとで今後とも進めていただきたいと思いますが、この間、

私の２年前の一般質問、ちょうどこの第１回定例会の中で、この３・11を風化させない取り組み、また特にこ

の東京では首都直下型地震の発生確率が飛躍的に高まっている中で、必ずこの地震は起こるという前提で災害

対策を進めていただきたいと、このようにお願いをさしていただきました。 

  そういう中で、市長の予算編成等の方針の中でも、この災害対策については優先施策として上げていただき、
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御努力をいただいてきたと思っております。市長自身、この間、限られた予算、人員の中での対策だと思いま

すが、総括的に振り返って、この間の災害対策の充実について、市長御自身はどのような御認識を持っていら

っしゃるのか、お尋ねしたいと思います。 

○市長（尾崎保夫君） 予算的にも充実させていきたいということで対処はしてるわけですけども、限られた予

算の中でということもございまして、まだまだというところはあるかなというふうには思ってございます。特

に私自身、力を入れているというか、これからというところは、市内、大勢の市民の皆さん、在住しているわ

けでございまして、そういう方々、１人でも多くの方々のつながりというか、日ごろの市内での生活の中で、

日常生活の中でそういうふうな意識を持っていただけるようにしていきたいというふうな気持ちは特に強いわ

けでして、いろんな資機材等を含めて体制を整えたとしても、やはりそれを活用したり、実際に発災時に行動

に移せるのは、私ども市役所のほうというよりは、お近くの住民の皆さん方だというふうには理解してるわけ

です。そのために、いろんなところで地域の方々のきずな等を含めて、防災対策ということでやっているわけ

ですけど、そういうふうなものをもっともっと広く市内全域の中にやっていただけるような、そういうふうな

形の方向に持っていければなというふうに思ってございます。もっと意識の高いというか、行動を起こしてい

ただけるような地域を尐しでもふやしていくという努力は、これからもしていかなければいけないのかなとい

うふうに思っているところです。 

  以上です。 

○１８番（中間建二君） ①のところについては、これまでの取り組みの総括的な内容、また今後の方針等につ

いて確認をさせていただくところでとどめておきたいと思います。 

  引き続き②の次年度以降に取り組むべき課題についてお尋ねをいたします。 

  既に決定している方針と内容等について、昨日、確認をさせていただきまして、ハード面、ソフト面、あわ

せまして着実に進めていただいてるかと思います。その中で、この個別の対応、また今後取り組んでいくべき

課題として私が認識していることについて再度お尋ねをしたいと思います。 

  イのスタンドパイプの配備でありますけれども、具体的に今、当市において、例えば私が所属をしておりま

す第一光ヶ丘自治会でも、自治会独自の東京都の補助金を活用した予算の中で、自治会としてスタンドパイプ

を購入をし、また自治会の防災訓練等で活用しているような事例も出てきております。現在、市内でこのスタ

ンドパイプが今、自治会や、また市が持っているものも含めてどういう配備状況になってるのか、またその活

用状況も含めて確認をさせていただきたいと思います。 

○防災安全課長（鈴木俊雄君） スタンドパイプの配布状況と活用でございます。今年度につきまして、東京都

の水道局から消火栓を活用しました応急給水、初期消火用キットということで３セットですね、いわゆるスタ

ンドパイプでございますが、３セットを貸与していただいております。今後２年間の間に12セットの貸与をい

ただくという予定でございます。スタンドパイプにつきましては、備蓄コンテナに配備し、市の総合防災訓練

や自治会で行われます防災訓練等で活用を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

  議員さんの御質問の今自治会等で補助金を活用いたしまして、購入いたしましたスタンドパイプ等につきま

しては、補助金の制度が２種類ございますが、そちらの制度にのっとって光ヶ丘さんを初め幾つかの自治会さ

んで購入いただきまして、それを使った訓練を実施していただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○１８番（中間建二君） 私も地元の自治会の主催した防災訓練に参加をいたしまして、このスタンドパイプの
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活用を体験さしていただきまして、一度経験しますと、やはり一般的にこういう機材を扱うのがなれていない

方でも、十分に初期消火や応急給水では有効的に活用できるなということを実感をいたしまして、やはりこの

スタンドパイプをできる限り市内の中で配備をし、また活用していただけるための体制づくりをとっていく必

要があるということを痛感をしたところであります。 

  それできのうの御答弁の─今の答弁もありましたが、今後12器ですかね、スタンドパイプを配備されて

いく中で、基本的には防災倉庫での管理ということでの御答弁がありましたけれども、やはりこれまでの自治

会での活用の状況等を見ますと、防災倉庫ですとかえって使いづらいんじゃないかと。いざというときに、そ

の初期消火ですとか応急給水という観点から見れば、倉庫にしまってしまうというのはいかがなものかという

思いもあるんですが、例えば自治会独自の活性化の補助金で自治会が持っている例もふえてきてる中で、市内

にある33団体まで立ち上がった自主防災組織に持っていただいて、日常的な活用を図っていくという方向での

御検討はなされていないのか、この点についてお尋ねいたします。 

○総務部長（北田和雄君） スタンドパイプにつきましては、市のほうでは東京都の水道局から最終的には12セ

ット貸与を受けますんで、これについては防災倉庫にとりあえず保管をしまして、災害時とかそういうときに

活用をしたいというふうに思います。ただ、通常の訓練などでも積極的に貸し出しをして、活用できればとい

うふうに思っております。各自治会のほうですけども、関係でございますが、スタンドパイプ自身、結構幅の

とるものでございますので、保管場所等、確保できる自治会等につきましては、先ほど課長のほうで説明しま

した東京都の補助金などを活用しながら、整備を進めていければというふうには考えてるところです。 

  以上です。 

○１８番（中間建二君） このスタンドパイプは、初期消火に活用するイメージがどうしてもあるんですけれど

も、当然活用できるわけですが、あわせて給水ですね、いざというときに飲料水の確保ができる器材になるわ

けですので、これはその自治会や自主防災組織では、やはり身近な生活圏の中で給水ができるということにつ

いては大きくメリットがありますし、また積極的に活用したいというところは、当然これからもふえてくるか

と思いますので、この防災倉庫にしまい込むことよりかは、やはり身近なところでの管理、それが例えば自主

防災組織で倉庫がないということであれば、まだ市民センター等の公共施設に置かせていただいて、この近隣

での初期消火、また応急給水にしっかり活用していくということのほうが望ましいんじゃないかと思うんです

が、この点についての御認識、再度伺いたいと思います。 

○総務部長（北田和雄君） 防災倉庫自身、基本的には公共施設のところに設置をしております。公共施設にも

防災倉庫の鍵もございますので、公共施設そのものに置くのか、その敷地内の倉庫に置くのかということだと

思いますので、活用状況を見て、頻繁に活用するようであれば、その防災倉庫が設置されている公共施設の中

に置くことも検討はしたいというふうに思います。 

  以上です。 

○１８番（中間建二君） いずれにしても、せっかくこの配備がなされていく、東京都のほうから提供していた

だくものでありますけれども、やはりこれをできる限り一般の市民の方が使いこなせるようにするためには、

継続的な、この機械に、このスタンドパイプに触れていく、また実際に消火栓等につないでいく体験をしてい

かなければいけないかと思いますので、身近な活用ができる体制をぜひとっていただきたいと思います。 

  続いて、防災ラジオの配備と立川ＦＭとの連携でありますけれども、被災地を訪問いたしまして、さまざま

意見交換を行ったときに、やはり災害時に改めてラジオの有効性、有用性が確認できたという声をたくさん伺
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います。ここで、この防災ラジオということでお尋ねをしておりますが、卖にこのＦＭ、ＡＭ等の─ここ

では例えば立川ＦＭが受信ができるというだけではなくて、防災行政無線も直接受信ができる、また自動で電

源が入る形の中で緊急放送等にも対応ができるような機能を備えた防災ラジオの配備ということを考えますと、

東大和市は狭い市域ではありますけれども、例えばこの後お尋ねいたします災害時要援護者等には、御家庭の

中にあったほうが情報の伝達が速やかにいく例も当然出てくるかと思いますが、このあたりの今、各避難所に

備えているだけではなく、もう尐しこの防災ラジオそのものを、市民の御家庭に広く普及していくような考え

を進めていくべきではないかと思っておりますが、この点についての御認識を伺います。 

○総務部長（北田和雄君） 防災ラジオの関係でございますが、災害時につきましては、エフエムラジオ立川と

協定を結んでますので、東大和市の情報はそこから取得できるというふうに思っております。それを災害時と

いうことだけじゃなくて、日ごろからやはりエフエムラジオ立川というものの存在が周知されてないと、災害

時にすぐそちらを利用するということにはならないと思いますので、日ごろの周知が大切だというふうには思

っております。そういうこともありますので、総合防災訓練などでエフエムラジオ立川にも参加をしていただ

いて、周知を図っているところです。 

  また通常聞いていただくには、やはり市の情報などがそのラジオから流れてるということも大切だというふ

うに思います。ですから市の情報などもエフエムラジオ立川に積極的に提供し、また放送していただけるよう

に働きかけたいというふうには思います。そういうことをする中で、災害時、いざというときにはこういうラ

ジオで情報を得ることができるということを、やはりいろんな機会を通じて市民の皆様に周知をしていきたい

というふうには考えております。 

○１８番（中間建二君） 立川ＦＭとの連携、また情報提供も当然やっていただかなければいけないわけですけ

れども、今お尋ねしたのは防災ラジオですね、防災ラジオそのものをもう尐し行政のほうでも普及促進を考え

ていくべきではないかということでお尋ねをしております。この防災ラジオそのものの、例えばいろんな自治

体で、市独自でこの防災ラジオを購入をし、市民に貸与もしくは購入をしていただいている事例が幾つもあり

ますけれども、このあたりについては御認識ございますでしょうか。 

○防災安全課長（鈴木俊雄君） 災害時の防災ラジオの件でございますが、ちょっと他市の状況については私ど

もでは調査してございません。当市におきましては、４キロ四方の市ということで、各避難所にそれぞれ備蓄

コンテナを整備してございますので、そこで防災ラジオを配備してるという状況でございます。各家庭に配布

ということでは、ちょっと今のところ考えてございません。 

  以上でございます。 

○１８番（中間建二君） 私が調べたところでは、幾つも事例があるんですけれども、例えば蒲郡市では卖体で

購入すれば7,000円ぐらいするものを自己負担1,000円で販売をしているとか、それから岐阜市では災害時要援

護者の支援者になり得る、例えば自治会長ですとか民生委員、児童委員さんのところにのみ無償貸与をしてい

るとか、それから私どもが１月に訪問いたしました宮城県の登米市では、復興支援の交付金を活用して、基本

的には全世帯に無償貸与を進めているというようなお話もございました。 

  もちろん市域が広い狭い、さまざまありますが、やはり防災行政無線が直接緊急時に受信ができて、今のそ

の非常事態の内容が直接確認できるということは、市民にとっても安心にもつながるかと思いますし、特にひ

とり暮らしの高齢者がふえてきている中で、要援護者対策にもつながっていくものではないかというふうに考

えておりますが、もちろん一定の予算等もかかりますので、この点については簡卖ではございませんが、しか
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しこの防災ラジオを各家庭に持っていただく、配備をしていただくということについては、ぜひ検討していた

だきたいと思いますが、この点について再度伺いたいと思います。 

○総務部長（北田和雄君） 防災ラジオの件でございますが、まだ市のほうではそこまで今の時点では想定はし

ておりません。一つ言えることは、東大和市としては、先ほどお話が出ましたとおり市域が狭いと、情報伝達

にそれほど難しい地域も抱えていないという状況はございますけども、大規模災害時というのは大きな混乱も

予想されますので、防災ラジオの有効性が、どういう面で有効性があるのか、その辺を尐し研究しながら考え

ていきたいというふうには思います。 

  以上です。 

○１８番（中間建二君） 今市のほうでは、防災行政無線を補完する形で、電話での自動音声応答サービスも導

入していただきまして、特にこの無線を聞き逃した、放送を聞き逃した方にとっては、大変に有効な手段だと

思っております。また一方で、やはりこの防災行政無線、広く市民の方に情報提供、緊急時に行うということ

を考えますと、市と、また市民の方にも当然自己負担もお願いをしながら、この防災ラジオの市内への配備と

いうことについても、ぜひ検討を進めていただきたいと思います。 

  続いて、エの火災予防のための感震ブレーカーの設置促進についてお尋ねをいたしました。これにつきまし

ては、調査研究をということでございましたが、ちょうどこの一般質問を通告した後に、２月27日に一般紙等

で報道されておりましたが、国の中央防災会議のほうで首都直下型地震の被害想定を公表した中で、この感震

ブレーカーの設置が非常に有益、有効であるということを報告をされたというふうに伺っております。 

  例えばこの首都直下型地震が発生した場合、最悪の場合、火災の死者が１万6,000人に上ると予想する一方、

この感震ブレーカー等の設置によりまして、電気機器からの出火を防げば１万6,000人の犠牲者が9,000人に減

尐でき、さらに初期消火を徹底すれば800人にまで減らせる。このような指摘もなされた中で、国としてはこ

の感震ブレーカーの設置を強力に進めていきたいという方針だけが出されながら、なかなか進んでいないとい

うことが新聞報道等でなされていたわけでございます。 

  当然のことながら過去のさまざまな災害の教訓として、いかにこの火災を防いでいくかという視点で考えま

すと、地震のときにブレーカーを落とせる機能を持つこの感震ブレーカーの設置促進というのは、やはり東大

和市におきましても着実に進めていっていただきたいと考えておりますが、この点についての御認識を再度伺

いたいと思います。 

○防災安全課長（鈴木俊雄君） 感震ブレーカーの設置の件でございます。これにつきましては、議員さんおっ

しゃられましたように、出火防止策として大変メリットがあるというふうなことを聞いてございます。ただし

夜間の場合、一斉に電気が停電するようなことになりますので、避難行動をとる上でデメリットがあるという

ふうに考えられますので、日中に地震が起きるということは限りませんので、こちらのほうもよく考えながら、

今後、調査研究を進めなければいけないというふうには考えてございます。 

  以上でございます。 

○１８番（中間建二君） 私も議員として一番気をつけているのは、やはり火事を出さない、火災を出さない、

当たり前のことですが、誰しもが日ごろから生活の中で気をつけていることだと思います。そういう中で、こ

の感震ブレーカー、いわゆる強制的にブレーカーを落とすことで、災害後に電気が復旧したときの電気ショー

トから起こる火災を予防する機器ですけども、数万円するものから、今おもり式の揺れによってブレーカーを

おもりで強制的に落とす機器ですと約2,000円で販売をされておりまして、私も一般質問をやるに当たって、
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実物を確認しようと思いましてインターネットで注文いたしましたところ、今非常に注文が殺到してるようで

して、１カ月ぐらい手に入るまでかかるようで、注文はできたんですが、まだ実物を手にすることはできませ

んでした。 

  ただ、これ2,000円程度で、この感震ブレーカーの機能が十分果たせるものが、今普及しつつありますので、

これらの情報をぜひ市のほうとしてもしっかり把握をしていただきまして、また、もちろんこれは国の中央防

災会議が方向性を出していることですので、国のほうでも取り組んでいくことには当然なろうかと思いますが、

やはり火災をいかに防いでいくかという観点からしますと、市としても着実に情報収集していただきまして、

市民に対しても的確な情報提供を図っていただきたいと考えておりますが、この点について再度お尋ねしたい

と思います。 

○総務部長（北田和雄君） 感震ブレーカーについてですけども、御説明ありましたとおり確かに種類も３種類

ほどあり、金額も数千円から10万円もかかるようなものまであるというふうなことは承知をしております。火

災の発生に対して非常に有効であるということは言われております。ただ、物によりますが、一斉に家の中の

電気が消えてしまいますので、電気を使って医療機器などを活用してる方などは尐し注意が必要だというよう

なこともあるようです。ただ火災に大きな効果があるということでありますので、そういった課題等もよく把

握しながら、こういった対策もあるということは、市民のほうに周知をすることは考えていきたいというふう

に考えています。 

  以上です。 

○１８番（中間建二君） よろしくお願いをいたします。 

  続いて、オの防災協力事業所登録制度についてでありますが、これについても市としても、今さまざまな団

体と協定を結んでいただいている中で、災害時の対応を図っていただいているわけですが、この個別の事業所

等との登録、また協力を行っていく、この防災協力事業所登録制度についても、調査研究をしていくというこ

とで昨日、御答弁をいただいたところであります。 

  改めて確認ですけども、当市が今まで取り組んでいただいております各種団体との災害協定と、今回お尋ね

しております防災協力事業所登録制度との違いというものについて、どのように認識をしているのかお尋ねい

たします。 

○総務部長（北田和雄君） 防災協定につきましては、これは基本的には団体と協定を結んでいるものでござい

ます。なぜかといいますと、災害時にこちらのほうに協力をしていただきますので、やはり個人ですと、その

個人が被災者ということにもなりますので、災害時の協力ということで大きな負担をかけるということも考慮

しなきゃいけませんので、団体をベースに一応協定は結んでおります。 

  あと防犯協力事業所登録制度、これにつきましては、あくまでできる範囲で協力をしていただけるというこ

とですので、協定を結んである程度の協力義務が出るような制度ではないというふうには認識をしております

ので、個人としては非常に制度としては活用しやすい制度ではあるというふうには考えております。 

  以上です。 

○１８番（中間建二君） 今御答弁いただきましたように、通常の各種団体との災害協定では、おっしゃってい

ただきましたように、ある程度の協定上の責任といいますか、重みというようなものが当然あるわけですけど

も、この事業所登録制度については、各個別の事業所もしくは個人等が、自主的に災害時に地域貢献ができる

内容等について申告をしていただき、それをしっかりと行政としても把握をしていく、こういう制度でござい
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ます。 

  この制度についても、やはり多くの自治体の中で、今までの災害協定から一歩進んだ形の中で取り組みが各

自治体でなされておりまして、さまざまその自治体の状況、成果等を伺いますと、まず一つには、当然のこと

ながら個別の事業所、個人の自主的な申告を登録をしていただくことによりまして、地域の防災力そのものを

高めていくという大きな効果がある。それから２点目に、それを事前に市が登録制度として受けとめることで、

市としての地域の防災資源というものがしっかりと把握ができる。３点目には、コストも余りこれはかからな

い。当然この事務手続上の負担はありますけれども、また協力をいただいた事業所に、例えば協力事業所とし

てステッカー等を配布する中で、啓発や意識づけ、意義づけを行うような費用はかかるようでありますが、し

かし比較的負担も尐なくできると伺っております。 

  登録していただく事業所そのものにも、社会貢献といいますか、災害時にしっかりと地域の中で協力してい

きますよということを、事業所、また個人として、社会貢献の一助にも、ＰＲすることができる。こういうさ

まざまな効果があるというふうに伺っておりますので、やはり東大和市の地域の防災力を高めていく上では、

これまでの団体との災害協定から一歩進んだ形で、個別の事業所、また個人にいかに災害時に地域で貢献をし

ていただくか、働いていただくかという視点を持って、この登録制度もぜひ進めていっていただきたいと思い

ますが、再度伺いたいと思います。 

○総務部長（北田和雄君） 防災協力事業所登録制度でございますけども、似たようなものとして今進めてるも

ので防災農地の登録制度がございます。これはＪＡ東京みどりと提携をしまして、市内の農家さんに参加をし

ていただいて、災害時に緊急的に避難場所として農地を活用さしていただくと。それによって農家の方が、農

作物が被害を受けた場合は、市のほうでその分、補償しますという仕組みになっておりますので、一応形は協

定という形をとっておりますけども、登録農家につきまして農協のほうで取りまとめていただくという内容か

らしますと、仕組みとしては非常に近いものがあるかなというふうには考えております。 

  そのほかのいろんな分野での同様の形として、この登録制度というものがあるというふうには理解しており

ます。東大和市の市内の事業所で、どれだけ協力していただける事業所がいるかどうか、その辺まだ全然把握

はしておりませんので、その辺の把握なども含めながら検討を進めていきたいというふうには考えております。 

  以上です。 

○１８番（中間建二君） 当然のことながら、この協力制度、登録制度は、あくまでも自主的に、みずから置か

れた環境の中で、またみずからが有する人的資源を活用して、いざというときに地域貢献、しっかりやります

よということを自己申告していただく、またそれをしっかりと市としても把握をしていくという制度ですので、

自主的な取り組みの側面が第一であるということを再度申し上げておきたいと思います。 

  その上で、例えば先日も２回にわたって当市も大きな大雪に見舞われた中で、これまで経験したことのない

ような雪かきの苦労を市役所の職員の皆さんもされましたし、我々もそれぞれ地域の中で体験というか、取り

組みをしたわけですが、今後もあのような大雪も、当然数年に一度は起こるっていうことも想定もしていかな

ければいけないぐらいの今回大きな経験であったと思いますが、こういう中でも、例えば雪かき、大雪ってい

う一つの災害に対しても、個別の事業所、また個別の個人が地域的にどの程度貢献をしていただけるのかとい

うことについても、ある程度、市が把握をできれば、市として重点的に、今回は北側斜面の雪かきをやってい

ただきましたが、また駅周辺についても取り組んでいただきましたけども、市としても重点的に取り組んでい

かなければいけない場所が明確になっていくんではないかなというふうに考えております。幾つか課題はあろ
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うかと思いますけれども、この登録制度についても、ぜひ検討を重ねながら着実に進めていっていただきたい

と思います。 

  続いて、カの災害時要援護者の安全対策ということでお尋ねをいたします。 

  これまでのモデル事業を行った後の要援護者事業が、当市においてもようやくスタートできたわけですが、

現状でこの名簿の登録状況というのは、どのような状況になっているのかお尋ねいたします。 

○福祉推進課長（尾又斉夫君） 名簿の登録状況でございます。平成26年２月末時点の要援護者名簿の登録者数

としまして、市全体で対象者が約2,900名いらっしゃいます。そのうち登録をしております方は約1,460名で、

登録率としましては約51％となってございます。 

  以上でございます。 

○１８番（中間建二君） いわゆる要援護者と思われるであろう、この要介護度の高い方、また一定の障害をお

持ちの方ということで、対象者2,900名ということで今御説明いただいたかと思いますけれども、この51％の

登録状況というものは、あくまでも御本人の申告申し込みによって当然登録をしていただいてるわけですが、

市として、いざというときに救援、救助をお願いしたい、また避難のための協力をお願いしたいという方の申

し込みとしては、ある程度必要な方には認識をしていただいた、もしくは周知ができているというふうに、現

状の数で判断をしているのかどうか、この点についてお尋ねしたいと思います。 

○福祉部長（吉沢寿子君） 名簿の登録されている方の人数につきましては、先ほど課長のほうから御答弁させ

ていただきましたけれども、やはり51％の登録率ということでございますので、やはり今後の課題といたしま

しては、引き続き登録者をどのようにふやしていくかということであろうというふうに考えております。実際

には、例えば今年度であれば９月とこの２月に、新たに対象者になられた方と登録の未回答の方への登録勧奨

ということで２回行わせていただいておりますし、平成24年度におきましても同様に再勧奨という形で年度内

に２回ほどお送りはさせていただいております。そういった形で、私どもといたしましても周知に努めている

ところでございますが、やはり引き続き市報やホームページで、この登録制度を広く周知して、新たな登録さ

れる方の拡大に引き続き努めてまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○１８番（中間建二君） そうしますと、今51％の方が登録をしていただいた中で、いわゆる市としては要援護

者の把握ができたという、一定数の把握ができてるということになるわけですが、いわゆる要援護者のリスト

というか、この名簿をどの程度の範囲の方が情報として共有をし、またいざというときの災害のときの安否確

認なり避難の誘導なりということが、どういう体制でとっていくのかということが、当然大きな課題になって

くるわけですけども、本来的には当然のことながら、個別の支援計画をつくっていくということが計画の中で

うたわれてるわけですが、その前段として、まず市が把握をしていただいてる要援護者の情報というのは、ど

の程度の関係機関、団体の中で共有をされているのかということをお尋ねしたいと思います。 

○福祉推進課長（尾又斉夫君） 要援護者名簿の提供先についてでございます。要援護者名簿につきましては、

災害時に支援活動に使用しますことから、北多摩西部消防署、東大和警察署、それと消防団、社会福祉協議会、

東大和市高齢者ほっと支援センター、それと民生委員・児童委員協議会、それとあと協定を結んでございます

自治会やマンション管理組合というところに提供させていただきまして、災害、起こりましたら、すぐには行

ける状況にはないかもしれませんが、複層的に共有することで、要援護者対策に対応しているところでござい

ます。 
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  以上でございます。 

○１８番（中間建二君） それだけの関係機関の中で、一応の情報共有が図れるところまできているということ

でございますと、次の段階として、本来的には個別の要援護者に対して個別の支援計画を作成をし、災害時の

対応を明確にしていくということが求められてるわけですけれども、この個別支援計画が、今具体的に策定が

できている数というのはどれぐらいまで進んでいるのか。この点についてお尋ねいたします。 

○福祉推進課長（尾又斉夫君） 個別支援計画の作成状況でございますが、こちらにつきましてはモデル地区で

すね、湖畔と单街、栄一丁目、こちらにつきまして行っていただいたところでございます。数としましては、

ここの両自治会、要援護者、約60人ですね、それで支援計画ができてございますのが、その約半分、おおよそ

50％というような状況でございますが、近くの人で顔見知りの方が伺うようなことで、できるだけスムーズに

支援計画が進むように努力していただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○１８番（中間建二君） モデル地区での30人ということですが、本来的な考え方としては、今登録が既になさ

れている1,460人に対しての個別支援計画をどう作成していくかということが、大変大きな課題には当然なっ

てくるわけですけれども、これをやっていくためには、まさに冒頭、市長に御答弁をいただきましたように、

地域のコミュニティーなり市民の皆様のまさにお力をおかりできなければ、この1,460名の方の個別支援計画

というところまでは全く当然たどり着くめどがないわけですけれども、この点について、当然大変難しい課題

でありますが、しかし一方で着実に進めていかなければいけないっていうことを考えますと、どう自治会を初

めとした地域コミュニティーの皆様に御協力いただく体制をつくっていくのかということが、次の大きな課題

であるかと思いますが、このあたりどうこの難しい課題に取り組んでいこうとされているのか、お尋ねしたい

と思います。 

○福祉部長（吉沢寿子君） モデル事業につきましても、もともとそのコミュニティーの力が、割としっかりし

ているというようなところの湖畔と单街の地域というところで行わせていただいて、それを検証させていただ

きました。その状況であっても、なかなかやはり個別支援計画の作成までには非常に困難なことが多々あり、

実際に行っていただいた皆様からは、さまざまな困難な理由等などの御説明をいただいて、なかなか道のりは

険しいなというところでは私どもも考えているところでございます。ただ、今やはり中間議員がおっしゃって

いるように、引き続きこれにつきましてはきちんと丁寧に取り組んでいかなければいけないというふうに考え

ておりますので、やはり私どもといたしましては、平成25年の３月に要援護者の個別支援計画の関係では、モ

デルのガイドラインというものを策定いたしましたので、これをさらに自治会やマンション管理組合などの

方々に知っていただいて、協力を得ながら進めていかなければいけないというふうに考えております。 

  また防災安全課のほうで、地域の方々に対して、自治会の方に対して行っている事業の中で、やはりその中

で私どものこの要援護者対策というものも一緒に進めさせていただきながら、取り組みをしていきたいという

ふうに考えております。やはり地域のコミュニティーをこういう防災という観点から、やはり何とか皆さんの

地域で頑張っていただきたいというようなことで、防災意識の向上なども含め、福祉関係の見守りとか、そう

いった支援というようなお気持ちも含めた意識の醸成というものが必要であるというふうに考えておりますこ

とから、庁内の関係機関等を含め取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○１８番（中間建二君） 大変に難しい課題であるかと思います。私が所属しております自治会でも、災害時要



－268－ 

援護者支援のこの制度にのっとった形の中で、要援護者対策、また個別支援計画にまで自治会がしっかりと協

力しようということで、一度検討がなされたんですけれども、しかしさまざまに検討を重ねる中で、どこまで

対応ができるのかという現実的なことを見たときに、なかなか進まなかったということを、お話も伺っており

ます。そういった中ででも、やはりしかし命を守っていく、特に災害弱者と言われます高齢者や障害者の命を

どう守っていくのかということを考えたときに、一歩ずつでもこれは進めていかなければいけない大きな課題

であるかと思っておりますが、この点について、この地域コミュニティーをどう活用していくか、また御協力

いただけるかということについても含めて、この点について最後、市長に御認識を伺いたいと思います。 

○市長（尾崎保夫君） 災害弱者と言われる方々、災害の援助、災害時のそういう方々をどう支援していくかと

いうのは、先ほど部長のほうからも話があったように、大変大切な問題だというふうには認識してるわけです。

またモデル事業等を含めて、先ほど湖畔あるいは单街、栄ということで実際にやっていただいたわけですけど、

そういったところでもそんな話を聞いているというふうな、直接お話を聞いているけど、その支援計画そのも

のをつくるに当たっては、協力的な方ですと比較的つくりやすいというところあるかと思いますけども、プラ

イバシーということもありますので、なかなかそこまで、まず突っ込んで入っていけないというのが１つと、

それからもう一つは、それらの方を助け出すに当たって、やはり行く人間が１人、２人では難しいと。やはり

３人、４人の方が行かないと、１人の方を避難所まで、あるいは一定の指定された場所まで連れていくという

のは、非常に実際にやってみると難しいものがあるということで、そういった意味で、先ほど言った地域の中

でそういうふうな体制をどれだけつくれるかというのは、非常にこれだという答えは現実には、今時点ではな

かなか、その時点で３人、４人の方をあそこの障害の方、あるいはあそこの高齢の方のところにということに

なりますと、地域の中にそれだけの人材がいないというのが現実問題で、これが大きな壁になっているかなと

いうふうな思いはございます。 

  ただ、先ほど言いました地域の中でお一人お一人の方々をどう把握しながら、そして助けて、支援をしてい

くかということにつきましては、そんな簡卖に答えは出ないというふうに思いますけども、ただそれらについ

てはこれからも、地道ということになるかなというふうには思いますけども、精いっぱい進めていくという方

向でいきたいなというふうには思ってございます。今後もいろんな方々のお話を聞かしていただきながら、そ

の対応を検討、模索していければなというふうに思ってございます。 

  以上です。 

○１８番（中間建二君） 今回、今後取り組むべき課題ということで幾つかお尋ねをいたしまして、その中でも、

やはりこの災害時要援護者対策というのは、一番重たいというか、難しい課題であろうかと思います。しかし、

何としてもここも体制をとっていかなければいけないのが、市長、また市の役割でもあろうかと思います。自

治会、また自主防災組織等を含めた中で協力体制を着実にとっていただきながら、この災害時要援護者対策も、

困難ではありますけれども、進めていっていただきたいと考えております。 

  多くの項目についてお尋ねをいたしましたが、この災害、特にこの３・11を教訓にした災害対策の強化とい

うことで繰り返しお願いをしてきた中で、一定の成果が得られているかと思っております。その点については

率直に評価をしながら、また一方で繰り返し繰り返し、特に防災訓練や、この風化させない取り組みとしては、

当然継続していかなければならない課題でありますので、引き続き御努力をお願いしたいと思います。 

  続いて、２番目の項目に移らせていただきます。 

  情報公開と説明責任の充実ということで、これまでの取り組み内容等についてお尋ねをいたしまして、御答
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弁いただいたところであります。これまで比較的踏み込んでおりませんでしたパブリックコメントについての

統一基準をしっかりとつくっていくという方針が示されましたので、この点については評価したいと思います

が、一方で、率直に尾崎市長が市長就任以来の情報公開とか説明責任といったときに、果たしてどこまで充実

をしているのか、また市民から見たときにその説明責任って言われるものがどこまで果たされてるのか、充実

してるのかということについて、再度、御認識を伺いたいと思うんですけれども、この情報公開とか説明責任

って言ったときに、やはり受け手はあくまでも市民なわけですから、市民がどういう情報を…… 

○議長（尾崎信夫君） 暫時休憩します。 

午前１０時２６分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前１０時３８分 開議 

○議長（尾崎信夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１８番（中間建二君） それでは、議長のお許しをいただきまして、席を暫定的に変更さしていただいて、質

疑を続けさせていただきます。 

  先ほど途中になりましたが、情報公開と説明責任といったときに、やはり受け手である市民がどういう情報

を望んでいるのかということを、やはりそれを認識した上で情報公開施策というのは進めていかなければいけ

ないと考えておりますが、この点について市民はどういう行政情報を望んでいるのかということについて、ど

のように考えていらっしゃるのかお尋ねいたします。 

○企画財政部長（並木俊則君） 行政の情報、多岐にわたりますが、基本的には時期の問題、大切なタイミング

というものがありますし、またどのような的確な情報をお示しをした中で、説明を丁寧にできるかというとこ

ろが基本形ということで、各部署もそのような形を持ちながら対応してるというふうには考えてございます。 

  以上でございます。 

○１８番（中間建二君） 当然この時期にかなった情報ということはあろうかと思いますが、やはり市が行う施

策の形成過程というものがどうなっているのかということを、やはり明らかにしていくことが、私は本来求め

られている情報公開や説明責任ではないかと考えております。例えばさまざまな政策を策定をしていく、また

政策判断をしていく上では、当然社会情勢ですとか国や都の政策にも関係をいたしますし、また市民ニーズと

いうものがどういうものであるのか、また私ども議会もさまざまなところで市民ニーズを受けて、議会からの

議員としての見識をもって発言、要請をさせていただくこともありますし、最終的には市長自身の政策が、政

策判断ということが大きな要因にはなってくるかと思いますが、たださまざまな課題に対して、それを解決し

ていくための政策っていうものが、どういう判断や要因によって変化をし、決定をしていくのかっていう、そ

この過程を明らかにしていくということが一番望まれていることであろうかと思いますし、尾崎市長自身がこ

の情報公開や説明責任を果たすといったときに、ここの課題をどう解決していくのかという視点が当然最重要

かと、私はそう思っているんですけども、その点について御認識を伺いたいと思います。 

○市長（尾崎保夫君） おっしゃるとおり、結果としてできたものをお知らせするというふうなことも、当然重

要かなというふうには思ってございますけど、今おっしゃられたように、その物事を決めるに当たるその政策

過程というか、形成過程というのを知っていただくというのも、非常に重要かなというふうに思ってございま

す。 

  そういった意味で、今回は自治基本条例、これのあり方について市民懇談会等を含めて、行政側がたたき台
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を出すという考え方ではなくて、やっぱり市民の皆さんに御意見を出していただきながら、一つのたたき台的

なものをつくり、そしてそれをさらに形あるものにするという意味で、また多くの市民の皆さんから御意見等

がいただけるような、そんな形での政策の形成を目指していきたいなということで、今回の自治基本条例につ

いてはそんな形で今進めているところでございますけども、他の事業につきましても、基本的には同じ考え方

でこれから進めていこうというふうには思ってございます。 

  ただ、まだまだ市民の皆さんの中には、直接行ってお話をさしていただく上で、私自身が感じるのは、まだ

まだ行政側がたたき台というか、形をある程度示してもらわないとというふうな考え方を持ってる方が多数い

るのかなというふうな思いはございますけども、ただそうではなくて、皆さん方の御意見も政策を作成するに

当たって、前提として意見を聞いてから形あるものにしていきたいんだというふうなことを、いろんなところ

でお話はさしていただいてるわけですけども、それはやはり今後、市民との協働ということも目指しています

けども、そういうふうなものにもつながっていくんだろうというふうには私自身思っていますし、これからも

そういう考え方で進めていきたいというふうに思っているところです。 

  以上です。 

○１８番（中間建二君） 施策の形成段階からの情報公開、説明責任を果たしていくということが、非常に求め

られているかと思います。そういう中で、以前にもお尋ねいたしましたが、この東大和市の新たにスタートい

たしました基本計画の中で、成果指標をしっかりと掲げて、その成果指標の達成度をしっかりとチェックをし、

進行管理を行っていくということで、この基本計画が取りまとめられておりまして、25年度、スタートしてい

るわけでございます。これについては、毎年きちっと調査をかけながら、どこまでこの成果指標が達成できた

のかということを把握をしながら、基本計画の進行管理をしていくということで、これまで説明されておりま

すが、この点についての取り組みは着実に進んでるということで考えていいのかどうか、お尋ねしたいと思い

ます。 

○企画財政部参事（田代雄己君） 第四次基本計画の進捗管理ということで、今のお話ありましたように成果指

標を用いるわけなんですけども、その成果指標を用いるに当たりまして市民意識調査を実施しております。現

在２月15日に2,000人の方、18歳以上の市民の方で2,000人の方を抽出させていただきまして、その方々に調査

票を発送しております。３月15日が回答期限というふうになっておりますので、それを集約させていただいて、

おおむね８月ぐらいには報告書をまとめられますので、そのときに市民の意識がどのように移ってるか、ある

いは満足度が達成されているかということを把握しながら、第四次基本計画の施策を進行管理してまいりたい

と思っております。 

  以上でございます。 

○１８番（中間建二君） ８月に一定の市民意識の調査が集計されるとなりますと、当然のことながら９月の決

算審査も経た上で、次年度の予算編成の中に、その成果指標の達成状況も踏まえつつ、重点的に予算配分をし

なければいけないもの、またある程度達成できたということで対応が考えられるもの、そういう判断基準にも

なってくるかと思いますし、またその成果指標をしっかりと活用しながら進行管理をしていくことを、またそ

れをきちっと市民の皆様に御説明していただくことも、この情報公開と説明責任という意味では、大きな一つ

のツールになっていくかと考えておりますが、この点についての御認識を伺いたいと思います。 

○企画財政部長（並木俊則君） 中間議員おっしゃるように、今の市民意識調査、ここで３月15日までにという

ことで、分析をしますのに数カ月かかりますので、最終的に満足度等の結果が出るのが８月ごろというふうに
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想定してございますので、その結果を、当然のごとく27年度の予算も含めて、今後の将来の計画に沿った中で

の予算編成のほうにも結びつけたいと思いますし、その調査結果をいろいろな形で分析の上、反映する部分と

いうのはございますので、今後そのようなことに努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○１８番（中間建二君） 当然のことながら、いろんなやり方があろうかと思いますが、この基本計画の進行管

理をしっかりと果たしていくことも、大きなツールになるかと思います。 

  続いて、次の予算編成過程の透明化についてお尋ねしたいと思いますけれども、この点について市長は常々、

この予算編成方針の中で透明化を図っていくんだ、過程の透明化を図るんだということを言われておりますが、

私自身は市長自身が編成をいたしました２カ年の予算編成を見ても、なかなか予算編成過程が明らかになって

る、市民にわかりやすくなっている、透明化されているとは、私はなかなか今、受けとめられない状況なんで

すけれども、この点についての市の認識を伺いたいと思います。 

○企画財政部長（並木俊則君） 予算の透明化、予算編成の透明化でございますが、当初予算というふうな形に

なると思われますが、今までも尾崎市長になってから予算編成方針のホームページへの掲載あるいは予算概要

のですね、こちらにつきましても２月中旪ごろになりますが、市議会議員の皆様に説明した後、ホームページ

に掲載をしております。それで、また同時期に、２月の下旪になりますが、予算書及びその説明ということで、

ホームページに掲載してるというような形で、ここ２年間、そのような形の結果を出しております。 

  今、中間議員おっしゃるように、なかなか予算編成の過程というのは、同時進行で示す部分というのが難し

い面もございまして、私どもの課題としては、今後も予算の調整、あるいはその査定の内容の部分の情報提供

をできることが一番いいんではないかというふうな認識は持ってますが、いろいろ研究していく中で、やはり

時期的な問題等もございまして結果がなかなか出せないんですが、これについては課題ということで認識はし

てございますので、何かしらの形で部分的にあらわせるような形をとりたいというふうには常に思っておりま

す。 

  以上でございます。 

○市長（尾崎保夫君） 今おっしゃられた予算の編成等を含めた透明化ということでございますけども、予算編

成の─先ほど部長のお話と同じことになりますけども、示達だとか、あるいは概算要求、そして査定の各

段階という形で、それはきちっきちっと対応しているわけでございますけども、先ほど中間議員がおっしゃっ

た、一般の市民からしてみますと、その過程がなかなか目にできないというか、よく理解できないというか、

そういう点があるのかなというふうに思います。そういった意味で、市民の方からは、どうなってんだろうね

というふうな話があるのかなというふうに私自身は考えているわけですけども、そういった意味ではその過程

につきまして、それぞれの過程でどのように現時点で具体的にやっているのか、そういう内容をどう市民の皆

さんにお知らせしていくのか、これは広報あるいはホームページ、いろいろとあると思いますけども、そうい

う点も含めまして今部長が言いましたように今後しっかりと対応していきたいと、そのように考えているとこ

ろです。 

  以上です。 

○１８番（中間建二君） これも当然担当は御存じだと思いますが、先進的にこの予算編成過程の透明化を図る

ということを表明されてる自治体の事例等を見ますと、いわゆる概算要求の段階から、その数字がどういうふ

うに変化をしていくのか、またどういう要因によって増減をし、最終的に市長査定を経て決定していくのかと
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いうその過程が、やはり丁寧に説明をされているような取り組みもなされているかと思います。 

  尾崎市長が、この予算編成過程の透明化ということをはっきり方針で示されてる以上、やはりそこを市とし

てもさらに御努力をいただきたいと思いますし、また当市においては数年前から枠配分予算についても取り組

みをしていただいておりますので、これについても当然のことながら市長の政策の前段として、各部におきま

して今年度どこを重点的にやっていくのか、どの事業をなし遂げなきゃいけないのか、こういう当然部長とし

ての判断もあろうかと思いますので、そのあたりがやはり明らかになっていくことが、予算編成過程の透明化

につながっていくと思っておりますので、このあたりについても御努力をお願いしたいと思います。 

  続いて、市報の各戸配布ということでお願いをさせていただきまして、御答弁では費用等、日数等も含めて

御検討いただいてるということでございましたが、やはり今新聞の購読世帯そのものが非常に減ってきている

中で、新聞折り込みでは十分に市報が市民の皆様のお手元に届いてないっていう、こういう実態はもう明確に

あろうかと思います。そういった中で、当然この予算的な面もあろうかと思いますけれども、ちょっと近隣市

の状況等も踏まえた中で、東大和市においてもこの市報の新聞折り込みから各戸配布への切りかえは、そろそ

ろやらなければいけない時期に来てるんではないかと考えておりますけれども、この点についての御認識を再

度伺います。 

○秘書広報課長（鈴木 尚君） 市報の全戸配布につきましては、26市の状況をまず御紹介申し上げます。26市

中、全戸配布をしてるのが17市、それから東大和市と同じように新聞折り込み及び希望者への宅配を利用して

いるのが９市という状況でございます。全戸配布をしている自治体で、主に17市中15市でシルバー人材センタ

ーに委託をして配布をしてるという状況でございます。 

  あと全戸配布につきまして、１点、問題点がございまして、今新聞折り込みでは１日と15日号の配布につき

ましては、当日、全世帯に到着をしているという状況がございます。全戸配布につきましては、最短で２日間

かかっていると。多い市では、４日間をかけて配布をしているという状況でございます。また経費が尐し膨ら

むという状況もございまして、私どもで見積もりをとった数字を比較してみますと、２日間で配布することで、

今現在の新聞折り込みでの配布と比較して、およそ360万円ぐらいの経費の増が見込まれるというものでござ

います。 

  以上です。 

○１８番（中間建二君） 今２日間での配布ということでございましたけれども、当然新聞折り込みをするため

には、当日、１日ではなくて数日前に当然納品もなされているわけでしょうし、一定数ですね、なかなか１日、

２日で市内全域に配布を行うということは非常に困難だと思いますので、尐し日数の余裕も見ながら行えば、

もう尐し費用も削減できるんではないかと考えております。やはり市報というのは、当然インターネット、こ

れだけ発達している中でも、やはり一番市民に親しまれ、また市政情報を得るためには、一番有益、有効なツ

ールでありますので、当市においても各戸配布に切りかえるべきにきているのではないかと考えておりますが、

再度、御認識を伺いたいと思います。 

○企画財政部長（並木俊則君） 研究のほうは大分進んでおりまして、いろいろな比較をしてるところでござい

ますので、東大和市の特性等も考慮した中で、なるべく短い日数で公平に配布できるような方法を考えながら、

引き続き検討してまいりたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○１８番（中間建二君） よろしくお願いをいたします。 
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  次のソーシャルネットワークの活用ということで、ツイッターの活用状況等について御答弁いただきまして、

これも３・11以降、有効なツールであるということでお願いいたしまして、着実に進めていただいているかと

思います。先日の大雪や、また单街で発生した傷害事件等にも、やはり市民の皆様に的確な情報を伝えること

ができたんではないかなというふうに考えております。 

  そろそろ近隣市の状況も踏まえますと、フェイスブックについても活用を図っていけるのではないかと考え

ておりますけれども、この点についての検討状況を伺いたいと思います。 

○秘書広報課長（鈴木 尚君） フェイスブックにつきましては、26市の中で現在６市で取り組みをされている

という状況でございます。その目的としましてはさまざまでございまして、観光情報ですとか防災、気象情報、

それから市内のイベントの様子、あとフォトニュースということで使われているようでございます。本来の目

的とは違ってくるかもしれないんですが、東大和市も今市内のイベントの様子を、後日、皆さんにお伝えする

コーナーというのがございませんので、ぜひそういうコーナーとして使っていけるように検討してまいりたい

と考えるところでございます。 

  以上です。 

○１８番（中間建二君） イベント情報等も当然大事ですけれども、やはり市長の積極的な情報公開ですとか説

明責任といったときに、このフェイスブックを活用した情報提供というのも非常に有益だと思いますので、あ

わせて御検討をお願いしたいと思います。 

  ３点目の大事な課題がありましたけれども、時間がなくなってまいりましたので、本日この点についての再

質問は次回とさせていただきたいと思います。 

  以上をもちまして、私の一般質問を終了させていただきます。 

○議長（尾崎信夫君） 以上で、中間建二議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 尾 崎 利 一 君 

○議長（尾崎信夫君） 次に、３番、尾崎利一議員を指名いたします。 

〔３ 番 尾崎利一君 登壇〕 

○３番（尾崎利一君） 日本共産党の尾崎利一です。一般質問を行います。 

  １、小中学校の耐震化とクーラー設置について。 

  ①子供が日中の大半を過ごす場であり、災害時の避難場所でもある学校について、軀体の耐震化が完了した

ことは喜ばしいことですが、非構造部材の耐震化が伴わなくては本当に安全を確保することはできません。最

優先で取り組むべきですが、非構造部材の耐震化の現状と計画について伺います。 

  ②普通教室へのクーラー設置は完了しましたが、特別教室については未設置を残しています。現状と対応に

ついて伺います。 

  ③東京都が来年度から５年間、特別教室へのクーラー設置の助成制度を実施します。これを活用して来年度

から、まず助成対象教室から設置を進めるべきと考えますが、いかがですか。 

  ２、保育園の待機児解消と保育園、幼稚園、学童保育などの子供施設について。 

  ①保育園の待機児童について。 

  ア、「保育に欠ける児童」の現状をどのように認識していますか。 

  イ、「保育料の点でも、人員や設備の点でも、できれば認可保育園に預けて安心して働きたい」という声が
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多いと思われます。この点について、市の認識と対応、また課題について伺います。 

  ②保育園、幼稚園、学童保育について、子供の安全を守る上での人員体制や運営、設備などについて伺いま

す。 

  ③学童保育の今後の展開について、市の見解を伺います。 

  ３、介護保険の改悪について。 

  ①昨年12月20日に厚生労働省社会保障審議会介護保険部会が意見書を取りまとめ、これに基づいて２月12日

には「医療・介護総合推進法案」が閣議決定されました。介護保険について、その概要と市民への影響につい

て伺います。 

  以上です。再質問については、自席にて行います。よろしくお願いします。 

〔３ 番 尾崎利一君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 皆さん、おはようございます。 

  初めに、小中学校の非構造部材の耐震化の現状と計画についてでありますが、小中学校の校舎、体育館につ

きましては、平成24年度をもちまして耐震化工事が完了いたしました。今後、計画的に非構造部材の耐震化対

策を進めてまいります。詳細につきましては、教育委員会から説明をお願いします。 

  次に、クーラーの設置についてでありますが、小中学校全校の普通教室につきましては設置が完了いたしま

した。また特別教室のクーラーにつきましては、一部設置したところであります。今後、東京都の補助の動向

等を踏まえ、検討してまいりたいと考えております。詳細につきましては、教育委員会から説明をお願いしま

す。 

  次に、保育に欠ける児童の現状認識についてでありますが、認可の保育園に入園する条件として保育に欠け

る状況が必要となります。また保育に欠ける理由といたしましては、就労、出産、疾病、求職などでございま

す。 

  次に、認可保育園の保育料及び人員、設備状況の市の認識と課題についてでありますが、認可保育園は保育

士の人員や施設の面積、設備など厳しい基準を満たし、安全安心の確保が重要であります。保育料につきまし

ても、所得に応じた負担で利用できる施設となっておりますことから、認可保育園の申し込みが数多くなって

いると認識しております。これらのことから、市といたしましても認可保育園の新設や増改築を実施し、待機

児童削減に向け取り組んでいるところであります。課題につきましては、需要と供給のバランスと市財政への

負担の増大であると考えております。 

  次に、安全を守る上での人員体制や運営、設備などについてでありますが、幼稚園、学童保育所においては

人員等の加配はございませんが、認可保育園では通常の保育を実施する上で、基準外保育士の配置などを行い、

安全確保に努めているところであります。各施設ともに、外部侵入や不審者などに対応するための対応職員配

置はございませんが、玄関等の施錠や入室時の人物確認を実施しているほか、有事の際における対応として、

東大和警察署の協力により防犯研修会を実施しているところであります。 

  次に、学童保育の今後の展開についてでありますが、児童福祉法の改正により、これまで小学校に就学して

いるおおむね10歳未満の児童とされていた対象児童が、平成27年４月１日から小学校に就学している児童と変

更されることから、今後、基準の制定など国の動向を注視し、当市の対応を検討してまいりたいと考えており

ます。 
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  次に、医療・介護総合推進法案における介護保険についての概要と市民への影響についてでありますが、介

護保険法改正の関係では、１つ目は地域包括ケアシステムの構築として地域支援事業の充実が、２つ目は持続

可能な制度の構築として低所得者の保険料軽減の充実、一定以上の所得者の利用料自己負担額の引き上げ等が

盛り込まれております。大きな改正となりますことから、さまざまな面で制度の変更がされると認識しており

ます。市といたしましては、国及び東京都の動向を把握しながら、適切な対応を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○教育長（真如昌美君） 初めに、小中学校の非構造部材の耐震化の現状と計画についてでありますが、非構造

部材でもあります校舎外壁につきましては、平成25年度に小中学校全校において外壁等の劣化状況調査を実施

いたしました。この調査結果をもとに、平成26年度においては、小学校２校、中学校３校の校舎外壁改修工事

を実施する計画となっております。またその他の学校につきましても、順次、改修工事の実施に向け計画して

まいりたいと考えております。なお、外壁以外の非構造部材である天井材や内装材の調査及び改修につきまし

ても、今後順次計画してまいりたいと考えております。 

  次に、特別教室へのクーラー設置の現状と対応についてでありますが、小中学校の特別教室へのクーラー設

置は、音楽室、コンピューター教室及び図書室において完了しております。教育委員会といたしましては、良

好な教育環境を確保するためには、未設置となっております特別教室についても設置を進めていく必要がある

と認識をしております。 

  次に、特別教室へのクーラー設置に対する東京都の助成制度についてでありますが、東京都では平成26年度

から平成30年度までの予定で、小中学校の特別教室へのクーラー設置に対し、冷房化支援事業を実施する計画

となっております。この支援対象となる特別教室は、音楽室、コンピューター教室、図書室及び視聴覚室の４

教室であります。このうち、当市では未設置となっている特別教室は視聴覚室が対象となっております。クー

ラー設置は大きな予算を伴うものでありますことから、助成対象となる視聴覚室について計画に反映できるよ

う努めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 御答弁ありがとうございます。順次、再質問を行います。 

  まず非構造部材の耐震化の問題ですけれども、一口に非構造部材というふうに言いますが、非構造部材と言

われるものにはどういうものがあるのか伺います。 

○建築課長（小泉光信君） 学校施設に対する非構造部材の内容でありますが、７つほどございます。まず１つ

目としましては外装材、これはモルタルやタイルなどの落下や剥離が、そういう被害ですね。それから２つ目

が天井材、これは内部なんですが、下地やボードの落下や破損。３つ目が内装材としまして、仕上げ材の剝が

れや落下。４つ目としましては窓ガラスの関係で、建具の開閉難あるいはガラスの破損が考えられます。５つ

目としましては、照明器具の外れや落下の被害。６つ目としまして、設備機器としまして、空調の屋外機、あ

るいは受水槽、高架水槽の移動や転倒が考えられます。７つ目といたしまして、家具の転倒及びピアノの移動

やテレビの落下等の被害が考えられます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 以前、私が質問した際には、この非構造部材の耐震化については、調査そのものが行わ
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れていないという状況だったと思いますが、先ほど外壁について調査を行ったということですが、これら７つ

の非構造部材について点検、調査が行われているのかどうかについて伺います。 

○建築課長（小泉光信君） 非構造部材の点検についてでありますが、学校施設につきましては３年に一度の特

殊建築物定期調査を実施しております。これは非構造部材に限らず、建物全体の老朽化、構造、建築設備、避

難施設等の不備、欠陥による事故や災害等を未然に防止するために、専門家により調査を行っております。そ

の結果を特定行政庁に報告しております。市の場合には、多摩建築指導事務所のほうに報告しております。ま

た平成25年度におきましては、この特殊建築物調査とあわせて非構造部材でもあります校舎、外壁について、

全面打診により小中学校全校において調査を実施しております。 

  なお、体育館につきましては、耐震補強の診断とあわせて非構造部材についても調査を実施しており、この

調査結果をもとに改修工事を実施いたしました。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 最初の壇上でも言いましたけれども、軀体の耐震化が完了されてるとはいえ、照明が落

ちてきたり壁が崩れてきたりということになっては、とても安全とはいえないということになるわけで、今回

まず外壁の調査を、来年度５校、ほかの学校についても順次進めていくという御答弁でしたが、全体の点検の

結果、外壁、今回、取り組むわけですが、ほかの非構造部材についての状況はどうなっているのか、どのよう

に取り組んでいくのか、その点についてお考えをお聞かせください。 

○建築課長（小泉光信君） 点検結果についてでありますが、校舎の外壁につきましては、老朽化によるモルタ

ルの浮きやひび割れ、あるいは欠損等が確認されております。また内部につきましても、壁のひび割れや雤漏

りの跡が確認されました。非構造部材の今後の耐震化対策につきましては、平成25年度に実施いたしました小

中学校の外壁調査結果をもとに、まず初めに校舎の外壁改修工事を平成26年度より順次実施してまいります。

あわせて校舎内部の天井材や内装材については、改めて調査を実施してまいりたいと考えております。この内

部調査ですが、天井材や内装材を改修する計画でありますが、教室内の天井の改修に当たっては、今現在、学

校については照明器具がつり下げ方式ということになっておりますので、あわせて今後は直づけタイプの照明

器具に改修したいと考えております。 

  なお、体育館につきましては、コンクリートブロック壁を使用している学校がありましたので、この学校に

つきましては転倒の危険があるという結果ですので、全て改修しております。また照明器具につきましても、

振れどめや落下防止対策も講じております。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 調査に基づいて対策を打ってるもの、それから今後調査しなくちゃいけないものがある

ということでしたが、やはり全容がなかなか見えない感じがするんですけども、一応この非構造部材の耐震化

の調査については、何かガイドブックがあって、ガイドブックに基づく調査というようなことも多分やられて

るんだと思いますが、その結果についてはどうなんでしょうか。一応７つの項目について、ガイドブックに基

づいてやったんではないかと思いますけども、どうでしょうか。 

○建築課長（小泉光信君） この７つの項目についての調査結果ですが、一応東京都へは、この内容について全

て報告をしております。それ以外にも、部分的には７つ項目以外に、若干ほかの項目もプラスして報告してお

ります。 

  以上です。 



－277－ 

○３番（尾崎利一君） その結果がどうなのかというのは、ちょっと聞きたいわけです。 

  いずれにしましても、当面外壁は手を打つけれども、その他の非構造部材については、これから詳しい調査

もしながら整えていくということ、まあ全体の答弁としてはそういうことだったと思うんですね。 

  それで、この問題では国や東京都の財政補助がどうなっているんでしょうか。市の一般財源からの支出がど

うなるのかということも伺いたいんです。私の認識では、国や東京都が、この問題では財政補助を行い、補助

以外については全額市債で賄って、返済分は交付税措置されるということになっていると私は認識してるんで

す。そうであれば、急いで一気に進めていくということも可能になってきますし、ペースアップしていく必要

があるんではないかというふうに考えるわけですが、いかがでしょうか。 

○学校教育部長（阿部晴彦君） 先ほどの東大和におきましては、全校の耐震点検調査を実施しているという御

説明をいたしました。この内容としましては、耐震点検、重大な被害を与えるおそれがあると考えられる場所

の耐震の点検を実施したかどうかという調査がございまして、それに対しまして当市では、全件点検をしてい

るというふうに東京都にも報告をさしあげているところでございます。 

  国や東京都の支援の状況を踏まえた市の対応でございますけれども、非構造部材の耐震化にかかわります補

助としましては、国からは学校施設環境改善交付金の大規模改修事業等の中で国庫補助の採択がされておりま

した。また平成24年度からは、新設されました復興特別会計の防災機能強化事業の一つとして、国庫補助の対

象となっております。また東京都におきましては、平成25年度から公立学校施設非構造部材耐震化支援事業の

補助金が制度化されました。交付の内容としましては、３分の１を国の補助で、２分の１を起債でそれぞれ確

保し、残りの６分１を東京都が補助するという制度内容でございます。この東京都の補助につきましては、28

年３月末までの対象期間となっております。東大和におきましては、非構造部材の耐震化は最優先の課題だと

認識しております。したがいまして、国や都の補助金を有効に活用を図りながら、計画的に耐震化を進めてま

いりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） やはり学校の軀体の耐震化が完了して、非構造部材最優先だということで、これまでも

御答弁いただいています。今伺ってみると、最優先だということで言われながら、まだ残された課題っていい

ますか、仕事量というのは大きく残されているんだなというのを感じたところです。ぜひ、今の答弁でも起債

と国の補助、都の補助で、基本的にこの非構造部材の耐震化については進めていけるという御答弁ですので、

これも期限も今のところ28年３月までということになってるという御答弁もありますので、これも大いに活用

しながら急いで今後進めていただきたいというふうに要望しておきます。 

  次に、特別教室へのクーラー設置の問題ですけれども、これは資料をいただいています。資料要求を行いま

して。それで普通教室へのクーラー設置の問題、これは子供の命にかかわる問題で、こういう問題で多摩格差

が残されているというのはおかしいということで議会でも取り上げてきたわけですが、特別教室へのクーラー

設置の問題では、多摩地域と23区内での格差のようなことはどうなっているんでしょうか。 

○学校教育部長（阿部晴彦君） 特別教室へのクーラーの設置に関しましては、ことし１月末に東京都から各市

区町村へ調査がまいりました。その調査というものは、平成26年度以降の特別教室等の冷房化の調査というこ

とでございます。東大和として回答はしてございますが、23区あるいは多摩地域の他の市の状況、市町村の状

況というのは、私どもでは把握はできておらない状況でございます。 

  以上でございます。 
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○３番（尾崎利一君） 私の認識は、普通教室もそうでしたけれども、特別教室のクーラー設置でも、やはり多

摩格差が厳然として残されていると、教育環境でのこういった面でのおくれがあるというふうに認識をしてい

ます。 

  それで③のところで、私たち共産党都議会でも要求してきたこのクーラー設置の補助が来年度から始まると

いうことで、やはりこういう補助制度を活用していく、創設されるということが、この多摩格差も解消し、事

業を進めていく点で大変大きな契機になるというふうに思います。先ほど御答弁の中で、４教室が対象になっ

て視聴覚室が今後のこの助成対象になるということで御答弁いただきましたが、いただいた資料の中では、冷

房未設置の特別教室の中に音楽室、図書室、第二音楽室、第二図書室という形で助成対象になるんではないか

と思われる教室もあるんですが、未設置の特別教室のうち、この東京都の制度の助成対象に該当する教室は何

教室あるんでしょうか。 

○建築課長（小泉光信君） この支援事業によって対象となる特別教室としましては、パソコン教室、それから

音楽室、図書室、視聴覚室となっておりますが、当市の小中学校においては、助成対象となっている特別教室

でクーラーが設置されていない教室としては、視聴覚室が11教室、そのほか第二音楽室として使用している教

室が８教室、第二図書室として使用している教室が２教室、合計で21教室となっております。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） そうしますと、特別教室で未設置の特別教室が視聴覚室で11教室、これは補助対象にな

ると。その他の教室、60教室のうち10教室は補助対象になるということで、先ほどの御答弁でも、この制度を

活用していきたいという御答弁でしたので、まず、もう来年度予算案について出されてるのであれですけれど

も、この制度を活用して、ここから手をつけていただきたいというふうに思いますが、再度、御答弁をお願い

します。 

○学校教育部長（阿部晴彦君） クーラーの設置には、必要性というのは十分考えております。今後、大きな予

算を伴う事業にもなりますので、東京都から示されている財政支援の計画、それを十分にできるだけ活用を図

りながら、計画的に進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） ぜひ、よろしくお願いします。 

  次に、保育園の待機児解消と保育園、幼稚園、学童保育などの子供施設について、こちらに移ります。 

  保育に欠ける児童の問題ですけれども、これは求職中、職を求めているという場合も含まれるわけですけれ

ども、保育園に預けられずに就職を諦めざるを得ないという事例が数多く報道などでもされています。それだ

けではなくて、仕事をしていたけども、出産が、その後、保育園に子供が入れなくて退職につながってしまう

という事例なども紹介されているということです。今、年収200万円以下の労働者が1,000万人を超えるという

状況の中で、この問題、大変深刻な問題というふうに考えますけれども、市の認識を伺います。また、市内の

現状についても伺います。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 保育園の入園者は、非常に多いというのは認識しているところでございまし

て、市といたしましてもこの何年か保育園の新設、それから改築等で受け入れ人数の増に取り組んでるところ

でございます。なかなかお仕事をやめてしまうというような状況というのは、やはりなかなか育児休業がまだ

浸透してないというところで、出産を機にやめる方が非常にふえている、減るどころかふえてるというところ

は認識してるところでございます。状況について、来月、26年の４月の申し込み状況を見てみますと、おおむ
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ねの数字でございますけれども、８割の方が働いている。そのうちの半分が常勤であって、半分が非常勤、残

りの２割の方ですね、全体のうち２割の方が、これから就職する。求職中でというような要件で、申し込みを

されてるというような状況でございます。 

  以上です。 

○３番（尾崎利一君） 次に、障害児の保育の受け入れについて現状と、その課題について伺います。 

○保育課長（関田孝志君） 障害児につきましては、選考時に当たり点数をプラスして、同じ勤務の世帯に比べ

入園はしやすいというような状況はつくってございます。また、２月１日現在の障害児の受け入れ人数は40名

ということになってございます。課題といたしましては、障害の程度にもよるんですが、安全安心を第一とい

うことで考えた中では、保育士の増配置による保育士の確保、それと寝たきりなどを想定した場合の必要面積

の確保、この辺が必要ではないかというふうに考えてるところでございます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 今保育士の確保や面積の確保というお話ありましたけれども、現状でここがネックにな

っているという状況は今現在あるんでしょうか。 

○保育課長（関田孝志君） 今現在、民間保育園からお話しいただいてるのは、保育士の確保が非常に難しいと

いうことは聞いてございます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 先ほど求職中もしくは出産が退職につながる事例、それから今障害児の保育の受け入れ

のことも言いましたけれども、障害児を抱える家庭、なかなか困難な家庭が多いわけですけれども、そのこと

がそのまま保育に欠けるという要件には該当していないという状況もあるわけで、これは丁寧な対応を求めて

おきたいと思います。 

  それから、ひとり親家庭の問題ですけれども、これは児童虐待についての東京都の調査によると、その要因、

虐待家庭の最大の特徴として、ひとり親家庭ということと、それから経済的困難、この２つが二大要因という

んですかね、特徴になっているようです。そういう点では、社会から孤立しやすく、経済的にも困難なひとり

親家庭に対する受け入れがどうなっているのか、この点についても伺います。 

○保育課長（関田孝志君） ひとり親家庭の選考に当たりましても、同じような形で加点を実施して、共働きの

世帯に比べて入りやすいという状況はつくってございます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） このひとり親家庭ということも、やはり保育に欠ける要件というふうには、これそのも

のではならないわけですけれども、社会的に見ると大変困難な家庭が多いという現状です。今現実の問題とし

て尐子化が進み、女性労働の比重も増大していくと。経済状況もあって共働きしないと家計が維持できない、

そういう家庭も増大している状況の中で、保育園の役割、一層大きなものとなっているというふうに考えられ

ますが、この点で市の認識を伺います。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 非常に保育園の入園の申請希望ですよね、そちらを見ても、子供、児童の数

に比べて年々上がってるというところを見ましても、やはり保育園が必要だというところは認識してるところ

でございます。そんな中、平成24年、25年、それからこの26年にかけまして、やはり待機児を解消するために

保育園の施設整備に努力し、またこれからもしたいというふうに考えてるところでございます。 

  以上です。 
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○３番（尾崎利一君） 今の現状、まあ数だけではなくて、一つ一つのケース、お一人お一人の状況が大変な状

況を抱えている中ですので、ぜひ丁寧な対応、それから計画的な認可保育園の建設を中心とした待機児対策を

とっていただきたいというふうに思っています。 

  それで、イのところですけれども、認可保育園については30年ぶりですか、４月に開設されるということで

大変うれしいわけですけれども、ことし４月時点での保育園の待機児数、旧基準でどの程度と見込まれている

のか伺います。 

○保育課長（関田孝志君） 玉川上水の新規開設や大和東の建て替えなどによって定員は拡大しています。です

が、申し込み者もこれにつれてふえているという状況です。数字的に比較しますと、前年の４月が133名とい

う人数に対して、おおむね50名減の80名程度という数字で見込んでいるところでございます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） この間の定員拡大や認可保育園の開設などによって、待機児童も大きく減尐してるとい

うことは大変評価をしたいと思います。とりわけ、まず認可外の保育園に通っているお子さんの保護者におい

ても、８割程度が、できれば認可保育園に行かせたかった、今後、認可保育園に入れたいというふうに考えて

いるというふうに言われていますけれども、その理由、どのように市としては捉えているでしょうか。 

○保育課長（関田孝志君） 認可保育園が選ばれる理由という中では、やはり応能負担である保育料というとこ

ろと、保育者全てが有資格ということで、安全安心の面についてが主な理由だと考えております。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 先ほどの答弁でもいただきましたが、保育料の問題、それから有資格者によって保育さ

れると、安全安心の問題、御答弁いただきました。私は、まさにそのとおりですし、ここを緩めてはならない

というふうに考えているわけです。 

  それから保育園の待機児童の解消についても、とにかく待機児童がたくさんいるから押し込んでしまうと、

基準を緩めてですね。そういうことによって、子供の安心安全が損なわれるというようなことがあってはなら

ないというふうに考えています。これはことしの１月31日に厚生労働省が発表したものですが、保育施設にお

ける事故報告集計というのがあります。 

  これ昨年１年間の数字ですけれども、保育園における死亡報告、19件。そのうちゼロ歳と１歳が８名ずつで

大半を占めています。そのうち認可保育園が４件、認可外保育園が15件。認可保育園を利用している児童は

221万9,581名、認可外保育園利用児童は18万4,959名ということですから、死亡事故の割合でいくと、認可保

育園では10万人当たりで0.18人、認可外保育園では8.11人で、45倍になるということになっています。この死

亡事故の約半数はうつ伏せ寝によるものというふうになっています。 

  それから、その前年の2012年、認可外保育施設の死亡事故、12件あったわけですけれども、報道によるとこ

のうち４件は運営が無資格者だけ、それから12施設全てが有資格者比率８割未満という状況の中で起きていま

す。 

  この問題では、こういう保育園での事故によって子供の命が奪われるという経験をされた方々が中心になっ

てつくられている赤ちゃんの急死を考える会というのがあるわけですけれども、ここによると、やはり人員と

保育スキルの不足、この問題が大きいというふうに指摘をされています。安心して預けられる認可保育園の建

設によって、子供の命と安全を最優先に待機児童対策を図るべきだというふうに私は考えるわけですが、この

点についての見解を伺います。 
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○子ども生活部長（榎本 豊君） 当市におきましては、認可保育園のほかに認証保育所や認定こども園で保育

のほうをお願いしてるところでございますけれども、そちらにおいてでも市では安全安心を第一に保育を行っ

てもらっているところでございます。認可保育園以外の施設に対しまして、有資格者の雇用の促進をお願いし

てるところでございます。基準では、保育士の６割以上が有資格でいいというようにされておるんですけれど

も、施設のほうの御協力をいただいておりまして、当市ではそのような施設でも８割以上の方が有資格者で、

保育に当たっていただいているというような状況がございます。 

  以上です。 

○３番（尾崎利一君） 今認可外保育園についても、通常６割以上の有資格者という基準を、８割以上というこ

とで独自に市が依頼というんですかね、お願いもしてそういう体制をつくってるという御答弁いただきました。

いずれにしましても、この場でも何度も確認してるわけですけれども、やはり子供の命と安全を最優先に待機

児童の解消を図るという立場、市もこの間、何度も表明していますが、もう一度その市の立場について確認し

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 保育園の施設整備というのは、尾崎議員も御承知のとおり、来年の４月から

玉川上水保育園での新設、それから大和東保育園の移設等で、待機児童解消に向けて受け入れ定員の拡大を行

うところでございます。さらに26年度中には、テマリ保育園のまた移設によりまして定員増を図るというとこ

ろでございます。ただ、なかなか新しい保育園をつくっていくということは、現状では計画ではないというよ

うなところでございます。ただ26年度から、保育園におきます、認可保育園における一時預かり、一時保育と

も呼んでおりますけれども、そちらを３つの保育園で開始いたしますので、その場合には、もちろん短期の就

労でも預けることできますし、保護者のリフレッシュでも預けることができるというようなところでございま

して、そちらのほうの開始が26年度、４月はちょっと難しいかと思いますけれども、年度始まりましたら早々

に開始をするというところで、今調整を行ってるところでございますが、そちらのほうの状況等も見たいとい

うことと、そちらのほうの活用というものも周知をしていきたいというようなところでございますので、26年

度は施設整備における定員増のほかにも、受け入れ先がふえるというようなところを見て、今後につきまして

もそれらを工夫していくのか、さらに活用を広げていくのかというところも、検討していけばよろしいのかな

というふうに思ってるところでございます。 

  以上です。 

○３番（尾崎利一君） 今いろいろ先ほどから御答弁いただいていますけれども、この認可保育園の建設等を中

心とした待機児童解消の問題で、東大和市は頑張ってるというふうに思います。やはりこれをさらに進めてい

く、後退させずに進めていくということを考えると、やはり国や東京都の役割、もっともっと求めていくべき

だというふうに私は考えているんです。 

  その点で、認可保育園の建設については、建設ももちろんお金かかるんだけども、通常の運営補助のほうが

市にとって財政負担大変なんだという話も、この間、伺っています。ちょうど玉川上水保育園も開設されます

ので、ここら辺、建設の際の市の負担、運営にかかわる市の負担、ここら辺について御説明いただきたいと思

います。 

○保育課長（関田孝志君） 玉川上水保育園の建設の関係でございますが、総工費は３億1,900万円程度と、こ

のうち市の負担が1,900万円、率にして8.6％というんですかね。これに比べ運営費の負担でございますが、玉

川上水保育園、１年間運営するのにおおむね１億5,600万円ほどかかると。これに対して市の負担が7,900万円、
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大体率にして50.6％ということで、運営費のほうの負担が市にとっては大きいというような状況がわかるかと

思います。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） この市の負担7,900万円ということですが、この7,900万円の中に国や東京都からのお金

が含まれているのか、それともこの外に国や東京都の負担があるという理解でいいのか、ちょっと教えてくだ

さい。 

○保育課長（関田孝志君） この7,900万円については、まるっきり一財、一般財源ということでございます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 東京都の場合は、東大和市の場合はって言ったらいいんですかね、多くの都内の保育園、

認可保育園、そうだと思いますが、保育料が大体国基準の半分程度ということもあって、この一般財源からの

支出も大きいというふうに思いますけれども、この点でいくと、その国や東京都からの財政負担というものを

もっともっと求めていくべきではないかというふう考えるわけですが、この点についての見解、それから対応

について伺います。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 国、東京都とともに、保育園の待機児解消ということで、そちらのほうには

非常に力を入れて、量的な拡大をというところで、非常に補助率も上げてきたり、何しろ施設をふやすという

ところには非常に、以前に比べて厚い補助が出るようになりましたけれども、運営費に関しましては以前と変

わらないというところでございますので、運営費に対します補助があれば、軽減できればもっと運営も楽にで

きるのかというところは認識してるところでございます。 

  以上です。 

○３番（尾崎利一君） その点については、市として国や東京都に要求してきたのか、要求していくのか、その

点はどうなんでしょうか。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 平成27年度から、新たな子ども・子育ての支援制度が開始されますけれども、

最近の報道等を見ますと、そちらの新制度移行に向けて量的拡大、言ってるのは待機児童の解消ですよね。

2017年度まで40万人の受け入れ先をふやすというところが掲げられてるところでございます。さらには質的な

拡大というところで、処遇改善によって保育士の雇用をふやすとか、そのようなところが言われてるところで

ございますけれども、やはり量的な拡大を先にやるというところで、そちらのほうで非常にお金がかかる。そ

うすると、質的な充実のほうにお金が回んないんじゃないかということがよく言われてますけれども、そうし

ますとやはりよくあるのが、その分を地方に求められてきても、非常に困難なのかなと思ってるところでござ

いますので、やはり27年度からの新たな支援制度に向けて、やはり国が挙げたことについて、やはり国は責任

を持って財源を充てていただけないと、地方のほうもそれに合わせた計画がなかなかつくれないのかなという

ところを危惧してるところでございます。 

  以上です。 

○３番（尾崎利一君） 今、子ども・子育て新システムのお話ありましたけれども、私はこれ、私が今まで質問

してきた子供の命と安全を最優先に、規制を緩めるべきではないというふうに言ってきたわけですが、この新

システムにおいては、やはり規制が緩和をされて、安上がりに子育てを進めよう、子供の命と安全が犠牲にさ

れる可能性があるというふうに考えています。東大和市としても、子ども・子育て会議なども設置をして、ど

う進めていくのかということになるわけですが、この点では先ほど来、明らかにされている子供の命と安全、
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最優先にするという観点から、今後この問題に取り組んでいただくよう再度求めておきます。 

  次に、２番目の②のところに移ります。②のところでは、今回は不審者など外部の脅威から子供を守る対策

について伺います。 

  保育園、幼稚園、学童保育というふうに挙げましたけれども、これらの施設において、この点での研修や訓

練、市などからの指導の状況について伺います。 

○保育課長（関田孝志君） 保育園については、不審者に対応したマニュアルを作成してございます。これで年

に１回程度は訓練を実施しているということで、この辺の安全のほうは確保されてるのかなと。また研修会に

つきましては、平成25年の11月14日に東大和警察の協力を得まして実施したところであります。参加者につい

ては、保育園、幼稚園、また学童保育所の職員を初め118名の参加で実施してきたところでございます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 認可保育園についてですけれども、オートロックの設置、それからその運用はどうなっ

てるのか伺います。 

○保育課長（関田孝志君） 認可保育園の園舎の形態や送迎時の出入り口、この状況によって各園、異なるとこ

ろでございますが、オートロックの設置につきましては、保育園15園中13園で設置しておるところでございま

す。運用につきましては、送迎時の混雑時を除き、基本的施錠というような状況でございます。また未設置園

につきましては、出入り口の施錠を行うとともに、ドア越しやインターホンなどによる人物確認などを行って

おります。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） １月に狭山保育園に伺ったときには、保育士が若干尐なくなる時間帯、５時以降でした

かね─に施錠してオートロックというふうにするというふうに、その時点では伺いました。現状は、先ほ

どのお話ですと、混雑時を除いて施錠しているということのようですが、これは対応がもし変わっているので

あれば、どういう理由でいつごろから変わったのか伺います。 

○子ども生活部副参事（井上誠二君） 狭山保育園の現状でございますが、議員のおっしゃるとおり、これまで

早番、遅番の時間帯及び土曜日の職員の尐ない時間帯に施錠を行っておりましたが、先月の20日の单街での傷

害事件以来、登降園の繁忙時を除き、常時オートロックを実施しているところでございます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） これは当面の措置なんでしょうか。恒久的にそういうふうにしていこうということなん

でしょうか。 

○子ども生活部副参事（井上誠二君） 今後におきましても、子供たちの安全第一を確保に、オートロックによ

る施錠を実施していく予定でございます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 今認可保育園について伺いましたが、幼稚園についてはどうでしょうか。 

○保育課長（関田孝志君） 幼稚園につきましては、３園中１園がオートロックを設置しているという状況でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 狭山保育園は、市の市立の保育園ですけれども、ほかは民間の園、それから幼稚園もそ

ういうことになるわけで、設置基準を満たしていればいいということにもなるわけですけれども、やはり子供
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の安全を図るという観点から必要な要請、指導を行っていくべきだと思いますけれども、この点についていか

がでしょうか。 

○保育課長（関田孝志君） 幼稚園につきましては、防犯カメラの設置、出入り口等が事務所から見渡せる、常

時監視できるなど、園に合った形の対応を実施しているところでございます。園舎の形態もさまざまであると

いうことで一概には言えませんが、不審者や要件のない方の園内への立ち入りができないというような方策を

徹底していただきたいというお願いは、引き続きしていきたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（尾崎信夫君） ここで午後１時半まで休憩いたします。 

午前１１時５６分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 １時３０分 開議 

○議長（尾崎信夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○３番（尾崎利一君） それでは、引き続き質問を行います。午前中に引き続き、午後もぜひいい答弁をしてい

ただくようお願いして、午後の質問を行います。 

  学童クラブについて伺います。 

  いただいた資料で、昼寝及び午後５時以降は施錠というふうになっていますが、これはどういう理由でこう

なっているのか。施錠しているのは門の鍵なのか、建物の鍵なのか、そしてこの措置はいつからとられている

のか伺います。 

○青少年課長（中村 修君） 学童クラブの昼寝及び５時以降の施錠につきましては、子供の安全を守るために

建物の鍵をかけるように指導しております。また措置につきましては、平成13年の６月にありました大阪の池

田小学校事件の以降と認識しております。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 今答弁で指導しているということでしたが、私が保護者の方から伺っている実態とは食

い違っているという認識を、私は持っています。私が今回、学童保育所のことだけ資料を要求したのには理由

があります。第１に、学童クラブは市の施設であり、市に直接の責任と権限があることです。市長の判断で決

められるという問題だということです。そして第２には、学童クラブ、特に卖独館は学校や保育園と比べても

人員体制が手薄で、危機管理という点では大きな弱点を持っているというふうに考えられるからです。私は、

市もその認識があるんだと思います。資料要求して出てきた資料も、開館時間を４つの時間帯に分けておきな

がら、一括で原則複数対応、こういうふうに書かざるを得ないというのは、そういうことだというふうに私は

理解しているわけですが、この点、現状認識を伺います。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 建物、扉の施錠につきましては指導してるということでございますので、そ

れについては徹底していきたいなというふうに考えております。 

  資料で提出いたしました状況でございますけれども、やはりどの時間帯に、どこの学童が、学童クラブにお

いては何人体制というところは、やはり防犯上の関係もございますので、ああいうふうに書かざるを得なかっ

たというところでは御理解をお願いしたいと思っております。 

  ただ、尾崎利一議員がおっしゃったように、やはり子供の人数が尐ないところには職員配置が尐ないという

ところは、現状では認識してるところでございます。27年度に向かって、新たな基準では常に複数体制という
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ことが、どうやら原則づけられそうでございますので、その場合には基準以上の配置はしなければならないと

いうふうには認識してるところでございます。 

  以上です。 

○３番（尾崎利一君） 私が伺ってるのは、学校や保育園等と比べても人員体制が手薄で、危機管理という点で

大きな弱点を持ってるんじゃないかという点についての認識なんです。その認識がどうなのか。そして、私は

この資料で、今答弁もありましたけれども、原則複数対応となってますが、常時複数対応にこれは直ちにして

いくということを進める必要があると思いますが、この２点について見解を伺います。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 学童保育につきまして、国のほうも今までは、今もガイドラインというよう

なものしかない。ガイドラインですから、下、筋道ですよね、それしかないというところで、やはり認可保育

園なんかに比べれば、基準等もやはり甘いものというのは認識してるところでございます。その中におきまし

て、当市でも人数体制は、45人までは２人体制をつくるよというようなところは、基準をつくってるところで

ございますので、その辺につきましては、その中で果たしていいのかというところは、27年度からの今後変わ

るであろう基準を見ても、やはり保育所並みに必ず複数体制でなければならないというところが制度化されて

いくんではないかなと思っております。それから指導員の資格につきましても、ここでやっと基準ができるよ

うなところで、２分の１以上は資格を持った者でなければならないというようなところで、非常に後手だって

いうところは認識してるところでございます。 

  それから複数対応につきましては、来年度からですね、４月からですが、土曜日の午前中も通常の夏休み期

間と同じように、８時半開所を８時にするというところで予算もとったところでございますから、計上を予定

しておるところでございますので、その予算の範囲内で、フリーの指導員もおりますので、やはりフリーの指

導員もなるべくそこに充てるような形で、複数体制とれるような職員体制を組みたいというふうには考えてい

るところでございます。 

  以上です。 

○３番（尾崎利一君） 次に、今人員の問題を言いました。それから、次にオートロックですけれども、狭山保

育園のオートロックは平成21年に設置されたと、費用は48万円だったということで、他の議員への答弁もあり

ました。狭山保育園でオートロックを設置した理由をお聞かせください。 

○子ども生活部副参事（井上誠二君） オートロックの設置の理由でございますが、狭山保育園につきましては

就学前の施設でございます。有事の際の避難など、園児みずからの行動ができない状況でございます。また保

育士も、常時出入り口の監視ができない状況でございますので、私立保育園で実施しておりました不審者の侵

入を防止するためのオートロックの設置に至ったわけでございます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 市立の狭山保育園はオートロックを設置して、学童保育のほう、私はせめて卖独館とい

うふうに考えるわけですが、ここには設置しなかった、その理由は何でしょうか。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 今、狭山保育園のほうで設置したような理由をお答えいたしましたけれども、

やはり保育園と比較して優先度が低いというふうには考えたと思います。やはり保育園につきましては、先ほ

ども園長のほうでお答えしましたが、乳幼児がいる、職員が現場から離れられない、それから入り口までは非

常に遠いところもあると。例えば狭山保育園ですと、２階もありますし、玄関まではなかなか遠いというよう

なところもあるというところでございます。今学童保育所のほうは、やはり卖独館、５クラブございますけれ
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ども、いずれも玄関、入り口ですね、建物の入り口からは本当、中も見えるというようなところでございます

ので、職員も現場に常に、常に子供に目を見張るのは、見張らなければならないんですけど、同じ建物の中で、

ほとんどのクラブで見渡せるようなところに職員がいることはできるかと思いますので、オートロックがなく

ても、やはり開錠の合図があれば、そこに飛んでいけるというふうには考えているところでございます。そん

なところもございまして、学童保育所のほうにはつけなかったというんではなかろうかと思っております。 

  以上です。 

○３番（尾崎利一君） 学童保育のほうが優先度が低かったということで、今るる御説明いただきましたが、市

民の納得が得られる理由だったというふうには私は思えませんし、現在に立ってどう判断するのかということ

を伺いたいと思うんですが、私は卖独館について、尐なくとも建物本体のオートロックをする必要があるんで

はないかと。同じ建物の内部で配線をするということになれば、狭山保育園で門扉、オートロックをやってい

ますけれども、これよりも安くできるのではないかというふうに考えます。桜が丘学童クラブの利用者の方々

からも要望が出されているようですけれども、特にあそこはマンションと、それから総合福祉センターが建設

されれば、そのはざまで周囲から見えにくくなるということで、大変危険を感じているというふうに伺ってい

ます。尐なくとも現状に立って、つまりどういう現状かといえば、原則複数対応から常時複数対応に直ちにす

るという答弁もできないという現状の上に立って、尐なくとも卖独館についてはオートロックを設置するよう

求めますが、いかがでしょうか。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） オートロックより、やはりチャイムがあればいいのかなというふうに思って

おります。やはり玄関で、玄関の向こう側とこちら側で、チャイムで呼んでいただければそこでお話もできま

すので、桜が丘クラブにもインターホン、設置したところでございますけれども、インターホンがあればいい

のかなというふうに思っているところでございます。 

  以上です。 

○３番（尾崎利一君） 私、桜が丘学童クラブ、見てきましたけど、あれはインターホンじゃなくてチャイムじ

ゃないかと思うんですね。ただ押して音が出るというだけの設備だと思います。 

  最近、桜が丘クラブのあたりに不審者らしき人ですかね、不審者というのはみんならしき人ですけれども

─がいて、外遊びしていた子供を中に入れたことがあるというふうに聞いてますけれども、市のほうでは

これは聞いてますでしょうか。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 失礼しました。ただいま私のほうで、桜が丘クラブのほうはインターホンで

はなくてチャイムでございます。訂正さしてください。 

  以上です。 

○青少年課長（中村 修君） 先日、やはりそういうことがありましたことは知っております。桜が丘クラブか

ら連絡をいただきまして、すぐに青尐年課の職員、まあ私なんですけれども、私が現場に行きまして、近隣を

パトロールいたしました。また防災安全課に情報の提供を行いまして、青パトにも桜が丘地区の巡回を行って

いただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 市長に伺います。私はこの項で、一貫して子供の命と安全を最優先に取り組みを進める

ということで、認可保育所の建設の問題や学童保育の常時複数対応、そして卖独館へのオートロックの設置等

について質問してきたわけですが、狭山保育園でオートロックを実施したという経過から考えても、この学童
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保育の卖独館で常時複数対応やオートロック設置をそのまませずに置いておくということは、私はあり得ない

んではないかと。直ちに検討して実施すべきではないかというふうに考えるわけですが、市長の見解を伺いま

す。 

○副市長（小島昇公君） 先ほど来、部長のほうからも答弁をさせていただいております。保育園と学童との通

っていられるお子さんの年齢の違いとか、条件に違いが若干ございます。そういった中で、何が一番適切なの

かというのを引き続き検討していきたいと思います。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 私は、この学童保育については、冒頭言いましたけれども、やはり学校や保育園と比べ

ても人員体制が手薄だということがあって、やはり体制や設備的にもきちっと強化をする必要があるというふ

うに考えていますので、今検討するということですので、ぜひ早期に検討し、実施をするよう求めます。 

  ③のほうに移ります。 

  学童保育、これは児童福祉法で位置づけられたのも非常に遅くて、今回は人員とオートロックのことで伺い

ましたが、保育園に比べても行政の対応がおくれている分野だと思います。どのような点を今後強化すべきと

考えるのか、市の認識を伺います。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） 現状では、先ほどもお答えいたしましたけども、国のガイドラインというも

のを一つの目安として運営しておりますけれども、平成27年度からは、やはり従わなければならない基準とい

うものも示されてくると思います。それに沿った設備並びに人員体制、それから開所時間等も、そちらに合わ

していかなければならないのかなというところでございます。27年度、もうすぐですので、来年度、再来年度

になりますか─に向けまして、当市、予算上だけではなくて、人員も確保しなければいけないものにつき

まして、早急に手当をしなければならないと思ってるところでございます。 

  もう一点は、待機児童対策というのもあわせて行わなければならないということは認識しておるところでご

ざいますので、これにつきましても引き続きランドセル来館の活用、それから充実等ということも、今後は強

化をしていかなければならないかなというふうに認識してるところでございます。 

  以上です。 

○３番（尾崎利一君） 今回、土曜日の開始時間を繰り上げましたが、夜７時までにしてほしいという保護者の

方々の大きな願いもあります。この点ではいかがでしょうか。 

○子ども生活部長（榎本 豊君） この４月、来年度から土曜日も常に開所時間30分繰り上げるということは、

この間、御承認いただいたところでございます。予算上のこともございまして、来年度、閉所も同時に延長す

るということはなかなか難しいのかなというところでございます。課題でございますけども、延長保育って言

われているものだと思いますけれども、それを行うにも、やはり人員の確保、ローテーションだけではきっと

できないと思いますので、それから保育料につきましても、通常、他市でやっている場合にも負担増をいただ

いているようですので、そこの部分につきましても考えなければならないのかなというふうに思っております

ので、そちらを実施する場合には、課題を検討して解決しなければ実施できないのかなというふうに思ってい

るところでございます。 

  以上です。 

○３番（尾崎利一君） 今の答弁で、こういう課題があるから実施できないということなのか、こういう課題を

何とかクリアしながら実施していきたいという方向での検討なのか伺います。 
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○子ども生活部長（榎本 豊君） 先ほどもお答えしましたけども、27年度から新たな制度が始まりますので、

非常にやらなければならないことがいっぱい出てきそうなふうには認識しております。その中で、できる限り

のことはやっていかなければならないのかなというところは認識してるところでございます。 

  以上です。 

○３番（尾崎利一君） 学童クラブについては、働く方々も、身分の保証という問題も私はあると思ってるんで

すけども、そういうことも含めてさまざまな課題があるというふうに考えてます。対象が今後６年生まで拡大

されるということも答弁にありましたけれども、子供の最善の利益を図るという視点から事業の前進を図って

いただくように要望します。 

  ３番の介護保険の問題に移ります。 

  この医療・介護総合推進法案ですけれども、要支援の方々の訪問介護、そして通所介護が介護予防給付から

外され、自治体の総合事業に回されるという問題ですけれども、東大和市内で要支援１及び２の認定を受けて

いる方はそれぞれ何人いるのか。また介護予防訪問介護と同通所介護の給付を受けている人数、給付額を教え

てください。 

○福祉部参事（広沢光政君） 市のほうで把握しております直近の実績ということで、昨年12月、サービス利用

分ということでお答えさしていただきます。 

  認定の関係でございますが、要支援１の認定を受けてる方は470人、要支援２の認定を受けている方は462人、

合計で932人でございます。 

  また介護予防訪問介護と同通所介護を利用されている方、こちらは合計で444人でございます。給付額のほ

うでございますが、介護予防訪問介護のほうが445万7,609円、それから介護予防通所介護のほうが915万8,796

円、合計いたしまして1,361万6,405円となってございます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 要支援１の方、それから要支援２の方の給付限度額はそれぞれ幾らでしょうか。 

○福祉部参事（広沢光政君） 介護保険の給付限度額、こちらについては厚生労働省令で１カ月当たり、要支援

１の場合は4,970卖位、それから２の場合は１万400卖位と定められてございます。金額に換算しますと、サー

ビスの種類ですとか地域によって異なりますけれども、地域区分等は勘案せずに、基本となります１卖位10円

で積算いたしますと、卖位数がそのままきまして、要支援１が4,970円、それから要支援２が１万400円となり

ます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 厚生労働省は、この訪問介護と通所介護を市町村の総合事業に移した場合、給付限度額

を要支援１以下に切り下げるというふうにしています。この方々の給付は、切り下げられるということになる

のではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○福祉部参事（広沢光政君） 大変申しわけないんですが、総合事業へ移行した場合の支給限度額の関係でござ

いますが、現時点で私どものほうでは、そのような情報といいますか、話、それを把握、確認はできていない

状況でございます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） この総合支援法に向けて、社会保障審議会の介護保険部会でずっと会合が持たれてきて

るわけですが、この第52回の部会、昨年11月14日に行われてますけれども、この資料で、「総合事業へのサー
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ビス移行の推進等による費用の効率化（イメージ）」という資料があります。これでいくと、この要支援１、

要支援２の介護予防の事業が、年間の自然増がこのままいけば年間５％から６％程度まで伸びると予測される

と。この伸び率を後期高齢者の伸び率である３、４％程度に抑えることを目安とするというふうに言ってるん

です。ですから当然このイメージで考えれば、５、６％から３、４％に切り下げられるということになります

し、この同じ資料で総合事業の事業費の上限について、見直しの考え方という中では、こう書いてあるんです

ね。具体的には当該市町村の予防給付から移行する訪問介護・通所介護と予防事業（総合事業）の合計額を基

本にしつつ、当該市町村の後期高齢者の伸び等を勘案して設定した額とする方向で検討と。非常にわかりにく

いんですけども、卖に合計していくと年間５、６％伸びていく。当該市町村の後期高齢者の伸び等を勘案とい

うことは、これは三、四％ということですから、ここを勘案して、ここへ押さえ込むように限度額を決めてい

くということになるわけです。そうなれば、やはりここは切り捨てになっていくというふうに考えられるわけ

ですが、いかがでしょうか。 

○福祉部参事（広沢光政君） 今御質問者のほうからもお話しありましたとおり、国のほうの社会保障審議会介

護保険部会でも多くの議論がされてきているということでございますけども、その中で今おっしゃるとおり、

イメージ図でございますが、私も拝見しました。予防給付費の伸びが、確かに後期高齢者の伸びの１、２とい

うことで明記されてございます。ただ、こちらにつきましては、サービス提供を減らすということではなくて、

住民主体の地域づくりの推進ですとか、さまざまな創意工夫によりまして、より効率的にサービスを行うこと

によって、総費用額の伸びを低減するということで、達成すべき目標として提示されているものであるという

ふうに認識をしているところでございます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） どうやってその三、四％に抑えるかということですよね。それについてもいろいろ書か

れてまして、この訪問介護や通所介護を総合事業に統合した場合に、既存の介護事業所のほかにＮＰＯや民間

事業者、ボランティアの活用が言われています。既存の介護事業者による専門的なサービスも受けられるかの

ように言ってますけども、この資料の中では、効率的な事業の実施についてというところで、既存の介護事業

者を活用する場合でも柔軟な人員配置により効率的な卖価で事業を実施、こう書いてあるんです。どういうこ

とかっていえば、既存の介護事業者でも総合事業に携わるのは資格を持った専門職でなくてもいいんだという

ことを言ってるわけです。介護予防事業というのは、要介護者になる人を減らしていこう、要支援のうちに専

門的ケアを施して、要介護に移行する人を減らすという名目で進めてきた介護事業だと思います。この事業、

資格のない、いわば素人に明け渡していくということになれば、この目的そのものが達せられなくなるという

ことになるんではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○福祉部参事（広沢光政君） 同じく社会保障審議会の介護保険部会の資料、これ介護保険制度の見直しに関す

る意見というものでございますが、それによりますと市町村が事業者へ委託する方法に加えまして、あらかじ

め事業者を認定等により特定し、当該市町村の一定のルールのもと、事業者が事業を実施した場合、事後的に

費用の支払いを行う枠組みを検討するというふうにされているところでございます。また同じ意見書の中で、

市町村の円滑な事業運営が進むように、国と都道府県は市町村を支援すべく、ガイドラインにサービスの質を

一定程度担保できるような内容を盛り込むべきであると明記されてございます。ということで、全てが無資格

でよいということではなくて、サービス内容によりましては、必要な資格が異なってくるんではないかという

ふうに考えているところでございます。 



－290－ 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） サービスを維持しようとすれば、負担がふえるということにならざるを得ないというふ

うに私は考えています。全体として、給付に対する公的負担を減らそうということです。５、６％から３、

４％にするわけですから。当然総合事業において必要なサービスを受けようとすれば、これまで以上に負担が

重くなるということになる。これはやはり資料の中で、このことが示されています。全体として給付が削減さ

れる。足りないサービスをどう賄うのか、こう書いてあるわけです。付加的なサービスやインフォーマルなサ

ービスを組み合わせた多様なサービス内容の事業を実施、そして費用については、多様なサービス内容に応じ

た利用者負担を設定、さらに利用料の下限については１割を下回らないようにするということですから、必要

なサービスを受けるために２割、３割もしくは実額という負担も、これはあり得るんだということが書いてあ

る。ですから、この総合事業に移行すれば、サービス給付の切り下げか負担増か、もしくはその両方が利用者

を襲うということになる。そういうことではありませんか。 

○福祉部参事（広沢光政君） 今回の制度改正のところの今の部分についてなんですが、国のほうでは従来、介

護予防の手法が、心身機能を改善することを目的とした機能回復訓練に偏りがちであった等の理由で、また介

護予防の提供者のほうも、活動や参加に焦点を当ててこなかったのではないかというような問題点を挙げてお

りまして、今回の改正におきましては、地域資源を活用して従来の介護予防事業では行わなかった地域に合っ

たサービス提供により、今言ったような問題点の解決を図ることを可能とするものであって、サービス給付の

切り下げを目的とするものではないというふうに説明をしております。 

  また利用者の負担費用についてでございますが、柔軟な人員配置等により、効率的な卖価で事業実施とされ

ているところでございまして、効率化により費用を抑えて、サービス提供が可能になるのではないかというふ

うに認識してございます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 今御説明ありましたけれども、まあ国がこう説明してるよということでの御説明だと思

います。参事も説明しながら、きっとこれは絵に描いた餅にならないのかなって、こう重い不安を持ちながら

答弁されているんではないかというふうに思いますけれども、要するに自然増、５、６％のものを３、４％に

引き下げる、公費負担をですね。そうすると、利用者が払うのか、それとも事業所が泣くのか、サービス業が

引き下がるのか、この３つの選択肢以外、ちょっと私の頭では考えられないという大枠があるわけです。今柔

軟な体制をとることによって、安価に必要なサービスを受けられるということですが、これ事業者にとってみ

るとどうなるのかということもあるわけです。この総合事業を担うのは、東大和市ではなくて既存の介護事業

所を含めた民間事業者であり、ＮＰＯであり、ボランティアということになります。そのような事業者がいな

ければ、この法案は絵に描いた餅、要支援認定された方々に対するまともなサービスが提供されないというこ

とだってあり得ると。この点、この担い手ですね、この点について市の見解、見通しなどありましたら伺いま

す。 

○福祉部長（吉沢寿子君） 今回示されております介護保険法の改正の案の中では、ただいま福祉部参事のほう

から御説明させていただきましたとおり、要支援の方のサービスが地域支援事業のほうに移行する。総合事業

というような形になりまして、今議員がおっしゃられたように、さらに介護事業所以外のＮＰＯやボランティ

アなども活用するということにされております。当市におきましては、既に地域の人、地域の高齢者の方々が

参画していただいて、頑張ってやっていただいているよい事例といたしましては、介護予防リーダーによる体
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操グループが非常に市内に多くできてきたことや、社会福祉協議会の見守り、声かけから派生したボランティ

アの皆様によるサロン活動もふえてきている。また、ボランティアの方々によるミニデイサービスなども市内

のほうにある。こういった地域の住民の方々の力をさらに発掘して、つなげて大きな力にどのようにしていく

かということが、やはりこれから求められているのかなというふうに思っております。また既存の要支援では

ない、やや虚弱な高齢者の方を受け入れている生きがいデイサービスなどの再構築といったものも、やはり考

えていかなきゃいけないかなというふうには思っております。また、地域で定年退職後を迎えた男性の高齢者

の方が、より地域でふえていくわけでございますので、そういった方たちが孤立することなく、地域で居場所

がつくれるような形で、そういった意欲のある高齢者の方々を支えとして育成をしていくような方策も、今後、

私ども市には求められているのかなというふうには考えております。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 別の議員が、この介護事業者の地域区分でしたっけ─の問題も取り上げましたけれ

ども、介護保険が始まって長い年月がたつわけですが、多くの事業者の方々が、年を経れば経るほど、かけた

階段を行政によって外されていくという思いをしていると私は思うんですね。私も一時、福祉用具のことを取

り扱ってやってる期間がありましたけれども、福祉用具事業者なども介護保険の改正に伴って大きな打撃を受

けた事業者もたくさんありました。今度の給付を、やはり減らしていくという方向ですから、これ事業者の

方々が、本当にさらに柔軟で弾力的な対応を求められてやっていけるのかという問題も指摘せざるを得ないと

いうふうに考えています。 

  今回、主に要支援の方々に対する介護予防事業の切り捨てを取り上げましたが、ほかにも特別養護老人ホー

ムの新規入所者について、要介護３以上にするという改悪もあります。要介護度別に、現在の入所者の内訳を

教えてください。また待機者について、要介護度別に内訳がわかれば教えてください。 

○福祉部参事（広沢光政君） 東大和市の被保険者で、市内４施設、市外２施設の特別養護老人ホームに入所さ

れている方の内訳ということで、昨年10月の実績でお答えさしていただきます。要介護１の方が８人、要介護

２の方が29人、要介護３の方が59人、要介護４の方が89人、それから要介護５の方が67人、合計で252名とい

うふうになってございます。 

  それから待機者の状況でございますが、同じく25年の10月の状況でございますが、236名の方が待機者とな

ってございます。こちらのうち要介護１、２に該当する方、70名という数字になってございます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） この点でも大変大きな影響があるというふうに考えますし、特別養護老人ホームの立場

で考えると、介護度が重い方を受け入れたほうが、施設は収入としては入るわけですけれども、人員が回らな

いという実態もあるというふうに聞いています。全部重度の方だけを入所させるとですね。ですから、今度の

改悪がそういう実態との関係でもどうなのかという問題もあるというふうに思います。 

  それから、次に、これは利用料を２倍にするという問題です。卖身の場合は、年金収入280万円以上、夫婦

の場合で359万円以上などの場合は、利用料を現在の２倍の２割に引き上げるという改悪もあります。65歳以

上の５人に１人が、これに該当するというふうに言われていますが、これに該当する人がどれぐらいいて、影

響額がどれぐらいになるのか、わかれば教えてください。 

○福祉部参事（広沢光政君） その前に、大変恐縮なんですが、先ほどの介護保険の給付限度額のところで、卖

位数と金額、お答えいたしましたが、ちょっとこちらの10円を掛けているにもかかわらず、私のほうで
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「4,970円」と「１万400円」とお答えしてしまいました。正しくは「４万9,700円」と「10万4,000円」の間違

いでございます。 

  その上で、ただいまの御質問でございますが、市のほうで把握しております直近の実績、昨年、12月利用分

となりますけども、こちらの利用者が、2,385人の方がサービスを利用しております。このうち333人の方が該

当すると推計しております。また影響額についてでございますが、増加するこれらの方々の自己負担割合、１

割分を計算いたしますと421万8,262円と推計してございます。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） 貯金が1,000万円以上あると補足給付、施設入所者への食費、居住費の補助がなくなる

という改悪もあります。これについて市民に対する影響がわかれば教えてください。 

○福祉部参事（広沢光政君） こちらにつきましては、預金残高等の調査ができないということで、正確な数字、

把握はできませんが、現在の対象者の状況といたしましては、補足給付の認定を受けている方が697名ござい

ます。うち対象となるサービス、補足給付をされている方、受けている方は、昨年12月の実績で461人となっ

ております。 

  以上でございます。 

○３番（尾崎利一君） るる、これまで質問させていただきましたが、この推進法案、大変重大な改悪です。全

国市長会や東京都市長会なども国や東京都に対して要望しているようですが、東大和市としても市民や市内事

業者の利益を守る立場から、人間の尊厳を守る立場から必要な発言、行動をしていくよう要求しまして、私の

一般質問を終わります。 

○議長（尾崎信夫君） 以上で、尾崎利一議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 実 川 圭 子 君 

○議長（尾崎信夫君） 次に、４番、実川圭子議員を指名いたします。 

〔４ 番 実川圭子君 登壇〕 

○４番（実川圭子君） 議席番号４番、実川圭子です。通告に従い、一般質問を行います。 

  １点目は、スクールソーシャルワーカーについてです。 

  これまで当市では、小中学生の学力向上のための取り組みをさまざま行ってきています。また１月28日に中

央公民館で行われた小中一貫教育推進３委員会発表会においても、先生方の創意工夫がなされていて、御努力

がうかがわれます。その発表会の中で、学力向上のためとして家庭教育の充実をテーマにされていました。ま

た、それに先立ち、昨年秋には教育委員会作成の「家庭学習の手引き」も小中学生全世帯の御家庭に配られま

した。しかし、御家庭によってはさまざまな事情を抱えている場合があります。大変な事情を抱えていても、

お子さんのためにはしっかり時間をつくれる方もいらっしゃいます。逆にお子さんをひどくけなしたり、極端

に放任だったり、接し方がわからなかったり、残念ながら虐待に至る御家庭もあります。こういった御家庭に

は家庭の教育力を求めることは難しく、ますます差がついてしまいます。そういったお子さんには、誰かが目

をかけて見守る必要があります。 

  私は、学力向上のためには学習に取り組める落ちついた環境や集中できる力がまず大切だと考えます。学校

でも落ちつきがなく、授業の進行を妨げてしまったり、あるいはいじめや不登校など、児童・生徒の抱える問

題はさまざまですが、それは子供自身の問題だけではなく、子供が置かれている環境にも大きな影響を受けて
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います。そういった児童・生徒への対応は、学校だけで対応するのではなく、関係機関と連携を持って進めて

こられたと思いますが、先生方の負担も大きいと考えます。そこで、全国的にも導入が進められている専門職

であるスクールソーシャルワーカーを活用し、これらの問題に対応していくべきと考えます。私は、今の東大

和市の教育には最も必要な役職だと考えます。ぜひ、当市でもスクールソーシャルワーカーの導入を進めていただ

きたいところであり、そのために３点伺います。 

  ①スクールカウンセラーの実績とスクールソーシャルワーカーの役割について。 

  ②スクールソーシャルワーカー活用事業について。 

  ③スクールソーシャルワーカーの導入について、当市の状況をお伺いします。 

  ２点目に、介護保険制度に向けてです。 

  介護保険制度は、2000年に導入されてから３年ごとに見直しを行いながら進められ、現在、第５期の２年目

となっています。残り約１年で第６期が始まります。この第６期に向けての見直しは、大きな改定になるとい

うことで、介護保険に携わる事業者の方々の関心も非常に高くなっています。そこで、これまでの取り組みと

今後の改定に向けてお尋ねしていきたいと思います。 

  ①第５期介護保険事業計画の取り組み状況について伺います。 

  ア、５つの重点施策について。 

  イ、日常生活圏域ニーズ調査について。このニーズ調査については、見直しに向けての市民アンケートをと

られたと思いますが、その結果について伺います。 

  次に、第６期に向けての計画をお伺いします。特に計画の基本となる地域包括ケアシステムについて、当市

の実情に合わせてどのようにしていくのか伺います。 

  具体的には、②地域包括ケアシステムの構築に向けて。 

  ア、地域支援事業（生活支援・介護予防）について。 

  イ、介護サービスについて。 

  ウ、医療との連携。 

  エ、高齢者ほっと支援センターの役割。 

  ③として、第６期介護保険事業計画策定に向けてのタイムスケジュールを伺います。 

  以上でこの場での質問は終わりにさせていただきます。再質問については自席にて行います。よろしくお願

いいたします。 

〔４ 番 実川圭子君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、スクールカウンセラーの実績とスクールソーシャルワーカーの役割についてで

ありますが、当市におきましては児童・生徒の心の問題に対応するために、東京都及び市のスクールカウンセ

ラーを配置し、不登校を初めとする児童・生徒の問題行動の未然防止、早期発見、早期対応等に成果を上げて

おります。こうした生活指導上の課題を解決する方策の一つが、スクールソーシャルワーカーの活用でござい

ます。詳細につきましては、教育委員会から説明をお願いします。 

  次に、スクールソーシャルワーカー活用事業についてでありますが、国におきましては平成20年度調査研究

事業としてスクールソーシャルワーカー活用事業が展開され、平成21年度からは補助事業として実施されてお

ります。東京都におきましては、国の補助事業を受け、東京都スクールソーシャルワーカー活用事業を実施し
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ております。詳細につきましては、教育委員会から説明をお願いします。 

  次に、スクールソーシャルワーカーの導入についてでありますが、児童・生徒が置かれた環境に働きかけた

り、関係機関等とのネットワークを活用したりするなど、多様な方法を用いることができるスクールソーシャ

ルワーカーの導入については、今後の検討課題であると考えております。詳細につきましては、教育委員会か

らお願いいたします。 

  次に、第５期介護保険事業計画における５つの重点施策についてでありますが、５つの重点施策のうち、１

つ目の地域包括ケア実現に向けた介護保険サービスの充実につきましては、都有地活用により地域密着型介護

老人福祉施設の公募を行いましたが、整備には至りませんでした。また夜間対応型訪問介護につきましては、

現在、立川市の事業者を指定し、市民の利用に供しております。２つ目の高齢者の住まい施策の推進につきま

しては、サービスつき高齢者住宅向け住宅の建設の相談がありましたが、実際の設置には至りませんでした。

３つ目の認知症支援策の構築につきましては、北多摩西部保健医療圏域を担当する認知症疾患医療センターと

の連携を図るとともに、講演会などの場でセンターの相談機能を紹介するなど普及啓発に努めております。４

つ目の東大和市高齢者ほっと支援センターの周知と機能強化につきましては、市内２カ所の高齢者ほっと支援

センターを３カ所に増設し、相談機能の充実を図っております。５つ目の地域のネットワークづくりの促進に

つきましては、「高齢者見守りネットワーク～大きな和～」の拡大を図り、現在57の事業所に御協力をいただ

いているところであります。 

  次に、日常生活圏域ニーズ調査についてでありますが、平成25年12月に第６期介護保険事業計画策定に向け

たアンケート調査を実施したところであります。総数で5,128名の方に調査票を送付し、回収率は全体で

65.3％となっております。 

  次に、地域包括ケアシステムにおける地域支援事業についてでありますが、介護保険法の改正法案では、現

在実施している介護予防事業や地域包括支援センターの運営などに加えて、新たに要支援認定を受けている方

に対する訪問看護及び通所看護サービスが、地域支援事業へと移行するとされております。 

  次に、地域包括ケアシステムにおける介護サービスについてでありますが、介護保険法の改正法案では、施

設サービスにつきましては、原則、特別養護老人ホームの入所対象者が要介護３以上とされております。また

通所サービスにつきましては、要支援者のサービスが地域支援事業に移行し、介護事業所によるサービスに加

え、民間企業、住民ボランティア、協同組合等により多様なサービスが提供されることとされております。 

  次に、地域包括ケアシステムにおける医療との連携についてでありますが、介護の必要な高齢者が地域で安

心して暮らせる体制を整備するためには、医療と介護の連携が重要となります。また認知症の支援におきまし

ても、医療との連携は欠かせないものと考えております。今後これらの連携に向けて、さまざまな課題に対し

検討を進めるとともに、東大和市医師会、東大和市歯科医師会等と調整を図ってまいりたいと考えております。 

  次に、地域包括ケアシステムにおける高齢者ほっと支援センターの役割についてでありますが、高齢者ほっ

と支援センターにつきましては、地域包括ケアシステムにおける中核的な役割を果たす機関として期待されて

いることから、現状の課題や今後求められるニーズを勘案しながら、さらに機能強化を図っていくことが必要

であると考えております。 

  次に、第６期介護保険事業計画策定に向けてのタイムスケジュールについてでありますが、平成27年度から

29年度の３年間を計画期間とする第６期介護保険事業計画策定に向けて、介護保険の被保険者を対象として日

常生活圏域ニーズ調査を実施し、現在集計中であります。今後はこの調査結果を踏まえ、制度改正の内容及び
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国や東京都の動向に十分留意し、平成26年度中に第６期介護保険事業計画の策定を進めてまいります。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○教育長（真如昌美君） 初めに、スクールカウンセラーの実績とスクールソーシャルワーカーの役割について

でありますが、平成24年度、スクールカウンセラーの相談件数の合計は9,907件でございました。内訳は、児

童・生徒の相談が5,080件、保護者の相談が816件、教職員の相談が3,831件、関係機関が180件となっておりま

す。また平成25年度は、12月で１万1,324件であり、スクールカウンセラーの役割の重要性が高まってきてお

ります。スクールカウンセラーが臨床心理士と心の専門家であるのに対しまして、スクールソーシャルワーカ

ーは児童・生徒が置かれているさまざまな環境に着目して働きかけることができる存在であります。また、学

校内あるいは学校の枠を超えて、広く関係機関等との連携を密にする中で、課題の解決を図るコーディネータ

ー的な役割を持っております。 

  次に、スクールソーシャルワーカーの活用事業についてでありますが、事業の目的は小中学校におけるいじ

め、不登校、暴力行為、児童虐待など、生活指導上の課題に対応するため、教育分野に関する知識に加え、社

会福祉等の専門的な知識、技術を持つ人材を活用し、教育相談体制の充実、整備を図ることでございます。ス

クールソーシャルワーカー及びスクールソーシャルワーカーに指導助言するスーパーバイザーの配置に関する

経費の２分の１を、東京都が補助金として交付する事業であります。平成25年度からは、国のいじめ対策等総

合推進事業にも位置づけられております。 

  次に、スクールソーシャルワーカーの導入についてでありますが、教育委員会といたしましては、平成26年

度から取り組みを進める東大和市学校教育振興基本計画において、スクールソーシャルワーカーの配置の検討

を目標として位置づけております。今後、先進的な取り組みを行っている近隣市の状況を検証しつつ、東京都

のスクールソーシャルワーカーの活用事業についても研究してまいります。また実施計画に位置づけるなど、

配置に向けての検討を進めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（尾崎信夫君） ここで10分間休憩いたします。 

午後 ２時２５分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ２時３５分 開議 

○議長（尾崎信夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○４番（実川圭子君） それでは、順次再質問させていただきます。 

  まずスクールソーシャルワーカーについてですけれども、配置に向けて検討をしていっていただけるという

ような御答弁をいただきまして、ありがとうございます。私は、当市の小中学校に通う児童・生徒にとっては

本当に必要な方だと考えます。 

  ところで、先行してスクールソーシャルワーカーを導入している事例などを伺いますと、スクールカウンセ

ラーとスクールソーシャルワーカーの役割について重なる領域もありますので、連携がうまくいかず十分力を

発揮できないような自治体もあると聞いています。 

  そこで、まずスクールカウンセラーの役割、それからスクールソーシャルワーカーの役割を尐し考えていき

たいと思います。まず現在、東大和市ではスクールカウンセラーの配置がありまして、先ほど御答弁の中でも
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１年間で、24年度は9,907件、今年度はそれを上回り、もう既に１万件を超える相談件数があったということ

で、非常に大きな役割を担っていただけてると考えます。ちなみに、今当市で配置されているスクールカウン

セラーの数を教えてください。 

○学校教育部参事（石井卓之君） 複数校を担当している者もおりますので、数ではちょっと難しいんですが、

逆に今、配置ができていない学校が３校ほどございます。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 複数校担当してる方もいらっしゃるということなんですが、では学校に週に何回ぐらい

来ていただいてるかということをお伺いします。 

○学校教育部参事（石井卓之君） 原則としまして、東京都配置のスクールカウンセラーが週２回、市配置のス

クールカウンセラーが週１回でございます。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） では、そのカウンセラーが配置されて、今まで配置されてなかったときと配置されて、

成果といいますか、児童・生徒、それから先生方や保護者の方も相談をされてるということですので、それぞ

れについてかわった、よかった点などを教えてください。 

○学校教育部参事（石井卓之君） まず児童・生徒は、やはり学校の教員というのは、ある意味、利害関係がや

はりどうしても起きてしまうところもございますので、ある意味、心の専門家として寄り添って話を聞いても

らえる。そういう立場にあるために、子供たちが本音でいろんなことを語れるということが非常に大きく、そ

こからそれをもとに管理職や担任にまた情報が入りまして、子供たちをケアできるという状態ができておりま

す。 

  それから先生方なんですが、先生方自身の実は心のケアもしていただいているところもございます。また子

供たちが、教員が気がつかないところでいろんな活動をしていたりとか、やっぱり心の変化があったりすると

いうところを細かく見て、またこれについても先生に教えてもらえると、先生がいろんな多核の情報をいただ

けるということもあります。 

  それから保護者に関しましては、やはり子供たちの悩みの相談、特に育ちの相談ということをすることによ

って、保護者もやはり安心をして子供たちに向かえるということがあると考えています。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 子供たちを取り巻くそれぞれの方の悩みを、ゆっくり相談に乗っていただける、向かい

合って寄り添っていけるというところが、一番、カウンセラーの方の役割だと思います。従来でしたら、先生

方に時間的なゆとりがあれば、昔でしたら先生がゆっくり子供たちと向き合うような時間もあったかと思いま

すけれども、今の先生方のお忙しい状況を見ますと、やはりそういったところをフォローして補って、専門的

な観点から相談に乗っていただけているのだなというのがわかりました。 

  それで、スクールカウンセラーは、児童・生徒の心の問題を取り上げていっていただけてるということです

けれども、一方、私が今、テーマにしていますスクールソーシャルワーカーの役割というのは、先ほど御答弁

にもありましたけれども、児童・生徒が置かれているさまざまな環境に働きかけるということで、また別の観

点から、福祉的な立場から関係機関との連携を進めたり、児童を取り巻く、その環境に働きかけていくという

ことができるかと思います。現在は、そういったスクールソーシャルワーカーという役職の方はいらっしゃら

ないんですけれども、そういったケースについては現在どのように対応しているのかお伺いします。 
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○学校教育部参事（石井卓之君） 現状としましては、基本的には学校の教員が対応しているところでございま

す。複雑な家庭環境にも、例えば担任が自分の専科の時間等を使ったりとか、中学校であれば自分の授業がな

い時間を使って家庭訪問をしたり、また勤務外での時間も使ってコミュニケーションをとったりするというこ

とが主にありますのと、あと関係機関とのネットワーク会議がございますので、そのネットワーク会議の中で

役割分担を決めて働きかけているというところでございます。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 私も平成23年の第３回の定例会のときに、一般質問で要保護対策についてお伺いしたと

ころですけれども、ソーシャルワーカーのような方がいらっしゃれば、そういったこともきめ細かい対応や、

御答弁の中では早期発見、早期対応という言葉がありましたけれども、私はこういった問題は簡卖に解決がで

きないという点で、継続的な支援というのが、一番担っていただきたいなというふうに思っているのですけれ

ども、そういったことが担ってもらえれば、先生方の負担も減っていくのではないかなというふうに思うわけ

です。 

  またソーシャルワーカーを導入している市の事例などを見ますと、保護者の方に啓発のお便りを発行したり

ですとか、先生方へ研修を担っているソーシャルワーカーの方もいらっしゃるようですので、そういった周り

の大人がどうやったら子供たちにうまく対応できるかというようなことも、教えていっていただけるというふ

うに思います。 

  それで、もう尐し事例を挙げて考えてみたいと思うんですけれども、現在、当市の小中学校では不登校対策

というのに力を入れていますけれども、例えば長期間休んでいる生徒にはどのように対応しているのか教えて

ください。 

○学校教育部参事（石井卓之君） 長い間、不登校でいるお子様に対しましては、まず定期的に学校の担任が電

話をしております。ただ電話に出ない御家庭もありますので、その場合には御自宅まで伺って、今どういう状

況であるのかを確認する、そのようなことをしているのが現状でございます。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 学校に、クラスには行けないけれども、サポートルームですとか、そういったところに

お誘いするようなこともあるかと思いますけれども、しかしそういったところにも通えない、自宅にずっとひ

きこもりといいますか、自宅で過ごしているというような生徒がいた場合には、今電話をかけたりとか、御自

宅に行ったりということなんですけれども、そういったところを私は、誰かがやっぱり見ていく必要があると

いうふうに考えます。 

  それから、不登校の子供たちの事例なんですけれども、私が聞いた事例の中で尐しお話ししますと、これは

市内であった事例なんですけども、例えば女の子の中学生が家出をして男の人と暮らしていて、母親に言って

も、母親も無干渉なケースがあったりとか、あとは男子の中学生で夜間の外出を繰り返して、注意すると家族

に暴力を振るってしまう。また両親が病気がちで、子供に目が行き届いてない。あるいは両親が兄弟の差別を

してしまって、お兄さんはかわいがるけれども、弟には暴言を吐いているなどなど、どれも中学では不登校の

子供たちなんですけれども、たまに気が向けば登校したりとかということで、まあそういうことはあるんです

けれども、支援という意味ではどこにもつながってないケースがほとんどでした。 

  こういったように、親子の関係が悪くて、先生方もお仕事もあるので、時々電話をかけたりというのはやっ

ていただいていると思いますけれども、ゆっくり相談に乗れないというような、このような社会との関係が結
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べないような児童・生徒にとって、自分自身で道を切り開けるようになるまで見守ってくれる、いわば一緒に

見守って走ってくれるというか、伴走者のようなスクールソーシャルワーカーというのは、必要な支援者にな

ると私は考えます。そういった子供たちの実態について、実情というか、どのように把握しているのか、何か

ありましたらお聞かせください。 

○学校教育部参事（石井卓之君） 基本的に実態の把握は学校が中心になりますのと、あと民生・児童委員さん、

それからいろんなそのお子さんにかかわっている関係機関の方からの情報ということで、学校は把握している

ところでございます。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 学校側だけじゃなくて、いろんな方からの多角的に子供を把握していくというのが、私

は大事だと思いますので、民生・児童委員さんのことですとか、あとは保護者のその子供のお友達の親とかね、

いろんな情報があると思いますので、そういった実態を把握していっていただいて、そういったことを今度は

福祉的な視点から支援につなげていくという、そのスクールソーシャルワーカーの存在を、ぜひ当市でも取り

入れていただきたいと思います。 

  それで、次の活用事業についてなんですけれども、当市ではまだ導入に至ってないのですけれども、先ほど

御答弁にありました厚生労働省では補助事業というのが21年度から、それから東京都でもそれを活用して、ス

クールソーシャルワーカー活用事業を行っています。具体的に活用事業というのはどのようなものか、詳しく

というか、教えていただけますでしょうか。 

○学校教育部参事（石井卓之君） この事業は、各教育委員会が、実際にどのように使うかを決定して組み立て

る形になります。例えば学校に配置する卖独型、それから教育委員会に配置して要請のある学校に派遣する派

遣型、また教育委員会に配置した上で学校を定期的に巡回する巡回型、それぞれ各地区の実態に合わせて活用

していくものでございます。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 予算的にも２分の１、都が補助をするということだったと思いますけれども、この都の

活用事業を利用している近隣市の導入の実績などを教えてください。 

○学校教育部参事（石井卓之君） 市部に関しましては、導入している市が20市、未導入が６市という現状でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 多くの市で、このソーシャルワーカーを導入しているということがわかりました。この

都の活用事業ではなくて、市独自で東大和市も、スクールカウンセラーは都の方と市の方がいらっしゃいます

けれども、市独自で導入しているようなところが、もしわかりましたら教えてください。 

○学校教育部参事（石井卓之君） 詳しい調査、そこまでないんですが、私の聞いている範囲では、市独自で実

施をしているところはあるんですが、ただ１つ、やはり予算の問題でなかなか正規の方が張れないということ

が課題だと聞いております。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） わかりました。他市の状況も導入の方向に向かっているということで、やはり我が市で

もぜひ早急に導入していただきたいと考えます。 

  それで、次のスクールソーシャルワーカーの導入についてなんですが、以前、私が厚生文教委員会だったと
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きに、その中でお尋ねしたことがあります。そのスクールソーシャルワーカーを、東大和市でぜひ導入してく

ださい、欲しいということを尋ねたところ、答弁としまして、スクールソーシャルワーカーの導入の必要性は

認識しているが、なり手の問題、人材確保が難しいというような御答弁をいただきました。人材確保が難しい

という中には、ある一定の報酬で能力を持った方を探すのは難しいというような意味合いも含まれたかと思い

ますけれども、今後導入をもししていくようなことを考えていただいているようなことであれば、どのような

人材を想定して人材確保が難しいとか、人材を確保するならこういう人がいいとか、例えば資格などについて

何かありましたら教えてください。 

○学校教育部長（阿部晴彦君） スクールソーシャルワーカーの必要性というものは、教育委員会でも認識して

おります。その上で、昨年策定いたしました東大和市の学校教育の振興計画におきましても、目標として配置

ということを掲げております。一方で、東京都に対しましては、市の教育長会議におきまして意見交換の中で

も要望さしあげてるんですが、東京都が主体となってスクールカウンセラーと同じように、東京都でスクール

ソーシャルワーカーを各地に配置をするというような、そういう事業をぜひお願いしたいという要望も出して

おります。といいますのも、やはり人材確保については、各市といった場合に、なかなか教育、福祉等、いろ

いろな専門性を兼ね備えた方が思いどおりに見つからないという現状も先行市ではあるようでございます。そ

ういうことから、一方では東京都のほうに、都が主体となってぜひ実行してほしいという要望もしております。

それをずっと待ってるわけにいきません。そういうことで、先ほど市長、教育長の答弁にありましたように、

引き続きそういう要望はしつつ、東大和市としても配置に向けては検討してまいりたいと思います。 

  あと具体的にどんな方を想定かということでございますが、やはり経験が豊かで専門性もあり、知識や技能

を有している方ということになろうかと思います。具体的な資格要件などについては、室長のほうから説明を

いたします。 

○学校教育部参事（石井卓之君） 他市、いろいろな実は資格の方を雇っておりまして、できれば社会福祉士と

か精神保健福祉士の方がいればいいと思いますが、ただ実態によりましては、その他福祉に関する資格を持っ

ている方とか、教員免許、それから心理に関する資格の方も採用しているところでございます。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 導入に向けては、要望なども都のほうに出していただいてるということで、御意見いた

だいているのかなというふうに感じました。資格者も、他市でも導入していくと、だんだんそういった方をほ

かに確保していくのが、また難しくなるかと思いますけれども、私が一番取り入れていただきたいなと思って

いることは、当然なことだとは思いますけれども、学校とは切り離して第三者的な立場をとれる方、やはり学

校の成績を評価したりとかということとはまた全く別な、その子自身を見ていく、学校とはまた全く別の人間

関係が結べるような、そういった外部性を持った方をぜひお願いしたいと思います。 

  それで、実施計画に位置づけるなど検討していっていただけるというようなお話もありましたけれども、こ

の都の活用事業を進めるということで、前倒しでというか、早急に導入していただくことは本当にできないの

でしょうかということをお伺いしたいんですけれども、子供というのは日々成長していきますので、子供にと

っての１年間というのはとても大きなものなんですが、早く導入をしていただけないでしょうか。 

○学校教育部長（阿部晴彦君） 先進的な取り組みをし、また近隣市でも活用事例がございますので、そのよう

な活用が、目的としているところが効果が十分に発揮されているのか、あるいはどういうところに課題がある

のかなどを検証しつつ、今後、計画的に配置ができるように検討してまいりたいと考えております。 
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  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） もう来月は新学期なので、来年度というのはすぐには難しいと思いますけれども、ぜひ

御検討をよろしくお願いいたします。ただ、スクールソーシャルワーカーを配置すれば、問題がすぐに解決す

るということでもありませんので、スクールソーシャルワーカーは子供を取り巻く関係機関との連携をとる役

割ということで、その関係機関のフォロー体制というか、そういったことも充実させていくということが市の

役割だと私は考えます。ぜひ導入の折には、その連携の全体像というか、その子供に対してどういった支援が

市では可能なのかというような市としての体制の中で、ソーシャルワーカーはどういうふうに活躍してもらう

のかということを、全体像を描きながら示していただきたいと思いますけれども、この点についてはいかがで

しょうか。 

○学校教育部参事（石井卓之君） 今現在でも庁内の関係機関の方たちとは、密接な関係を持ちながら子供の指

導に当たっております。今後もスクールソーシャルワーカーを導入後は、そういった関係、さらにまた広い、

より広いスクールソーシャルワーカーが持っているネットワークも使いながら、とにかく子供たちのために頑

張っていきたいなと考えております。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） ありがとうございます。 

  このスクールソーシャルワーカーについて、最後に教育長の今のお考えをお聞きしたいと思います。 

○教育長（真如昌美君） 先ほどから話がたびたび出てきておりますけども、非常に世の中が急速に変わってい

く中で、子供たちを取り巻く環境も非常に大変になってきております。その中で、子育てに対する悩み、ある

いは学校で教育する上での悩み、たくさんありますので、今はもうとにかく総力を挙げて子供たちの教育を担

っていくというのが、今の時代の取り組み方でありますので、スクールカウンセラー、それからスクールソー

シャルワーカーを含めて、できるだけ子供たちの健やかな成長に関与できる人を多くしていきたいというふう

に思っておりますけれども、何せ話を聞いてますと、人材が非常に尐ないんですね。いろんな事業が展開され

てますので、その中でそれぞれ引っ張りだこの状況でありますので、人材確保からまだもって非常に難しいと

いうところであります。その辺のところも考えながら、できるだけよい環境をつくってまいりたいというふう

に思っております。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） ぜひ、子供にとって最善の利益が保障されるように、そして周りの大人がそれぞれ役割

を担えるような環境を築けるように、このスクールソーシャルワーカーの活用を期待しまして、この質問は終

わりにいたします。 

  それでは、次に２番目の介護保険制度改定についてに移ります。 

  第５期介護保険事業計画の取り組み状況について、５つの重点施策について御答弁いただきました。私のほ

うからは、この第５期東大和市介護保険事業計画に基づいて再質問をさせていただきます。 

  ５つの重点施策として、先ほども御答弁ありましたように、５つの重点施策というのは、１つ目が介護保険

サービスの充実、２つ目が高齢者の住まい、３つ目が認知症支援策、４点目が高齢者ほっと支援センターの周

知と機能強化、５つ目が地域ネットワークづくりの促進ということで挙げられてました。介護保険制度は、非

常に多くのことを抱えてまして、多岐にわたりますので、ここでは私のほうからは何点か気になる点を絞って

お伺いしたいと思います。 
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  まず、ちょっと順番も、この１から５の順番ではないのですが、第５期の計画では、高齢者ほっと支援セン

ターが３カ所になって始まりまして、元気ゆうゆう体操ですとかサロン活動なども非常に広がりを見せている

ところがよかったなというふうに私も思ってます。介護予防や相談支援なども充実してきてると思います。ま

た地域のネットワークづくりとして、高齢者見守りネットワークの大きな和ですか、これも協力団体が57事業

所にふえたということで、本当に充実してきてるなというふうに感じます。また見守りのかなめになる見守り

ぼっくすも、今年度、そして来年度開設ということで、見守り体制も徐々に充実してきたのではないかなとい

うふうに感じてます。 

  この高齢者ほっと支援センターや見守りぼっくす、大きな和、こういった活動をさらに市民の方々に周知し

ていただく必要があるというふうに感じています。事業計画の中にも、情報提供機能をより一層強化しますと

ありますが、情報を伝えるためにどのような方法をとってきたのかということをお聞きしたいと思います。ま

た市民の認知度といいますか、どの程度、市民の方がこのほっと支援センターですとか見守りぼっくすとか、

大きな和について認知してるというふうに把握しているかお伺いします。 

○福祉部長（吉沢寿子君） 申しわけございません。先ほど市長答弁をさせていただきました中で、一部、補足

説明をさせていただきますので、まずそれにつきまして私のほうから御答弁させていただければと思います。 

  先ほど市長答弁の中で、５つの重点施策のうち、２つ目の高齢者の住まい施策の推進につきまして、サービ

スつき高齢者向け住宅の建設についてということで、実際の設置には至っていないということで御答弁をさせ

ていただいておりますけれども、この第５期介護保険事業計画中の期間、平成24年度から来年度の平成26年度

中、まだちょっとそこは未定、未来なのでまだわかりませんが、この平成24年度、25年度中にはサービスつき

高齢者住宅の建設相談はあったものの、建設には至らなかったということで市長から御答弁をさせていただい

たものでございます。なお、この前の期の第４期の介護保険事業計画中の間に、２件、建設相談があったもの

につきましては、２件、サービスつき高齢者住宅が建設をされまして、それにつきましては清水の６丁目と桜

が丘４丁目のほうに１棟ずつ、計２棟という形であるということで、補足的に御答弁させていただければとい

うふうに思います。 

  それから、御質問のことにつきましては、参事のほうから御説明をさせていただきます。 

  以上でございます。 

○福祉部参事（広沢光政君） それでは、御質問につきまして御回答さしていただきます。 

  ほっと支援センター、大きな和、それから見守りぼっくす、こういったもののＰＲといいますか広報、それ

から周知度の関係で御質問いただきました。もちろん市報ですとかホームページ、こういったものはもちろん

そのまま、従来どおり活用さしていただいてます。あと居宅介護支援事業所等で、サービスを提供する際に、

ケアマネさんのほうから御紹介をいただいたりとか、あと相互になりますけど、ほっと支援センター、見守り

ぼっくす、そういったところの御利用に際してもＰＲはさしていただいているところでございます。 

  それから、その周知度という面につきましてですが、ちょうど今ここで第６期に向けたアンケート調査が終

了しておりますけれども、今集計中ということで、今回このアンケートの中でも、こういった施策についての

周知度に関する質問項目を入れさしていただいております。ちょっとその辺は、まだ検討結果、出ておりませ

んので、そういったものを見ながら周知度については改めて検討してまいりたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） アンケート結果が楽しみだと思います。なかなか当事者になって、それが必要にならな
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いと関心が尐ないのかなというふうにも思いますけれども、いざ困ったときにどうすればいいか、また調べた

ときに一目でわかるようなものがあれば、案内するほうもやりやすくなるのかなというふうにも思います。ま

たケアマネさんですとか民生・児童委員さんですとか、そういった人から人に伝えていくのが、一番実感を持

って伝えることができるのかなというふうにも思いますので、また今後いろいろな方法で周知のほうをしてい

っていただきたいと思います。 

  それから見守りぼっくすなんですけれども、名前からなかなか市民の方に、何をするところなのか、まだな

じみがないというところもありますけれども、一体何をするところなんだろうというふうな質問を、私よく受

けるんですけれども、高齢者の方だけではなくて、若い人にも知ってもらう必要があるのではないかなという

ふうに感じます。見守りぼっくすの方も、その御本人よりもお子さんからとか、それからお孫さんから相談を

されるケースもあるというふうに聞いてます。そういった当事者というか、高齢者の方だけじゃなくて、若い

方にも知ってもらうようなことを考えていただけないでしょうか。 

○福祉部参事（広沢光政君） 今御質問者からお話ありましたとおり、お孫さんやお子さんからの相談というこ

とが、きっかけになってるってことも実際あるというふうには聞いております。見守りぼっくすという言葉自

体も、私どもとしてはかなり斬新な命名、ネーミングじゃないかなというふうに思ってまして、そういった中

にも、できるだけ広い世代の方々にという気持ちは込められているところでございますが、今御質問者からあ

りましたとおり、特に若い世代の方々、御自分に関係がない部分というのは、なかなか触手が動かないといい

ますか、そういうところございますので、まあインターネット世代ということもございますが、そういったも

のも含めて、今後ちょっと活用については、ＰＲ方法については研究してまいりたいというふうに思います。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） ぜひ、よろしくお願いします。 

  それから、次に認知症の支援策というところなんですけれども、認知症の支援策として、認知症疾患医療セ

ンターとの連携というのが、仕組みを検討していくというふうに挙げられていたのですけれども、具体的には

何か取り組みなどをしてきたことがありましたら教えてください。 

○福祉部参事（広沢光政君） 認知症疾患医療センター、当市の場合は立川の共済立川病院が該当いたしますけ

れども、昨年の11月でしたか、イベント、認知症サポーターが2,000人超えたということで、その際にちょっ

とハミングホールのほうでイベントをさしていただきましたが、そのときに講師としておいでいただいたのが、

こちらの認知症疾患医療センターの方でございました。そういったときに、講演ですとか、それからその後も、

それをきっかけといたしまして相談業務とか、いろいろと相談に乗っていただいてるというのもございます。

そういうことで、まず１つはイベントとして、昨年そういうものを実施さしていただいてるということでござ

います。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） そういったイベントで知った方もいらっしゃるとは思います。 

  それから、そこにこう、実際に受診というか、行かれる方というのは、どういう理由でそこを利用するか、

直接そこにいきなり行くということではないと思いますけど、どういうきっかけで利用されていくのか教えて

ください。 

○福祉部参事（広沢光政君） 実際のケースといたしまして、私どものほうの高齢介護課のほうに御相談が家族

の方からあったりとかいうケースがございまして、その場合、私どものほうが窓口となって、立川病院のほう
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と連絡とりまして受診していただく、もしくは相談に乗っていただくというようなことが実例としてはござい

ます。あと直接家族の方というか、本人がというのは、ちょっとうちのほうでは把握はしておりません。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 相談に行けば、そちらを紹介していただけるということで、引き続き連携を図っていっ

ていただきたいと考えます。 

  それから、５つの施策のうちの介護保険サービスの充実ということで、御答弁にもありましたけれども、地

域密着型の施設として小規模多機能型介護施設の新設を計画をしていたところ、手を挙げた事業者が辞退して

いるというような状況だというふうに聞いてます。この５期の計画の中でも、特別養護老人ホームの待機者が

200名を超える状況に対応するために、これを小規模でやっていくんだというような計画だったと思いますけ

れども、その計画の経緯、辞退をしてしまったというようなところも含めて、経緯と今後どうしていくのか、

教えていただきたいと思います。 

○福祉部参事（広沢光政君） こちらの小規模特養の関係でございますが、今御質問者のほうからお話がござい

ましたとおり、残念なことでしたが、応募はありましたが、最終的に辞退ということで実施になりませんでし

た。それは経営的に厳しいというような状況であったというふうに伺っております。こちらの該当になってま

すのは、都有地の活用ということで行っておりました事業でございますので、こちらの都有地については引き

続き高齢者施策に寄与できるようなものでということで、考えてるところでございます。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） この小規模多機能型施設というのは、どこの場所でやっても、採算性ということで非常

に難しいということを聞いてます。まあ聞いているのですが、今御答弁の中で、引き続きということだったの

ですが、それはこの小規模多機能を募集するという意味ではなくて、何かほかの事業をするというような意味

なのでしょうか。 

○福祉部長（吉沢寿子君） 今、実川議員のほうからもお話いただいたように、国も積極的に小規模多機能型居

宅介護の事業を、地域密着型のサービスとして展開したいということで、第５期の計画の中でもそのようにう

たわれておりましたが、結果的に他の市においてもなかなか経営が難しいということで広がらず、当市におい

てもそういった形で、新しい事業者が市のほうで事業を展開するといったことには至りませんでした。 

  今回、小規模の特別養護老人ホームですね、定員29人以下の小規模特養という形で公募をしたところ、今参

事のほうから御説明させていただきましたけれども、実際には辞退となったということでございました。やは

り小規模の特養でも経営が厳しいということでございますので、小規模多機能型居宅介護となると、なおさら

経営が厳しいということになりますので、それを引き続き、それだけを募集するというのは、多分事業者は見

つからないであろうというふうに考えております。そこで、それを行っていただきながら、もう一つはきちん

と経営的なエンジンとなる別の事業を行っていただけるような形で、事業者を公募できないものかということ

で今考えておりまして、都有地でございますので、引き続き東京都の担当のほうといろいろと調整をさせてい

ただきながら、現在公募に向けて検討しているところでございます。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 今の計画は、まだあと１年ありますので、引き続き尐し工夫を加えながら募集していく

というようなお話だったと思います。 

  では、次のところにいきます。 
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  第５期の取り組みの状況については、ここまでにしまして、次のニーズ調査のところをちょっとお伺いした

いと思います。 

  昨年の暮れに、日常生活圏域ニーズ調査を実施して、ただいま集計中というようなことだったと思います。

アンケートの内容については、今現時点でわかるようなことは、先ほどの件数のほかには何かあるのでしょう

か。 

○福祉部参事（広沢光政君） アンケート調査につきましては、昨年の12月６日に発送さしていただきまして、

同じく12月24日に締め切りという形で、現在、卖純集計ということで、そこのまとめをしている段階でござい

ます。今回、特色といいますか、一つは、今議員のほうからもお話が出ておりますけど、日常生活圏域ニーズ

調査、これは国が作成した全国で統一した質問内容でなされる調査でございますが、これを今回初めて当市で

は実施したと。これは第５期の介護保険事業計画の実施時期から導入されたものでございます。前回は国のほ

うがこれを示すのが非常に時期がおくれたということで、当市は市独自の調査を実施しております。今回、今

言ったとおり圏域ニーズ調査を実施するとともに、前回行っております独自調査と比較検討ができるようにと

いうことで、言ってみれば２種類の調査のほうを実施しているというのが、当市の今回のアンケート調査の特

色ではないかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 全国の中で当市がどんな状況なのかというのもわかるし、今までのとの比較ということ

で、市の独自の調査もあわせて行っているということがわかりました。 

  今回のアンケートの調査対象者というか、どういう方にアンケートをとられたのでしょうか。 

○福祉部参事（広沢光政君） まず日常生活圏域ニーズ調査、先ほど申し上げたものでございますが、この調査

のうち、要支援、要介護認定を受けられた方を対象といたしまして1,005件、それから同じくニーズ調査の中

で65歳以上の一般高齢者の方で、介護認定を受けられていない方も対象に1,248件の調査を行っております。

それとまた別に、市独自調査を実施しておるわけでございますが、独自調査のうち、要支援、要介護認定を受

けられた方を対象に、居宅サービスの利用、未利用者が1,434件、それから施設居住系サービスの事業者が193

件、要支援、要介護認定を受けられていない65歳以上の一般高齢者の方、1,248件、合計いたしますと総数で

5,128件ということで、調査票のほうは送付さしていただいております。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 結果については、今後、教えていただけるのかなというふうに思いますけれども、この

アンケートについて、例えば事業所のほうですね、介護をやってる、介護保険の事業所に対してはアンケート

はとらないのでしょうか。事業所の実態というのをどのように捉えていくのかお聞きします。 

○福祉部参事（広沢光政君） 前回調査のときには、御質問者、今ありましたとおりサービス提供事業者と介護

支援専門員、この方々を対象に調査を行ってるところでございます。今回につきましては、事業者さんにつき

ましては、事業者連絡会等を通じて、また介護支援専門員につきましては、ケアマネさんの連絡会などを通じ

まして意見を吸い上げ、計画に反映させることが可能だというふうに捉えて、今回は調査の項目から割愛さし

ていただいたということでございます。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 連絡会などもあるということで、そういったところで御意見いただくのかなというふう

にも思ってますけれども、日々、施設を運営したりとか事業をやってる方々は、たくさん御意見を持ってると
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思いますので、そういった当事者の意見というのは、私はとても重要なのではないかなというふうに考えてま

す。 

  それからデイサービスなどでも、小規模のデイサービスなどが非常に数もふえてきたのかなという感じもし

ますけれども、実際に市の職員の方が、そういった事業所に様子を見に行って、現状を把握されるようなこと

はしているのでしょうか。 

○福祉部参事（広沢光政君） 当然のことですが、私どものほうでは、言葉はあれですが、指導とかいう形で、

必要に応じて事業所さんのほうを訪問してということは実施しているところでございます。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 実際に見に行っていただけてるということで、そういったところでの実際の様子ですと

か、そういったことも今後に向けて反映していっていただきたいなというふうに思います。 

  それでは、続けて次の第６期事業計画に向けて、その中で示されている地域包括ケアシステムの構築につい

てに移りたいと思います。 

  こちらのほうは、御答弁にもありましたけれども、またこの国の方針というのが、これから詳細が出てくる

ということで、まだ明確ではないということから御答弁も難しいかと思いますけれども、そうはいえ、およそ

１年で改定になりますので、この地域の実情に合わせた市区町村の裁量の範囲がふえることにもなりますので、

当市でのお考えをお尋ねしていきたいと思います。 

  まず、アの地域支援事業についてなんですが、こちらのほうは先ほどの尾崎議員の一般質問でも取り上げて

いらっしゃいましたけれども、介護予防や生活支援、訪問介護とか通所介護が、地域支援事業というふうに移

っていって、その担い手として地域のボランティアですとかＮＰＯ、自治会、老人クラブなどが行っていくと

いうふうに、厚労省のほうは計画で示しています。今まで介護保険の中で給付をしていったというその要支援

の方に対する給付が、予防給付ということで地域支援事業に高じてしまうということなんですけれども、この

ことについてどのような影響が考えられると市では把握していますでしょうか。 

○福祉部参事（広沢光政君） 基本的に、国のほうも申し上げてるとおり、今回の予防給付のうち、通所介護と

訪問介護、こちらを地域支援事業に移す大きな目的というのが、地域の実情に合ったバリエーションに富んだ

サービスの提供ができるようにというようなことでございます。そういった意味からしますと、１つには事業

者さん、受け皿としての事業者さん、ＮＰＯさんだとか、そういったいろんな団体が今回はサービスを提供で

きるようになるという受け皿となってくるということでございますが、当然既存の事業者さんなんかにも、そ

ういった受け皿になっていただかなきゃいけないというふうに思っております。 

  あとその予算的なものですとか、そういったものも出てくるところでございますが、これは先ほど議員のほ

うからもお話がありましたとおり、まだ政省令等の基準が示されておりませんので、こちらのほうについては

ちょっとどうなるか、私どものほうでも今後、情報の収集に努めたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 今まで要支援ということで認定をされて、訪問介護や通所介護のサービスを受けていた

方というのが、先ほどの議員の質問の中でもいらっしゃるということなんですが、そういった方については、

サービスを受けられなくなるのか、それとも続けていけるのかというところが、利用する人にとっては一番重

要な問題なんですけれども、そこのところはどのようにお考えなんでしょうか。サービスを継続できるように

していくというふうな市のお考えなのでしょうか。 
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○福祉部参事（広沢光政君） 現在、要支援１の認定を受けてる人でございますけども、一応、法の今案により

ますと、附則の中でうたわれていることは、いわゆる地域支援事業の中の総合事業が開始された日以降、その

以降、認定有効期間が終了するまでの間は、現行のサービスを受けてることが可能であるというふうなことに

なっております。 

  その後でありますけれども、総合事業の中で通所系、訪問系の現在のサービスに同等のサービスを、これは

各保険者である市町村のほうが事業として設けていくということを、現在の法案の中ではうたっているという

ようなことでございます。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 今のお話ですと、今現在その要支援１とか２とか受けてる方は、その間は、認定を受け

ていて、訪問介護や通所介護などのサービスを受けている方は、その認定が変わるまでは、そのサービスを受

けられるという認識でよろしいのでしょうか。 

○福祉部参事（広沢光政君） 認定の更新とかではなく、今お話ししました市町村が総合事業を開始されるまで

っていいますか、それまで。ですから開始された以降に更新等があっても、もう要するに保険給付としてのサ

ービスは受けられなくなるということでございます。その方々に関しては新しい、それ以降については新しい

総合支援事業の事業のほうでという形になってまいります。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） では、総合事業を市のほうが行うまでに、まだ猶予があるということでしょうか。 

○福祉部参事（広沢光政君） 現在の法案を見る限り、一応経過措置的に29年の４月までに保険者のほうは移行

しなきゃいけないという形になってございまして、それまでの間は猶予といいますか、移行することを義務づ

けてるわけではございません。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） では、東大和市としては、その最長29年の４月までの間には、この総合事業をどのよう

にしていくのか、先ほど同等の事業というようなお言葉もあったんですけれども、今までと同じようなサービ

スを、要支援１、２の方も受けられるような総合事業を考えていくというようなお考えなのでしょうか。東大

和市としてです。 

○福祉部長（吉沢寿子君） 今参事のほうから御答弁させていただきましたけれども、新しい介護予防、それか

ら日常生活支援の総合事業につきましては、まだ国のほうでも、ようやく法案が、これから衆議院のほうで今

月末ごろから審議されるというような状況でございますので、大枠しか私どもも把握はしておりません。その

中では、やはり今までの給付の仕組みから、給付の仕組みによく似ているけれども、市が指定をして、卖価は

市が独自に設定をして、委託なり補助金なり、それぞれ実施できるというような形で示されておりますけれど

も、細かい部分につきましては法案が審議された後に、夏ぐらいにガイドラインが示されるということでござ

いますので、そういった状況を見て、それを含めて市内のサービスの受け入れのどれぐらいのキャパシティー

があるかというところも含めまして、平成30年度、29年度等、どのようにしていくかということを、段階的に

どのように取り組むかも含めて検討してまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） なかなかここは難しいところだと思いますけれども、今後、国の方針が示された中で、

やはりその中でも、今回は地域の実情に合わせて市町村が計画をつくっていくという方向に移っていくわけで
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すから、そこのところはやはり東大和市としてどうしたらいいのかというのを、本当に早急に検討していく必

要があるのではないかなというふうに私は思います。 

  そして、利用者もそうなんですけれども、それを担っていた、今まで担っていた事業者の方も、非常にこの

点は危惧をしています。必要があって、こういったサービス、要支援の方に対してのサービスも、必要があっ

てつくられてきたところを、また担ってきた方も専門家として責任を持って担っていたところを、ボランティ

アですとかＮＰＯさんとか、そういった方に委ねていくというのは、本当に人材確保という面でも可能なのか

どうかというところが非常に気になるというか、問題視しているところです。今後の国の方針で明らかになっ

てくると思いますけれども、介護給付のほうでも人材不足が予測されてる中で、この地域支援事業の担い手を

どのように育てていくのかというのを、現時点で難しいかもしれないですけれども、担い手についてどのよう

なお考えがあるかお聞かせください。 

○福祉部長（吉沢寿子君） 先ほど別の議員の御質問のほうにも御答弁させていただきましたけれども、やはり

担い手をどのように育てていくかということかというふうに考えております。やはり先ほども御答弁させてい

ただきましたが、既に今市内には介護予防リーダーさん初め、見守り・声かけのボランティアさんなど、非常

に力のある方々、その方々も実は65歳以上の方々ですけれども、お元気に地域に貢献してくださるという強い

意欲を持って活動してくださっておりますので、そういった市民の方々の力も発掘して、さらにそういったと

ころを支えていただけるような、力にできるような形で、私どもも考えていかなければいけないというふうに

考えておりますし、なおかつまたシルバー人材センターとか、そういったところの活用なども検討していかな

ければいけないかなというふうに考えておりますので、国のほうのガイドラインがある程度示されました段階

で、今後は地域の小さなデイサービスをやっている事業者さん等を含めて、さまざまなところからも、新しい

事業について私どもも御説明をさせていただきながら、一緒に話し合って、今後どうしていくかということを

考えていかなければいけないかなというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（尾崎信夫君） ここで10分間休憩いたします。 

午後 ３時３３分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ３時４３分 開議 

○議長（尾崎信夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○４番（実川圭子君） では、次に移りたいと思います。 

  イの介護サービスについてというところなんですが、先ほどは地域支援事業ということで、要支援の方のと

ころを取り上げましたけれども、次に介護給付の対象となる事業で、通所、入所など、それぞれサービスがあ

りますけれども、その中で現在ある小規模な事業所が、この改定によって大きなところに集約していく、まと

めていくような方針だというふうに聞いていますけれども、そのあたりのことでわかってることがあったら教

えてください。 

○福祉部長（吉沢寿子君） 現在、国のほうで示されております案でございますけれども、いわゆる現行の小規

模型の通所介護、デイサービスの事業所につきましては、平均利用の延べ人員が一月当たり延べ300人以内と

いうところが小規模のデイサービスというふうに言われております。それにつきまして見直し案の中では、経

営の安定性の確保等のために、大規模型、通常規模型というような大きいところのほうに集約をされて、そち
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らのほうで運営になるという案が一つ示されております。それについては、大きいデイサービスは都道府県が

そのままサービスの事業所として指定をするというような案になっております。また見直し案の中では、地域

密着型の通所介護というようなことで、指定をするのは市町村が地域密着型のサービスとして指定をして、そ

の中でサービスを展開するというような形が示されているところでございます。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） そうしますと、小規模の事業所で平均利用が延べ300人以下のような事業所は、地域密

着型というような型に市町村が指定していくということだと理解しましたけれども、この大規模とか通常の規

模とか、地域密着型というように分けることで、違いといいますか、報酬の違いなども出てくるのかと思いま

すけども、どういった違いが出てくるのか教えてください。 

○福祉部長（吉沢寿子君） 現時点のところでは、その報酬の卖価等が全く示されておりませんので、どのよう

に金額が設定されるかというのは、これからですね、法案が通った後に、夏とか秋とか、いつも毎年改定のと

きには、大体年が明けてからそういったものが明らかになるのが、この介護保険制度でございますので、割と

そういう意味ではぎりぎりにならないと出てこないのかなというふうには思っております。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 国のほうの方針がそういうことだということは、前回の５期のときにも、前の段階でも

様子でわかるのですが、やはりこういったことは実際に事業をしている方にとっては非常に大きな問題でして、

本当に死活問題というか、経営上の大きな問題でもあるかと思います。 

  私は、大規模な事業者はもちろん必要だと思うんですけれども、やはり地域の中で身近なところで受け入れ

をしていただいている家庭的なサービスができるデイサービスというのは、非常に大きな役割を持っているか

というふうに思っています。この東大和市の中でも、そういったきめ細かな対応ができる小さな事業所、デイ

サービスを行っているところがたくさんあります。現在でもＮＰＯの運営協議会などでいろんな話なども、市

と一緒に話し合いがなされて市の介護保険事業の重要な役割を担っていると思います。ぜひ今後、この地域包

括ケアシステムを構築する際には、国の方針はもちろんそうなんですけれども、市町村の実情に合った計画が

立てられるということですので、こういったところも考慮して、東大和市に合った地域包括ケアシステムをつ

くっていっていただきたいと思います。 

  それから、次のウの医療との連携についてですが、第５期のところでも認知症疾患医療センターとの連携の

お話もありましたけれども、この医療と介護の連携というのは、ずっとテーマになっているところでして、生

活をする者としては、本当にそこが連携がうまくとれてたら非常に安心感を持って過ごせるというようなこと

だと思います。この医療に関しては、私としては本来、まちの中に、どんなところにかかりつけの先生がいて、

そういうところに行って、次に精密検査や手術や入院などが必要がある場合には、大きな病院を紹介してもら

ったり、あるいは夜間や救急のときにはこちらに行く、通院できない場合には往診をするというような、組織

的なバランスのとれた病院の配置といいますか、そういったことがあると本当に市としては安心して暮らせる

なというようなことを感じてるんですけれども、こういった病院のそういった位置づけといいますか、まあ中

核になるような病院ですとか、あとは往診ができる病院とか、そういった全体的な医療の病院の配置ですとか、

そういったことをこの地域包括ケアシステムにはどこまで盛り込めるのかというのをお伺いしたいと思います。 

○福祉部長（吉沢寿子君） 今回の法案の改正の法案につきましては、医療と介護の改正、一括の改正というこ

とで、現在、衆議院に、これから審議されるということでございます。医療につきましては、医療法に基づき
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まして、東京都のほうの保健医療計画で病院の病床数などは定められておりますので、この東大和市が属する

のは北多摩西部の保健医療圏域でございますので、そこの中で病床数等は、今後、東京都のほうが定めるとい

うことになっております。 

  また、東京都のほうは、その医療計画を定めるに当たりましては、東京都内の各区市町村の介護保険事業計

画をもとに、東京都が介護保険事業支援計画というものをつくることになっておりまして、それと医療計画を

今回からはきちんと両方の状況をきちんと加味した上での計画を東京都が立てるということになっております

ので、そういったところで私どものほうも、介護保険事業計画を立てるに当たりましては、在宅医療と介護が

連携して推進できるような形にするための方策というものを、この第６期の計画の中には入れていかなければ

いけないというふうなことでは認識しております。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 今の御答弁ですと、市区町村の計画をもとに都の医療計画も考えていくというようなお

話だったと思いますけれども、それですと東大和市としてでは、このことについてどういった計画にしていく

かということを示していくのではないかなというふうに捉えたのですが、その点についてはいかがでしょうか。 

○福祉部長（吉沢寿子君） 病院の病床数につきましては、市が何か計画を立ててということはできませんので、

それは東京都のほうが医療法に基づきまして、東京都の医療計画ということで、この各医療圏域の中の病床数

を定めていくということになります。東京都が、介護保険事業支援計画というものをつくるに当たっては、各

区市町村の介護保険事業計画を参考にしながら計画を立てるというふうになっておりますので、その中で東京

都のほうが、私どもが作成、策定している計画と一緒に、同時並行になりますけれども、そういったところを

加味しながら東京都計画を立てていくものであろうということで、これまでもそのような形で介護のほうは進

んできているということでございます。 

  先ほど申し上げました在宅医療と介護の連携につきましては、具体的には在宅医療と介護を連携するという

ような形で地域支援事業の中に位置づけられて、地域の医師会などと連携しつつ取り組むようにするというよ

うなことで、国からは示されたところでございます。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 最初の市長の答弁でも、医師会との連携を図りながらということでしたと思いますので、

ぜひここのところは市民の方の本当に安心のためにも、充実をさせていっていただきたいと思います。 

  では、次の高齢者ほっと支援センターの役割についてです。 

  この地域包括ケアシステムの構築ということでお伺いしているのですけれども、その全体を取りまとめて連

携のかなめというような役割になっていくかと思いますけれども、現在でも予防についてですとか、成年後見

人の問題ですとかも含めて、さまざまな事業をやっているかと思いますけれども、地域全体の取りまとめとし

て、今後どのような役割というか、位置づけになっていくというふうにお考えでしょうか。 

○福祉部参事（広沢光政君） 今御質問者のほうからもございましたとおり、ほっと支援センターにつきまして

は、基本的には高齢者の方が住みなれた地域で安心して生活が継続できるようにということで、公的サービス

のみならず、その他のフォーマル、インフォーマルな多様な社会資源を本人、高齢者の方が活用できるように

支援する。生活を包括的、継続的に支えていくための拠点となる施設ということで設置さしていただいてると

ころでございます。こちらも先ほど御質問者のお話がありましたとおり、実際に相談業務ですとか権利擁護の

関係、さまざまな活動を今一生懸命やってるところでございます。今後、地域包括ケアシステムの構築に向け
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ても、なお一層、中核的な拠点と位置づけられてくるんではないかと。ある意味、いろんな社会資源とのコー

ディネーター役なんかも、こちらのほうで果たしていくような、そういったものが、役割が求められるのでは

ないかなというふうに思っておりますので、そういった意味も含めてほっと支援センターの機能の強化という

ところには、今後取り組んでいかなければいけないというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 先ほどの地域支援事業ではないですけれども、さまざまな方が、またかかわっていくよ

うになるということで、やはりその拠点となるコーディネーター的な役割も担っていくということで、ますま

す強化していっていただきたいというふうに思います。 

  こちらのほうはそこまでにしまして、３番目のこれまでいろいろ質問させていただきましたけれども、この

第６期の介護保険事業計画、来年度中、あと１年で策定をしていくということだと思いますけれども、現在の

ところはニーズ調査を行って集計中というところまではわかったのですけれども、今後のスケジュールで何か

わかってることがあったら教えてください。 

○福祉部参事（広沢光政君） 先ほど御説明申し上げましたとおり、現在は策定に向けたアンケート調査の集計

作業を継続中ということで、ただこちらにつきましても３月末までには分析等を行った上で、報告書が作成さ

れるという運びになってございます。年を明けますと、今度は実際に事業計画の策定にかかわる委託を、契約

を締結いたしまして、その後、アンケート調査等の結果を利用しながら、介護サービスの事業量等の積み上げ

など、また今回大きな改正等がございますので、そういった改正等に対応する施策の決定等も、介護保険運営

協議会におきまして御審議いただきながら、決定していくというようなことで、事務のほうは進んでいくとい

うふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 国の方針も、今後ぎりぎりになって出てくるんじゃないかというようなお話もありまし

たので、まだ先が見えないところもあるかと思いますけれども、策定の終わりというか、お尻は決まってます

ので、１年後にはこの東大和の実情に合った計画ができることを期待します。 

  今回の第６期の介護保険の事業計画の策定に当たっては、国から大きく地域の実情に合った、地域の自主性

や主体性に基づいて計画がつくれるよというような改定になっていくかと思いますけれども、逆を返しますと、

市でどんなサービスが提供できるのかというのが、市独自でも裁量で決められるということで、逆に自治体間

の差が出てくることにもなりかねないと私は思います。この介護保険事業の計画については、地域包括ケアシ

ステムというのは、市全体の介護や医療をどうしていこうかというような計画になって、市全体のまちづくり

の問題だと私は思います。国からの指針が出てくるのを待って計画をつくるのではなくて、この東大和市とし

てどういうまちを目指していくのかということを示す必要があると思います。福祉の行き渡ったまちづくりを

目指す市長のお考えをお伺いしたいと思います。 

○市長（尾崎保夫君） 先ほど言ったように、福祉の行き渡ったまちということで、東大和、目指していきたい

というふうに思ってございます。今回の改正の関係等につきましては、先ほど来、細かいところから、現時点

でわかっていることをいろいろとお話をさしていただいたという形になるかなと思いますけど、それらの内容

につきまして、大きく私ども市に直接関係あるものと、あるいは市民のあり方、あるいは個人、利用者の方に

影響があるものということを見ますと、医療関係はちょっと私どものほうでは、直接的にちょっと把握するの

は難しいというふうには考えているわけですけども、一番大きな問題としては、要支援の１、２の関係が、私



－311－ 

ども通所、訪問介護ということになりますけども、それが市町村事業という形で、そのサービスの種類や、あ

るいは価格について、私どものほうである程度裁量で決めていけるというのが、私どもにとっては大きな影響

のあるものだというふうには考えているわけですけども、これにつきましても先ほど議員のおっしゃったよう

に、他市とかいろんなところの関係も出てくると思いますし、また私どもの市内にある事業者の方々にも、大

きな影響が出てくる可能性はあると思いますので、その辺も含めてしっかりと対応を考えていきたいというふ

うに思ってございます。 

  また、それ以外として、一般の市民の方に対しては、一定所得のある利用者の負担割合が１割から２割にな

っていくということでございまして、これは年収、年金収入で250万円というふうな話も出ていますけど、そ

の辺のところが、どういう影響が出てくるのか。あとは、これは所得の低い方に対しての保険料の軽減策の拡

充ということなどなどが、特に影響のあるものかなというふうには捉えているわけですけど、私、東大和市と

しては、改正の動向等、先ほど来、御答弁させていただいてますけども、まだよくわからないところもありま

す。そして、特に一番大切な価格というか、そういうふうな面につきましては、介護保険、先ほど御質問者も

おっしゃっていたように、なかなか数字的なものが出てこないというのもありまして、私どもにとっても気に

かかるところではございますけども、的確にそれらについて把握をしていく必要があるだろうというふうに考

えております。 

  また、先ほど来の東大和市に具体的にどれだけの影響が出てくるかということですね。それらの把握もしっ

かりと情報収集しながらしてかなければいけないというふうには思ってございますけども、いろんな問題があ

るというふうには考えているわけでございますが、基本はやはり先ほど言った福祉のまちづくりということで、

利用者も含めた市民本位というのを基本に置いて対応していくということが、重要なんではないかなというふ

うに思っているところです。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 福祉の行き渡ったまちづくりということで、東大和市としてどういうまちを目指すのか

示していっていただきたいと思います。 

  現在、東大和市の中でも、高齢化率が非常に高くなっている清原２丁目ですか、高齢化率50％を超えるとい

うふうに聞いてますけれども、こういった地域を東大和全体というか、その地域をモデル地域のような形で、

東大和市の将来、どんなようなまちにしていくか、モデル地域として何か理想の形というか、そういうことを

示していくというようなことはできないでしょうか。 

○福祉部長（吉沢寿子君） 今議員のほうから御紹介ありましたけれども、今東大和市の高齢化率は24％に、も

う約24％ということで、間もなく25％を迎えるということでございます。清原２丁目につきましては、既に高

齢化率、65歳以上の方が51％を占めるというような状況で、その地域の中では、やはり元気な高齢者の方に支

援の必要な高齢者の方を見守っていただいたり、支えていただかないと、その地域が回らないというような状

況が、もう今、現状既にございます。例えば東京街道団地の自治会でも、自治会の役員の方々が高齢者の方々

でいらっしゃいますので、その方たちが支援の必要な方々を見守ってくださっているというのが現状でござい

ます。そういう状況でございますので、今後、私どもといたしましても、自治会の方々、役員の方々と尐しず

つ地域の実情を踏まえて、地域で抱えている課題なども話し合っていきましょうということで、そういったお

話をさせていただいて、自治会の方からもお話ししていただけるというようなことで話がまとまりましたので、

尐しずつではございますが、ざっくばらんにそういったところで役員の方々と私ども担当のほうで、まずはそ
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の地域で抱えてる問題、それから一緒にどのようにしていこうかというようなことを、モデル的に清原の地域

で、東京街道団地の自治会の方々と尐し進めていこうかなというふうに考えております。 

  また、私どもは元気ゆうゆう体操などを作成したときに、介護予防リーダーの養成も含めて、東京都の健康

長寿医療センターの方々とのおつき合いというのも引き続きさせていただいておりまして、その方々の研究の

フィールドとして、東大和のほうを一緒に共同研究という形で、今回いろいろと取り組みをさせていただいて

いるところでございます。来年度以降も、ぜひそういった形で研究のフィールドとして使わせてほしいという

ようなお話もいただいておりますので、そういったところの研究者の方々とも一緒になって、この東大和をど

うしていくかということを考えていきたいなというふうに思っております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 市だけがやるのではなく、いろんな方と一緒に、これから考えていくというようなこと

で、いろんな機関と、都とも連携をとりながらやっていくということで、非常にいい取り組みだなというふう

に感じました。 

  その東京街道団地の件なんですけれども、あのあたりは建て替えをして、あいている土地が以前から目につ

いているわけなんですけれども、以前も議会の中でも御質問が出ていたように思いますけれども、ああいった

土地を利用して高齢者のための施設ですとか、そういったことを、必要なものを都のほうに要請するような、

何か動きがあったら教えてください。 

○都市建設部長（内藤峰雄君） 東京街道団地のあいてる土地ということでございますけれども、現在、東京街

道団地につきましては、建て替え事業中ということになっております。東京都都市整備局のほうでは、そこに

今後どのような形で住宅建設を続けていくのか、また建て替えが終わった後、創出される用地についてどのよ

うな土地利用を図っていくかといったようなことの検討を現在しているところというふうに聞いておりまして、

まだその方針等、固まってないというところでございます。ただ、現在の都市計画の一団地の住宅施設の中で

は、住宅しか建設できない都市計画になっておりますので、今後、市として必要な、そういう高齢化に対応し

た施設等が可能になるようなものができるようにというようなことでは、要望していきたいというふうに考え

ているところでございます。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 新都知事も福祉に力を入れるというようなお話もあったと思いますので、積極的に進め

るチャンスだとも思います。ぜひそういった要望も積極的に行っていただきたいと思います。高齢者の方の支

援を考えるということは、高齢者の方だけではなくて、若い人にとっても将来、安心して老後を迎えられると

いうようなことにもなります。決して高齢者だけの問題ではありません。ぜひ、まちづくりの視点から、国の

指針を待つだけではなく、現在の資源も生かしつつ、東大和市としての地域包括ケアシステムの構築を進めて

いただきたいと思います。 

  以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（尾崎信夫君） 以上で、実川圭子議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 佐 竹 康 彦 君 

○議長（尾崎信夫君） 次に、20番、佐竹康彦議員を指名いたします。 

〔２０番 佐竹康彦君 登壇〕 
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○２０番（佐竹康彦君） 議席番号20番、公明党の佐竹康彦です。通告に従いまして、平成26年第１回定例会に

おける一般質問を行います。 

  今回、私は大きく４つの点にわたって質問をいたします。 

  １点目は、公民館でのゼロ歳児保育についてです。 

  社会教育機関としての公民館の重要性は、その講座やサークル活動に参加したことのある市民であれば等し

く感じているところです。学習内容はもとより、こうした活動を通じて地域の人的交流が図られることも、地

域コミュニティーの醸成という点からすれば大きな意味を持っています。その中で、市内在住の若い母親が公

民館事業に参加することで得られる教育的効果並びに人的交流の拡大は、社会教育法第20条にある公民館の目

的にもかなった事業効果であると考えます。しかし、現在、東大和市の公民館においては、活動に伴う保育室

利用が運営要綱において満１歳からとされており、ゼロ歳児を持つ母親が公民館での講座やサークル活動に参

加する際に困難を伴う事態があります。このことについては利用者側からも以前より指摘がなされており、教

育委員会としてもその要望は御存じであると思います。 

  先般、私は１月30日に中央公民館において、第30回公民館のつどいの保育分科会、プレ企画として開催され

た座談会、「公民館保育室の０歳児保育って必要？」に参加をしました。この座談会では、ゼロ歳児を持つ方

を含めた若い母親たちから、公民館活動をする上でのゼロ歳児保育の必要性について種々意見や感想が出され

ました。おおむね公民館でのゼロ歳児保育の必要性を認識し、その実現を求めておられると感じました。私自

身も、利用者のお声にじかに接し、改めて公民館保育室においてゼロ歳児保育は実施されるべきと考えます。

こうした立場から、次の質問を行います。 

  ①公民館事業におけるゼロ歳児保育の現状と課題について伺う。 

  ②他市の状況について伺う。 

  ③当市における公民館でのゼロ歳児保育の実施を望むがどうか。 

  ２点目は、（仮称）東大和郷土美術園と郷土博物館の今後の展望についてです。 

  東大和市の今後の文化行政の中で、（仮称）東大和郷土美術園の開設は、目玉事業の一つとして多くの市民

の関心と注目を集めています。東大和市の魅力を内外に発信する事業であり、着実に準備を進めていくことが

望まれます。教育委員会においては、平成23年度、24年度において用地買収を行い、整備事業を進めてきたと

ころです。これからは敷地や建物の整備とともに、その運営に関しても方針や具体的な事業内容についても、

これまでの実績を踏まえて、さらに議論を深め、開設へ向けて万全の体制を整えていただきたいと考えます。 

  そこで、以下について質問します。 

  ①（仮称）東大和郷土美術園の整備について。 

  ア、現在の整備状況はどうなっているか。 

  イ、今後の整備計画の工程と予算措置について伺う。 

  ②（仮称）東大和郷土美術園の運営について。 

  ア、美術園運営のための組織体制と人員の確保について伺う。 

  イ、作品や関連資料等の収集方針について伺う。 

  ウ、収蔵品の保管業務について伺う。 

  また、郷土博物館においては、その特徴であるプラネタリウムが、今月、リニューアルオープンをすること

になっています。私どもの会派から、同僚の議員が平成22年第４回定例会において質問をし、プラネタリウム
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の今後の活用等についてリニューアルの必要性についても求めてまいりました。今市長が進める観光施策にお

いては、郷土博物館もまた市内外から多くの方に訪れていただくための重要な拠点の一つであろうと考えます。 

  そこで、今後の郷土博物館の運営に関して、以下について質問します。 

  ③郷土博物館の業務について。 

  ア、リニューアルオープンするプラネタリウムについて、新投影機「メガスターⅡＢ」の性能とこれまでの

投影機との違い、リニューアルによる効果はどの程度期待されるものか。 

  イ、郷土博物館の常設展示の内容の更新について伺う。 

  ウ、（仮称）東大和郷土美術園との連携について。 

  ａ、美術園が収蔵する作品を常設展示してはどうか。 

  ｂ、両施設の利用者がともに増加するような連携事業としてどのようなものが考えられるか。 

  ３点目は、子ども読書活動推進計画についてです。 

  公明党は、従来より青尐年期における読書の重要性に鑑み、子ども読書活動推進計画の策定を要望してきま

した。東大和市においては、それまでの読書活動における多くの成果を踏まえ、昨年度末にこの計画を策定し、

今年度より計画に基づく形で取り組みを開始されました。１年が経過をし、その成果と次年度以降の展望を確

認するため、次の質問を行います。 

  ①今年度における取り組みの成果について伺う。 

  ア、「家庭・地域」における成果。 

  イ、「学校」における成果。 

  ウ、「市立図書館」における成果。 

  エ、「子どもの読書活動を支える人たち」における成果。 

  ②平成26年度以降の展望を伺う。 

  ア、「家庭・地域」における展望。 

  イ、「学校」における展望。 

  ウ、「市立図書館」における展望。 

  エ、「子どもの読書活動を支える人たち」における展望。 

  ４番目は、市内都有地の活用についてです。 

  先般、行われました東京都知事選挙において当選を果たしました舛添要一新都知事が、都有地の利活用を推

進していく旨の発言をしたということが、各メディアにおける報道において散見をされました。都有地の有効

活用は、住民や当該自治体にとって多くの利益を享受することのできる事業です。東大和市にも、いまだ未活

用のままの都有地は幾つかありますが、その中で向原地区と中央地区にある都有地に関して以下の質問をしま

す。 

  ①向原地区にある都有地について。 

  ア、都営アパート高層化後の空き地の開発について。 

  ａ、戸建て住宅建設の進捗状況はどのようになっているか。 

  ｂ、市としてどのような働きかけが行われているのか。 

  ②中央１丁目にある都有地について。 

  ア、小規模特養ホームの計画頓挫後、どのような計画があるか。 
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  イ、市としてどのような考えを持ち、都と交渉しているのか。 

  この場での質問は以上とし、再質問につきましては御答弁を踏まえまして自席にて行わせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

〔２０番 佐竹康彦君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、公民館でのゼロ歳児保育の現状と課題、他市の現況、当市におけるゼロ歳児保

育実施の考えについてでありますが、公民館保育室は幼児の保護者に対して、公民館主催事業及び公民館施設

を利用した学習、文化活動に参加しやすい環境を整え、当該保護者の社会教育活動の振興を図ることを目的に

設置しております。保育つき講座や幼児の保護者などのグループ活動等において、御利用をいただいていると

ころであります。詳細につきましては、教育委員会から説明をお願いします。 

  次に、（仮称）東大和郷土美術園の整備についてでありますが、平成23年度及び平成24年度で美術園用地の

取得を終え、現在は吉岡画伯の作品等の目録の作成を行っているところであります。美術園の整備に関しまし

ては、平成６年度に有識者による検討委員会から、（仮称）東大和郷土美術園の設立についての提言が提出さ

れております。提言から20年が経過をし、市を取り巻く状況も大きく変化しておりますので、美術園の整備に

当たっては提言の趣旨を生かしながらも、整備内容の見直しが必要であると認識しております。なお、詳細に

つきましては教育委員会から説明をお願いします。 

  次に、（仮称）東大和郷土美術園の運営についてでありますが、現在、春と秋の年２回、吉岡堅二画伯の作

品展示を兼ねた特別公開を実施しております。また特別公開に合わせ、郷土博物館職員により、お庭ガイドや

お家ガイドを実施し、作品だけでなく庭園や建物の魅力もお伝えしているところであります。美術園の本格整

備にはまだ時間がかかることから、当面は公開日数をふやすことで施設の運営を図ってまいりたいと考えてお

ります。なお、詳細につきましては教育委員会から説明をお願いします。 

  次に、郷土博物館の業務についてでありますが、「狭山丘陵とくらし」をテーマに、平成６年度にオープン

した郷土博物館は20周年を迎えます。建物は常設展示室、企画展示室、プラネタリウム等で構成されておりま

す。平成24年度は４万7,000人の方々に御来館いただき、そのうち１万5,000人の方々にプラネタリウムをごら

んいただきました。平成26年３月15日には、プラネタリウム投影機をリニューアルすることで、市内だけでな

く市外からも多くの方に来館いただけるよう、郷土博物館事業の充実に努めてまいりたいと考えております。

なお、詳細につきましては教育委員会から説明をお願いします。 

  次に、子ども読書活動推進計画についてでありますが、この計画は子供の読書活動を支援する取り組みを体

系化し、家庭、地域、学校、図書館等が相互に連携して、社会全体で子供の読書環境の整備を図っていくため、

平成25年３月に策定したものであります。今年度における取り組みの成果につきましては、５年間の計画の初

年度に当たることから、まず各方面への計画の内容を周知したところであります。平成26年度以降の展望につ

きましては、子供にかかわるさまざまな機関が連携し、子供が読書に親しむ環境をより充実されることができ

るよう取り組んでまいりたいと考えております。なお、詳細につきましては教育委員会から説明をお願いしま

す。 

  次に、東京都が向原地区で計画している都有地の活用についてでありますが、東大和市向原地区プロジェク

トにつきましては、東京都が平成23年12月に事業予定者及び次点を決定し、協定締結に向けた手続を進めてお

りました。しかし、事業予定者の構成員を含む複数の企業の施行した建築物において、建築基準法違反の事例
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が判明したことから、東京都は平成24年11月に事業者決定手続を取りやめ、一連の問題の整理が終わった時点

で再度本プロジェクトを進めるとの表明を行いました。東京都都市整備局によりますと、現時点でその状況に

変わりはないとのことであります。 

  次に、東大和市向原地区プロジェクトに対する市の働きかけについてでありますが、市といたしましては情

報提供を求めるとともに、状況を注視しているところでありますが、このプロジェクトが定期借地権制度を活

用し、価格を抑えた高品質な住宅の供給や住宅のＣＯ２排出量の削減を図り、地球温暖化対策に取り組むとい

った特色ある事業であることから、市民の関心も高いものと考えております。 

  次に、中央１丁目の都有地活用についての今後の計画でありますが、特別養護老人ホームの入所待機者の解

消を図ることを目的として、小規模特別養護老人ホームの整備事業者の公募を実施いたしましたが、施設経営

が困難との理由により、応募辞退という結果となりました。今後の計画につきましては、別の地域密着型サー

ビス施設の整備を検討しているところであります。 

  次に、市の考えと東京都との交渉についてでありますが、当該都有地を活用して当市の高齢者福祉施策の推

進に資する地域密着型サービス施設を整備する必要があると考えております。なお、施設の整備につきまして

は、東京都から施設の種別に制約が設けられております。それらを考慮する中で、今後の東大和市における要

介護高齢者の状況等を勘案し、整備の必要性を見込みながら東京都と調整しているところであります。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○教育長（真如昌美君） それでは、公民館事業におけるゼロ歳児保育の現状と課題について御説明を申し上げ

ます。 

  公民館の保育室は、東大和市立公民館保育室運営要綱の規定に基づき運営しているところであります。この

要綱、第２条におきまして、保育室で保育する幼児は満１歳から小学校就学前までと規定しており、ゼロ歳児

の利用はできないのが現状であります。また、ゼロ歳児保育を実施する場合におきましては、ゼロ歳児保育に

かかわる保育室の環境整備、保育士の配置基準の見直し等が課題になると認識しております。 

  次に、他市の現況についてでありますが、東京都公民館連絡協議会に加盟する12市の公民館保育室の利用に

おける年齢条件は、首が据わってからが２市、満４月以上が１市、満６月以上が３市、満８月以上が１市、満

１歳以上が当市を含めて３市、満１歳３カ月以上が１市、特に定めのない市が１市という状況になっておりま

す。 

  次に、当市における公民館でのゼロ歳児保育実施の考え方についてでありますが、公民館講座等への参加機

会の提供、また子育て支援の観点からも公民館におけるゼロ歳児保育の必要性は認識しているところでござい

ます。一方、先ほど答弁いたしましたように、ゼロ歳児保育の実施に当たりましては、解決すべき課題もあり

ますことから、今後検討してまいりたいと考えております。 

  次に、（仮称）東大和郷土美術園の現在の整備状況でありますが、美術園の整備に向けましては、施設面の

改修も視野に入れる必要がございますが、現在は吉岡堅二画伯のお父様の華堂画伯の作品を含めた電子データ

による目録の作成に努めているところであります。本年２月現在、日本画、素描、スケッチブックなど、堅二

画伯の作品956点、華堂画伯の作品630点をデータ化しましたが、スケッチブックの内容の確認作業などが残さ

れており、作品総数の把握までは至っていない状況であります。 

  次に、今後の整備計画の工程と予算措置についてでありますが、ただいま答弁しましたとおり、現在スケッ
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チブックの内容も含め、全作品のデータ化に重点を置いて作業を進めておりますが、同時に吉岡堅二画伯が海

外等で収集されたお皿や陶器などのコレクションも多数ございますので、こちらのデータ化も進めております。

そのため、当面はこうした基礎的なデータ整理を中心に進めてまいりたいと考えております。また予算措置に

つきましては、平成25年度より計画的に毎年３点ほどの日本画の額装の予算を計上し、堅二画伯の作品の収集

に努めているところであります。 

  次に、美術園運営のための組織体制と人員の確保についてでありますが、郷土博物館では昨年８月に日本画

を専攻する学芸員資格を有する嘱託員を採用し、吉岡堅二画伯の作品の収集及び展示等に関する体制を充実い

たしました。その結果、昨年10月の郷土博物館での新しい収蔵品を中心とした企画展示や、うま年のことしに

ちなんだ馬の素描展など、通常の年２回の美術園の特別公開に加え、新たな事業を実施することができました。

今後も引き続き事業の充実を図ってまいりたいと考えております。 

  次に、作品や関連資料の収集方針についてでありますが、これまで御説明してきましたとおり、現在は吉岡

堅二宅にある作品等を全てデータ化すること及び日本画の額装による計画的な作品収集に力を注いでいるとこ

ろであり、吉岡画伯が所属しておりました創画会などの関連資料等の収集につきましては、その後の課題であ

ると認識しているところでございます。 

  次に、収蔵品の保管業務についてでありますが、現在、吉岡堅二画伯の御子息が所有する全ての作品は、温

度、湿度を管理できる郷土博物館の特別収蔵庫に保管されております。今後は御家族の御意向を踏まえながら、

作品の寄贈、寄託に向けた調整を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、郷土博物館の業務につきまして、新投影機メガスターⅡＢの性能とこれまでの投影機の違いでありま

すが、これまでの投影機が6,500個の投映星数に対しまして、新しい光学式の投影機メガスターⅡＢは最大

1,000万個の星を映し出し、天の川まで星で表現することができます。また、同時に導入する全天周デジタル

プラネタリウムのステラドーム・プロでは、紀元前10万年前から、この先、西暦10万年までの間の天文現象を

シミュレーションすることが可能となり、学習投映などで大きな力を発揮することが期待されております。 

  次に、リニューアルによる効果はどの程度期待できるかについてでありますが、リニューアルによるオープ

ニングイベントにつきましては、３月15日から３月30日までの間、デモ投映を含む番組投映のほか、講演会や

演劇、企画展示など、さまざまな事業を予定しております。イベント中の来館者は約3,000人を見込んでおり

ますが、イベント終了後も最新鋭のプラネタリウム投影機を積極的にＰＲし、市の内外から多くの方々に来館

していただけるよう努めてまいりたいと考えております。 

  次に、郷土博物館の常設展示の内容の変更についてでありますが、郷土博物館の常設展示室につきましては、

平成６年度の開館以来、基本的には大幅な変更はしておりません。開館して20周年を迎えますことから、今年

度、常設展示室入り口にある市全域の航空写真及び常設展示室内の映像スクリーンをリニューアルいたしまし

た。今後は現在展示中の「はこぶ民具」部分のリニューアルを初め、適宜内容の変更をしてまいりたいと考え

ております。 

  次に、（仮称）郷土美術園との連携についてでありますが、１点目の美術園が収蔵する作品の常設展示につ

きましては、先ほど申し上げましたとおり、うま年のことし、郷土博物館のロビーで馬の素描展を行いました。

盗難等の心配から作品そのものは展示することができないため、今回はカラーコピーという形で展示を行いま

したが、来館された方々からは大変好評をいただきました。そこで、郷土博物館２階の常設展示室内にある畳

部分のスペースを吉岡堅二コーナーとして、プラネタリウムのリニューアルオープンに合わせ整備する準備を
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進めております。 

  次に、２点目の両施設の利用者がともに増加するような連携事業についてでありますが、郷土博物館２階の

常設展示室内に吉岡堅二コーナーを常設することで、例えば（仮称）東大和郷土美術園の特別公開の紹介や関

連の企画展示を行うことも考えられますので、相乗的なＰＲ効果が得られるよう努めてまいります。 

  次に、子ども読書活動推進計画の今年度の取り組みの成果及び平成26年度以降の展望についてでありますが、

東大和市子ども読書活動推進計画は、子どもの読書活動の推進に関する法律を根拠とし、第四次基本計画や第

二次東大和市生涯学習推進計画との整合性を図りながら、東大和市全体で子供の読書活動を支援し、推進する

ための計画として策定いたしました。 

  １点目の今年度における取り組みの各分野での成果についてでありますが、この計画は平成25年度から平成

29年度の５年間の計画で、今年度から取り組みを開始いたしました。詳細な成果につきましては、庁内に東大

和市子ども読書活動推進計画連絡会議を設置し、来年度以降、計画の推進状況調査を実施するなどして進行管

理を行いたいと考えております。現時点で捉えている成果につきましてでありますが、いずれの分野について

も計画の存在を周知し、意識啓発に努めたところであります。個々の分野について申し上げますと、まず家庭、

地域の分野においては、計画の策定についてＰＲを行うとともに、公共施設に計画書を配布し、子ども読書活

動の推進の重要性について意識啓発を図りました。学校の分野におきましては、学校図書館と市立図書館が連

携して子ども読書活動を推進するため、合同の研修会や交流会を実施いたしました。また市立図書館から各学

級や学校図書館への団体貸し出しや、出前おはなし会などを実施いたしました。市立図書館の分野においては、

対象別のお勧め本リストの作成、配布やおはなし会を実施いたしました。また「子どもの本の持つ力」と題し

た講演会を開催いたしました。子供の読書活動を支える人たちの分野においては、文庫や読み聞かせなどを行

っている方たちの活動の継続、充実のために、市立図書館を中心に活動の支援を行いました。 

  ２点目の平成26年度以降の展望についてでありますが、各分野の具体的な取り組み項目に着手し、関係機関

との連携を一層深め、子供の読書活動を推進してまいります。特に市立図書館においては、職員の資質向上や

ボランティアの育成を図り、学習参考書や問題集等の対象外資料の収集や子供向けホームページの開設、小学

生向け絵本リストの作成などを検討してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（尾崎信夫君） ここで10分間休憩いたします。 

午後 ４時３５分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ４時４５分 開議 

○議長（尾崎信夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、あらかじめ会議時間の延長を行います。 

○２０番（佐竹康彦君） 御答弁ありがとうございました。 

  それでは、順次再質問をさしていただきます。 

  まず、１点目の公民館でのゼロ歳児保育について伺います。 

  先ほど壇上でも述べましたけれども、１月30日に開かれましたゼロ歳児保育の座談会には、国分寺市の並木

公民館の館長が来られておられまして、公民館の保育室におけるゼロ歳児保育の実際について、大変示唆的な

お話をしてくださいました。その場では、中央公民館の館長も参加をされておられましたし、また途中からは
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尾崎市長も来ていただいて、その場についてさまざまな御意見を直接伺っていただいたところでございまして、

内容については既に御存じかというふうに思います。国分寺市のやり方云々はまた別といたしましても、その

中で特に公民館におけるゼロ歳児保育について、次の点を強調されておられたのが印象的でございました。 

  それは、公民館として全ての市民に対して、いつでも学べるという学習権を保障しなければならないという

ことでございました。これがまずもって、このゼロ歳児保育をしていく大きな意義ではないかということで、

私は感じたところでございます。それとともに、また保育室の３つの指針といたしまして、１つ、親も子供も

地域での仲間をつくる。２つ目、子供の育つ力を支えていく。子供が自立していく力をつける。３点目として、

これからの自分の生き方を考えるということでございまして、非常に今後の当市の保育室の運営についても、

重要な指摘であろうというふうに私は思った次第でございます。 

  女性にとりまして、子供を産み育てるということは、人生の大きな転換点といいますか、ターニングポイン

トとも言えるものでありますし、特に働く女性にとりましては、産休、育休のときに、ふだん過ごす時間の尐

ない居住している地域でさまざまな経験のできる貴重な機会になっております。こうした時期に公民館の講座

やサークルで、それまで触れることのなかった新しいことを学ぶということは、これまでにない視点を獲得し

て、その後の生活や仕事に臨むことができるということで、大変重要なことであろうというふうに思います。 

  また、若い多くのお母さんたちは、東大和市で生まれ育ったというよりも、他の地域から結婚を機に東大和

市へ越してきた人たちがほとんどであろうというふうに思われまして、地域の知り合いもほとんどいないので

はないかなというふうに推察をいたします。まして同世代の人たちと知り合う機会も限られております。それ

が公民館での活動に参加することで、同世代の多くの人たちと知り合い、人脈もつくることもできます。これ

は自治会などとはまた違った地域コミュニティーのあり方として、本人の地元への愛着も深まりますし、また

地域の活動にさらに目を向けていくきっかけにもなるものだというふうに確信をしております。 

  こうしたことを考えましたときに、公民館保育室での保育対象が、現在の要綱で満１歳以上というのは、ゼ

ロ歳児を持つ方たちの学習権や地域コミュニティーへの参加の機会というものに対して、配慮が欠けているの

ではないかというふうに考えるわけであります。実際、利用者の方からは、ゼロ歳児を持つ母親も等しく学ぶ

機会を与えられ、またそれを選択できたらいいなと。職業を持つ母親も、育休中に地域とつながることのでき

る機会があるといいなと切に願っています。こういったお声もお聞きしました。こうしたお声を聞きますと、

やはり公民館のそのものの使命という点からも、ゼロ歳児保育というものが実施されるべきであろうというふ

うに私は考えております。 

  そこで、御答弁いただきましたものを踏まえまして、何点か確認をさしていただきたいと思います。 

  まず現在、ゼロ歳児を持つ方が、この公民館の事業に参加するときには、どのような対応がとられておられ

るのでしょうか。 

○中央公民館長（福島啓二君） 現在、ゼロ歳児を持つ方が公民館事業に参加するには、どのような対応という

ことでございますけれども、公民館講座におきましては、当該講座の講師の了承を得て、ゼロ歳児同室で、だ

っこするなどしまして講座に参加した例が過去にあったと聞いております。また、一部の公民館ではございま

すけれども、平成25年度におきましてゼロ歳児を含む親子を対象にした講座を実施し、一部は親子同室で講座

を受講されたというようなことがございました。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） ゼロ歳児と同室でということなんですけれども、そうしますと非常に、同室というこ
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とは親としても安心である反面、学習に集中できるかどうかというと、非常に難しいところがあるのかなとい

うふうに感じております。実際ぐずり出したら、その学習の場に与える雰囲気も悪くなってしまいますし、そ

の部屋も出ていかなければいけないような事態もあるのではないかなというふうに思われるわけであります。 

  また、次に公民館サークルに所属されてる方々から、以前よりこの件について、保育室でゼロ歳児保育を実

施してほしいという要望が出ているかというふうに思っております。これ何年前から、こうした要望が続いて

いるのか、その内容どのようなものであるのか、教えていただけますでしょうか。 

○中央公民館長（福島啓二君） ゼロ歳児の保育に係る要望としまして、かなり以前から出されていることは承

知しております。文書保存年限の関係で、現在、現有する要望書は平成20年度に受理したものが一番古いもの

となってございます。要望書の内容につきましては、これは平成25年度に受理した要望書の内容でございます

けれども、大きく「ゼロ歳児保育を要望します」といたしまして、①としてゼロ歳児保育の早期実現、②とし

て中央・单街・上北台公民館でのゼロ歳児の親子の学習の場として親子講座の開催、③といたしまして通常の

保育室利用のないときに公民館の活動周知につながる活動として、保育室の紹介が目的でのゼロ歳児親子の保

育室母子同室利用、以上の要望内容となってございます。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） ありがとうございます。 

  文書保存の関係で、平成20年からということでありましたけども、座談会に参加された方からお聞きします

と、10年ほど前からこの要望を出し続けているということで、そのたびに実現は先延ばしにされているという

ことで、また大変具体的な内容の提言もされていらっしゃるということで、大変その御利用されてる方からす

れば、このゼロ歳児保育ということ、非常に重要なことであるというふうに考えられていらっしゃいますし、

また要望も強いと。１年、２年で要望を終えるんではなくて、聞いたところによれば10年続けてやっていると

いうことで、大変切なる願いがあるのではないかなというふうに考えております。 

  そうした中で、大変長年にわたってあの要望が出されているんですけれども、当市においてこれが実現に至

らなかった理由はどのようなことでありますでしょうか。 

○社会教育部長（小俣 学君） 公民館でのゼロ歳児保育の要望についてでございますけども、これまで長く要

望いただいてきてるというのは承知しております。そういう中ではありますけども、先ほど教育長の答弁から

もさしていただいたところでございますが、ゼロ歳児の保育を実施するためには、安全を確保するための保育

室の環境整備、それから保育者の配置基準の見直し、そして保育室の定員の見直し、そして保育者の確保、そ

して保育者の理解等が課題となっておりまして、その課題が解決できていない状況でありましたので、現在ま

で実施に至ってないという状況でございます。 

  以上です。 

○２０番（佐竹康彦君） それぞれ非常に克服するの─課題解決するのにも、ちょっとすぐにはいかないの

かなというふうには感じますけれども、こういったことについて、当事者の方との定期的な話し合いの場とい

うのは設けられているのでしょうか。その場でこうしたほうがいい、ああしたほうがいいという意見もお聞き

になることもできるかと思うんですけれども、こういった場は設けられているのかどうかお聞かせください。 

○中央公民館長（福島啓二君） 公民館の利用者の連絡等、円滑に行うため、また公民館保育室を通して学習向

上を図ることを目的といたしまして、ゼロ歳児に特化した話ということではございませんけれども、保育室利

用者、保育者、公民館職員で構成する保育室を考える会を定期的に開催しているところでございます。ちなみ
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に、平成24年度におきましては、年間８回ほど開催したところでございます。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） ありがとうございます。 

  そうした場を持って、実際の意見も聴取し続けておられるということと、またこういった課題を解決するに

向けて、当事者の方からのいろんなアイデアもお聞きする場面も多いんではないかなというふうに思うわけで

す。特に私、感じますのは、やはり保育者の確保が非常に大きな課題だというふうに思っております。保育室

の環境整備ですとか配置基準の見直し等につきましては、また条例を変えるとか、簡卖ではないですけれども、

割とクリアしやすいのかなと思いますけれども、この保育者の確保、これが一番大きな課題なのかなというふ

うに考えております。その確保に向けて、やはり予算をつけるということですとか、仮についたとしても、募

集してもなかなか人が集まらないと、こういった状況があるのかどうか、この点について確認いたします。 

○社会教育部長（小俣 学君） 保育士の確保についてでございますけども、尐し現状についてお話をさしてい

ただきますけども、現在は11人の臨時職員として雇用をしているところでございます。その中で公民館の自主

グループの保育というのも別にございますけども、そちらに支障があるなどのときには、そちらのほうにも協

力していただいてると、そんな状況が今ございます。現在は募集については行っていない状況ではございます

けども、今後ゼロ歳児保育を実施するということになれば、必要な人数を把握した上で、その人数の確保に向

けて募集等を行っていく必要があるというふうに考えております。それにあわせてになりますが、予算措置に

向けても、そちらの保育者の配置をふやす関係で、予算措置のほうも必要になってくるというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○２０番（佐竹康彦君） ありがとうございます。 

  やるとしたら予算も措置するし、募集にもしっかり力を入れるという御答弁であったかと思います。現状と

課題ということでございましたけれども、やはり現状としてはゼロ歳児保育を望む方が多い中で実施できない、

それは環境の整備等々、また保育者の配備、また人数を変えなきゃいけない、またはそういったさまざまな課

題があるということで認識をさしていただきました。 

  次に、②の他市の状況なんですけれども、他の自治体においては、これらの当市が課題として抱えているこ

とが、既に実施してるということは、クリアできているからだというふうに思っております。先ほど御答弁で

もございましたけれども、公民館の事業をしている12市のうちの１歳未満について実施してるのは、首が据わ

ってからという、非常に大変だろうとは思うんですけれども、早い時期から７市が、12市のうち７市、半分以

上でございますね。１歳以上が当市も含めて４市、定めがないのが１市ということで、定めなしを入れるかど

うかでまたちょっと数違ってきますけれども、尐なくとも半分以上の市については既にゼロ歳児保育を実施し

ていると。月が６カ月だったり８カ月だったりしますけれども、実施しているということでございまして、決

してできないことではないのかなというふうに考えております。その実施されてる自治体が、どのような方法

をとられているのか。国分寺市の例を言いますと、保育者が３対１の割合でついてるですとかいうふうな状況

があるんですけれども、当市として実施されてる市においてどのような方法をとられてるか、わかっていらっ

しゃったら教えていただければと思います。 

○中央公民館長（福島啓二君） 今発言の中に、国分寺市の例を挙げられたんですけれども、国分寺市の例を見

ますと、ゼロ歳児保育といって、当市の保育士と比べまして、余り大差はないというのが私の印象でございま
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す。また今質問者のお話にありましたように、ゼロ歳児保育を実施している市につきましては、当市がおおむ

ね４人に１人の保育士を配置しているのと違いまして、おおむね３人に１人の保育士を配置しているという状

況でございます。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） ありがとうございます。 

  環境整備については、当市ともさほど差はない。要は、やはり人の手当がどうかというところが重要なのか

なということが、今の御答弁で認識をさしていただきました。ぜひ実施に向けて御努力いただきたいというふ

うに思うんですけれども、行政として最低限、ゼロ歳児保育に向けて、ここまでなら準備、対応、現段階でも

可能だということはありますでしょうか。 

○社会教育部長（小俣 学君） ゼロ歳児保育に向けての準備並びに対応というようなお話でございますけども、

ゼロ歳児保育につきましては、先ほども申し上げましたが、保育室の環境や定員、配置基準など、保育者の配

置基準など検討していかなければならないことがまだまだ多いというふうに思っております。その準備段階と

いえると、私どもちょっと思っておりますが、26年度に入りまして、今子育て支援課のほうで進めております

「赤ちゃん・ふらっと事業」を中央公民館で進めていきたいと、実施したいということで準備をしているとこ

ろでございます。また、それにあわせて保育室があいている時間がございますので、そういうところを開放も

していけないかなというふうに考えておりまして、現在「赤ちゃん・ふらっと事業」とあわせて、そういうゼ

ロ歳児保育に向けた準備といえるような、そういうことができないか、公民館のほうで検討しているところで

ございます。 

  以上です。 

○２０番（佐竹康彦君） ありがとうございます。 

  現状、ゼロ歳児保育、やるとしたら当然要綱のほうも変えていかなければいけないので、さまざまちょっと

手続もある中で、現状できることとしては「赤ちゃん・ふらっと」、これ中央公民館だけですかね。済みませ

ん。 

○中央公民館長（福島啓二君） 26年度においては、公民館で実施いたしますのは中央公民館だけで、市民セン

ターの機能を持つ上北台とか单街も、たしか予定に入っているというふうなことは聞いております。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） ありがとうございます。 

  市民センターの機能を持ってるところも含めて、じゃ３カ所は可能、またその保育室も開放していけないか

考えてらっしゃるということで、そういったことを尐しでもやっていただければ、このゼロ歳児を持ってらっ

しゃるお母様方も、尐しは利便性も向上していくのかなというふうに思います。ぜひ26年度実施をして、着実

に経験値を積んでいっていただきたいなというふうに思います。 

  もう一つ、環境整備ということは、先ほど館長、おっしゃっておられました国分寺市と大して差はないと、

大してないんだというようなところでございましたので、利用者が協力すれば、こういった環境整備について

も、簡卖ではないけれども、割と解決の糸口、見つけやすいのかなというふうに思っております。例えば赤ち

ゃんのミルクですね、お湯ですとか、そういったものはお母さん方に持ってきてもらうとか、赤ちゃんを寝か

しておくマットですとか、ちょっとした遊ぶ道具ですとか、そういったものについても持ってきてもらうとか、

そういった形で利用者が協力すれば、こういった環境整備の面でも解決できる課題あるんじゃないかというふ
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うに思いますけども、その辺の認識はいかがでございましょうか。 

○社会教育部長（小俣 学君） 環境整備を進めるに当たっての利用者の方の協力ということでございますけど

も、現状そのゼロ歳児保育をやるために、利用者の方に、ぜひこれをやってもらわなきゃできないんだとか、

そういうことの想定は今してない状況なんですけども、今後ゼロ歳児保育を進めるに当たっては、今、佐竹議

員が言われたような、例えばおむつ交換とか、それから授乳、それから持ってくる物についてとか、そういう

内容についてルールを決めて、それを守っていただいていくと、そういうことは御協力を求めていくというこ

とは出てくるかなというふうには思っております。 

  以上です。 

○２０番（佐竹康彦君） ありがとうございます。 

  先ほど定期的な話し合いの場も、先ほどの例ですと年８回設けておられるということでしたので、ぜひ当事

者の方の御意見、お聞きいただいて、尐しでもこのゼロ歳児保育実施に向けて歩みを進めていっていただけれ

ばなというふうに思います。 

  幾つか質問さしていただきましたけれども、先ほども申し上げましたけれども、若いお母さんたち、大変な

思いをしても学びたい、地域とつながっていたいという思いが強くございます。また実際、公民館保育室を利

用して１回きりの卖発の託児ではなくて、同じメンバーの集団で定期的に見ていただけるからこその学びがあ

るというふうに思っていらっしゃる方もいらっしゃいます。自分が学びたいから、自分の時間を持ちたいから

という理由だけでなく、子供の成長もあわせて図れ、そういった子供の成長を感じることができる公民館保育

の存在は貴重だといったお声もありました。また、妊婦の集まれる場は多いんだけれども、ゼロ歳児の親子が

集まれる場が尐ないんだということの御意見もございました。対象となる市民の数は、確かに多くはないかも

しれませんけれども、しかし１人の若い東大和市の市民が多くのことをこの公民館の場で学び、人と地域とつ

ながっていくということは、この東大和市の暮らしやすさを実感するということからも、大きな意味があると

いうふうに考えますし、またそれが地域コミュニティーを下支えし、活力あるまちづくりの基盤にもなるんで

はないかなというふうに考えております。今るるお聞きしました解決しなければならない課題、いろいろある

かと思いますけれども、どうか10年、検討してます、検討してますという形で先延ばしされてこられてますけ

ども、検討ばかりではなく、今言ったさまざまな、今できることを含めて実施に向けて大きな一歩を踏み出し

ていただきたいということを強くお願いをいたしまして、この質問を終了さしていただきます。 

  次に、２点目の東大和郷土美術園と郷土博物館の今後の展望についてお伺いをさせていただきます。 

  まず、この郷土美術園なんですけれども、先ほど現在の整備状況の中で、吉岡画伯とお父様の作品の目録を、

データをつくってらっしゃるということでございました。そういったソフトの面について、今現在の整備状況

を伺わせていただきましたけれども、ハードの面ですね、建物ですとか敷地の点、ここら辺の整備状況、現在

どうなっているかお聞かせいただければと思います。 

○社会教育課長（村上敏彰君） （仮称）東大和郷土美術園の整備につきまして、ハード・ソフト両面がござい

ますが、現在、平成６年の８月に、（仮称）東大和郷土美術園の設立についての提言というのが出されてござ

います。こちらの中では、ハード面につきましては母屋を改造すると、また展示公開施設を設置すると、また

収蔵施設も新設すると、このようなハードのものが盛り込まれてございます。またソフト面につきましては、

作品の収集、保管を行うとか、館長を初めとする常勤の職員を置くとか、そのようなことが書かれてございま

す。提言から20年が過ぎてございますので、その内容について趣旨を踏まえながら、ハード・ソフト両面から
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見直す必要があると、このように認識してございます。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） 20年がたって、まだまだやることがたくさん多いというようなことでございまして、

やらなければいけないこと、また20年たって考えを改めなければいけないこと、種々あるかというふうに思い

ます。ただこの平成６年の提言から20年ということで、通常こういったものを設立しようということでやる場

合に、もう尐し短い期間でやっていくんじゃないかなという印象を持ったんですけども、やはりちょっとお時

間をかけていただいてるのかなというふうな感じがいたします。 

  今後ぜひ、予算のこともあると思いますので、いろいろあるとは思うんですけれども、例えば吉岡画伯が

1990年にお亡くなりになってらっしゃいます。また、お生まれが1906年ということで、例えば生誕110周年を

目指してとか、1990年にお亡くなりになってるんで、没後30年を目指してとか、そういったこと、目標といた

しまして計画を進めていってはどうなのかなというふうに考えるんですけども、そういったタイムスケジュー

ルについて今考えてらっしゃることあるかどうかについてお伺いいたします。 

○社会教育部長（小俣 学君） ただいま吉岡画伯の没後30年とか、いろいろ切り口を、今お話いただいたとこ

ろでございますけども、なかなか一つ一つ、それぞれ高額になる、その施設の整備ですね─ことが考えら

れます。そういった中で、計画的にこれはもう開始をしていく必要があると。その都度その都度、修理、改修、

その都度予算化していくというのも非常に、じゃいつまでに、何があと残ってるんだって話にもなります。そ

ういうことも踏まえまして博物館を中心に、新年度に入りましたら関係課の協力を得て、美術園の問題点、そ

れから課題の洗い出し作業、必要な修理、改修などの洗い出し、そういうものを委員会を立ち上げて考えてい

きたいというふうに考えております。その中には、今の母屋の改修などももちろん入るわけですけども、その

検討結果を踏まえて計画的に予算のほう、担当のほうとも調整をしながら進めていく必要があるというふうに

思っておりますので、新年度入りまして早々に進めてまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○２０番（佐竹康彦君） ありがとうございます。 

  いつまでにというのは決められないけれども、問題点を洗い出して、なるべく早く進めていこうというお気

持ちがあられるというふうに認識をいたしました。予算ということで、部長のほうから御答弁いただきました

けれども、現在、文化施設事業費ということで、その予算でやってらっしゃるということでございまして、23

年度の決算ですと6,646万円、24年度の決算が3,438万円、25年度の予算書では222万円、26年度の予算案のほ

うでは230万円ということで大体、用地買収がありましたので、決算の額は置くといたしましても、やはり200

万円から250万円の間ぐらいで年間推移してるということで、やっぱり先ほどおっしゃっておられたような母

屋の改修ですとか、そういったまたデータの整備、収集、そういったものも含めますと、やはりこういった予

算、これから大きくなっていくのかなというふうに思います。 

  今御答弁では、その都度やっていくのではなくて、予算をつけて減らして、つけて減らしてというよりも、

ある程度まとまった金額をつけて事を進めていこうとされているのかなというふうに思ったんですけども、こ

の点についてどのようなお考えをお持ちでしょうか。 

○社会教育部長（小俣 学君） 先ほど新年度入りましてとお話をさしてもらいました。そういう関連部署の職

員の方に集まってもらって、そういう委員会をつくっていきたいと。これはいつまでにというのも、余り長く

できませんので、26年度中には方向性を出したいということで考えております。 
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  それで、予算の内容、関係でございますけども、現状では先ほどもお話ししましたとおり、年２回の公開、

それから美術作品の収集にかかる経費、それを盛り込んでいるという状況でございます。今後もその整備方針

を立ててまいりますので、その計画に基づいて、今後、予算の担当のほうともお話をして、実施計画等でお願

いをしていくと、そんなことで考えてるところでございます。 

  以上です。 

○２０番（佐竹康彦君） 承知いたしました。 

  その関連といいますか、予算の補完として、行政だけではなくて市民や有志の方から資金を提供してもらう

ような基金の設立という方法がありまして、大変有名な例で御存じかと思うんですけれども、愛知県の春日井

市などでは、市民メセナ基金条例、こういったものを制定をして資金の調達をしている。また山形県の鶴岡市

では、この市立の加茂水族館の改築事業におきまして、住民参加型の市場公募債「クラゲドリーム債」、こう

いったもので資金調達をしたという事例があるそうでございます。当市といたしましても、この通常の予算の

枠内だけではなくて、こうしたアイデアもとるということも、検討に値するんではないかなというふうに思い

ますけれども、この点について御所見がありましたらお伺いいたします。 

○社会教育部長（小俣 学君） 今議員のお話しをされました他県の基金など、そういう設立に向けてのお話な

んですけども、私どもでもそういう手法が必要になるのかなと思っております。整備方針はこれからというこ

とでお話ししたところでございますけども、建築から150年たつ母屋についての整備、それから常設展示に向

けて、あの場所に常設展示できるような施設が設置できるかどうかも含めてになってきますが、相当な金額が

今後もかかることが想定されます。こういう費用につきましては、当然のごとく一般財源だけではなく、国な

どの補助金の活用とか、当然そういうものも動向を注視してもちろんいくんですけども、今、佐竹議員のおっ

しゃった基金の創設や鶴岡市で行っております住民参加型の市場公募債などについても、参考にしながら研究

を重ねてまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○２０番（佐竹康彦君） ぜひ、検討いただければと思います。 

  次に、②について移ります。 

  美術園の運営の専任部署は、いつごろ立ち上がるのかというふうに質問させていただこうと思ったんですけ

ども、これまだまだ先で、まだ決まってないというようなことだと、先ほどのお話を受けて思いましたので、

それでそのスタッフについて、御答弁の中で学芸員、日本画を専任されてる学芸員を採用したということで、

ぜひその学芸員の力量を最大限に発揮できるようにバックアップしていただきたいというふうに思うんですけ

れども、この学芸員の方の力量、どのような観点でバックアップができるかどうか、この点について御確認を

さしていただければと思います。 

○社会教育課長（村上敏彰君） 郷土博物館では、東大和郷土美術園の運営整備に当たりまして、日本画の学芸

員を中心に、武蔵野美術大学の日本画学科と連携を図りながら事業を進めてございます。実は今年度の調査に

つきまして、作品調査につきましても、武蔵野美術大学の御協力をいただいております。この大学の名誉教授、

教授の中には吉岡画伯と親交が深かった方もおられますので、その方々の御指導を受けながら担当する学芸員

をフォローアップしていきたいと、このように考えてございます。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） 画伯と直接交友関係のあった方の指導を直接受けるということ、ぜひやっていただけ
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ればと思います。何にせよ、運営していくというのは、人がやはり大事な点になってくると思います。企画展

示にしろ、作品の保管にしろ、やはり学芸員の力というものは大きいというふうに思いますので、ぜひ行政の

ほうとしても、教育委員会のほうとしても、バックアップをしていただければなというふうに思います。 

  次に、作品の収集の点についてなんですけれども、吉岡画伯、またお父様の作品、こういったものを中心に

今後とも収集していくということで、関連の吉岡画伯が所属しておられた会派ですとか、そういったものにつ

いてはまた今後の検討課題というような御答弁の内容でございました。これについても、やはりそれは、まず

画伯の作品が、量が圧倒的に多いからそこまで手が回らない、今後の何十年後かの課題というふうに認識して

よろしいんでしょうか。 

○社会教育部長（小俣 学君） 吉岡画伯の作品の収集についてでありますけども、いろいろ収集したい気持ち

はあるんですけども、まずは手元にある─手元といいますか、実際、市内、市内といいますかね、吉岡画

伯のものとして、作品、わかってるものについてきちんと、まずは整理をしたいということでございます。 

  ちなみにではありますけども、吉岡画伯の作品については、書籍については、これまでも収集をしてきてお

ります。この収集した本、本や資料については郷土博物館の情報サービス室、２階の図書室になりますけど、

そちらのほうで保管をしている状況でございます。また昭和20年から30年代の「美術手帖」とか「アサヒグラ

フ」といった雑誌についても、吉岡画伯が載っているものについては収集をしてあるという状況でございます。

ですので、繰り返しにはなりますが、現状では手元の資料についてきちんと整理をすると、そちらのほうに努

めていきたいと思っております。 

  以上です。 

○２０番（佐竹康彦君） 了解いたしました。ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 

  作品の保管、先ほどの御答弁では、郷土博物館にきちんと、温度、湿度を管理してやってらっしゃるという

ことでございました。当然その作品の劣化についても、これはきちんと保証されてるといいますか、配慮され

てるということでよろしいんでしょうか。この点だけ御確認さしていただきます。 

○社会教育課長（村上敏彰君） 吉岡作品の劣化ということでございますが、これまで吉岡画伯の自宅のほうと

いうことで、常温の状態で保存されておりましたので、一部の作品につきましては劣化の跡を認めることがで

きます。しかしながら、現在は郷土博物館の特別収蔵庫のほうに入ってございますので、温度、湿度の管理が

できておりますことから、これ以上の劣化は相当程度は防げるんではないかなと、このように考えてございま

す。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） ありがとうございます。当市としては、この郷土博物館にきちんと保管をしていくと

いう方向でということでございました。 

  ちょっとこの質問を考える中で、多摩地域の他の自治体の美術館と共同で作品管理していく、収集する作品

も膨大ですし、収蔵庫も物理的な限りもあるので、美術館を持ってる他の自治体と連携をして、こういった作

品の保管を共同でやれないかなというふうに考えてみたんですけれども、こういった点についての御意見は何

かお持ちでしょうか。 

○社会教育部長（小俣 学君） 多摩地域のほかの美術館と共同で収蔵庫を確保するなど、方法によって作品を

管理していくことは、費用面や効率面を考えますと非常に有効な手段の一つであると思っております。しかし

ながら、吉岡画伯の御子息の御意向が、作品の保管については、できるだけ１つの場所で一括管理してほしい
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というお考えでございました。ですので、現状では今の郷土博物館の特別収蔵庫に一括管理して、管理してい

くことがベストではないかなというふうに考えてるところでございます。 

  以上です。 

○２０番（佐竹康彦君） 御子息の御意向もあるということで、ぜひこの作品の保管につきましては、細心の注

意を払っていただければなというふうに思います。 

  次に、３点、③について郷土博物館の件について移りたいと思います。 

  今回、プラネタリウム、リニューアルされるということで御答弁でもございました。大変性能の高いプラネ

タリウムということで大きく期待をさしていただきます。やはりこういったプラネタリウムを見ることで、地

元の東大和市の子供たちにも宇宙に対する目を開かせる、そういった大きな教育効果、また自然科学ですとか、

またプラネタリウムを、この性能のいいプラネタリウムを実現できるような、この技術工学、こういったもの

にも、ぜひ興味を持つ子供たちがふえていってほしいなというふうに思っております。 

  また観光の面でも、先ほど御答弁の中では、ぜひ市外から多くの人を呼びたいというようなお話でございま

した。種々どのくらいの利用者の増加を見込んでいるかということで、今回のイベントでも3,000名というこ

とで、プラネタリウムの年間利用者が１万5,000人の中で、このイベントの期間だけで3,000人ということで、

大変大きな成果を見込まれているんだなというふうに考えております。ぜひ、その目標を達成できるように、

準備万端整えて御尽力いただければなというふうに思います。 

  では、この新プラネタリウムのアピールですね、再度の答弁になると思うんですけども、今後どのようにし

ていくのか、御確認をさしていただければと思います。 

○社会教育課長（村上敏彰君） ３月15日にリニューアルオープンいたします郷土博物館のプラネタリウムにつ

きましては、先ほど教育長の答弁にございましたように、1,000万個の星空を映し出すとともに、天の川も一

つ一つの星が映せるという形で、職員の中では「天の川のせせらぎの音が聞こえてきそうな星空」と、このよ

うなタイトルはどうかというようなことを言ってる職員もございました。この高性能なプラネタリウムのアピ

ールですけども、全体の事業といたしましては記念講演とか、あと演劇等もございますが、この中には30分程

度のデモンストレーション番組を、職員が手づくりいたしましたデモンストレーション番組を数多く投映を実

施いたします。春休み期間中には、市内の小中学生の招待も考えておりまして、こうした機会を通じまして美

しい星空をアピールしてまいりたいと、このように考えてございます。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） 東京でも導入しているところが限られているものでございますので、ぜひ当市の大き

な魅力の一つとして、アピールをお願いしたいというふうに思います。 

  続きまして、博物館の展示内容についてお聞かせいただければなというふうに思います。 

  展示内容、教育長の御答弁で随時変えていくというようなお話もいただきました。確かに航空写真について

は新しいものだったんですけれども、中に入って展示を見ますと、昭和30年代のまちの風景と現在の風景、40

年代と現在の風景というような写真が並べてあったところの現在の風景も随分前の写真だったりしまして、こ

ういったことについても、ちょっと細かい点なんですけれども、御配慮いただければなと。より今のまちの姿

というものも感じられるのでないかなというふうに思っております。 

  更新という中で、施設の常設展示と関連いたしまして、館内の映像機器が利用できなくなっておりまして随

分たっている。修理もできないような状況だということでございました。映像資料の展示ということも、現在
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の博物館の中では大きなウエートを占めるものであるというふうに思いますので、こういったここの映像機器

の資料展示に活用できる映像機器ですね、こういったものをぜひ改修していただければなというふうに思うん

ですけども、これについてどのような費用が、どれぐらい予算がかかるのか、またその予定あるのかについて

お聞かせいただければと思います。 

○社会教育部長（小俣 学君） 郷土博物館の中２階になりますけども、西側の３カ所のビデオコーナーについ

てのお尋ねだというふうに思いますけども、ここでは博物館が過去に制作をした映像作品や、自然や歴史など

にまつわる100作品を見ることができる、そういう機器でございました。この手法がビデオテープということ

や、それから機器が非常に老朽化をしてしまったということもあり、現在は利用ができない状況でございます。

この機種、この映像の機器の更新に向けましては、これまでも見積もりをとって、ビデオテープじゃなくて、

最新の、最近のって言うんでしょうか、そういう機器に変えた場合、どういう金額がかかるのかって見積もり

をとった経過ございます。そのときには、そのときの金額ですけども、400万円弱ということで、非常にちょ

っと金額がかかるということでございました。そのことから比較的、その当時ですけども、他の設備の修繕、

更新を優先して改修などを行ってきたというところでございます。そういうことから、来年度以降については、

常設展示室の内容を見直しして、更新をしたいと考えておりますので、それとあわせて今後、年次計画の中で、

そういうビデオコーナーの改修についても考えていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○２０番（佐竹康彦君） 来館者の方が訪れて、修理できませんというような文言を見ますと、ちょっと残念だ

なというふうに思われると思いますので、ぜひこの点も御留意いただければなというふうに思います。 

  次に、東大和美術園との連携ということですけれども、常設展示を行っていくというような方向性を示され

ました。大変ありがたいなというふうに思います。やはりこの美術園については、ずっと長い間、待たれてる

方もいらっしゃると思いますので、こういった形で尐しでも吉岡画伯の作品に触れるということ、大変大きな

効果があるのではないかなというふうに思います。ぜひ、作品の保護等にも気をつけていただきながら、常設

展示、頑張ってやっていただければなというふうに思っております。 

  先ほど連携する事業の内容とおっしゃっておられたと思うんですけれども、具体的にこういった企画がある

とかということ、今現段階であれば教えていただければなというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。 

○社会教育課長（村上敏彰君） （仮称）東大和郷土美術園と郷土博物館の事業の連携ということでございます

が、現在のところ具体的に考えている事業はございません。しかしながら、吉岡堅二画伯の常設コーナーが展

示されますので、例えば郷土美術園の特別公開の情報を早く伝えるとか、逆に今度、郷土美術園の特別公開の

期間に、こちらのほうで特別企画展を行うとか、そういった形の連携が考えられるのではないかなと、このよ

うに考えてございます。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） ありがとうございます。ぜひ相乗効果が出るような企画を、大変ではあるかと思うん

ですけれども、企画をして、ぜひ示唆していただければなというふうに思います。 

  細かい点ですけれども、この２つの館、絵がそろったパンフレットの作成ですとか、ホームページ上での

大々的な相互の紹介、そういったものも、ぜひお考えいただければなというふうに思います。美術園にしろ、

また博物館にしろ、東大和市の魅力の大きな部分を占めておるわけでございますし、特にプラネタリウムにつ

きましては当市の強みでもありますので、ぜひこれらを大きく生かしまして、教育事業の発展、まちの活性化
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を進めていっていただきたいというふうに思っております。何とぞよろしくお願いいたします。 

  次の質問に移らせていただきます。子ども読書活動推進計画でございます。 

  先ほど教育長の答弁では、５年間の初年度において、まずは周知をしていくということでございまして、そ

れぞれ成果、展望という形で、私、質問項目をつくらせていただきまして、それぞれについて幾つか御紹介を

していただきましたけれども、いずれにいたしましても具体的に目に見える成果が出たとか、こういった点も

あるというよりも、まずはこの周知徹底を図る１年間であったということの御答弁であったかというふうに思

います。この周知徹底を経て、ことしからまたさらに連絡協議会等をつくって、次年度以降の検討をしていく

というようなお話であったかというふうに思います。その中で、幾つか気になる点について質問させていただ

ければなというふうに思います。 

  まず成果の点なんですけれども、アの家庭・地域における成果ということで、ブックスタート、この点につ

いての成果をどのように捉えておられるのか、お伺いさしていただければと思います。 

○中央図書館長（関田実千代君） ブックスタートの成果でございますけれども、この事業は平成14年度から実

施しておるわけでございますけれども、今年度は全18回を予定しておりまして、現在17回を実施しております。

17回までで延べ561組の親子にブックスタートパック、これは絵本が２冊入っておりますけれども、それを手

渡しております。成果といたしましては、絵本の持つ力、語りかけの大切さを親御さんに呼びかけたわけでご

ざいますけれども、それを伝えられたというふうに私たちは考えております。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） ありがとうございます。 

  このブックスタート、大変重要な事業であるというふうに思います。親子の触れ合いという観点からも、ま

た小さいうちから本に親しむという観点からも、非常に大事な事業であるというふうに思います。ぜひ、次年

度以降も引き続き力を入れていただきたいというふうに思います。私ごとですけども、うちの子も、この市の

ブックスタートでいただいた絵本、１歳、２歳のときに何回も何回も繰り返し読んで、暗記するぐらい利用さ

していただいたということがありまして、本当にありがたかったなというふうに思っておりますので、ぜひ力

を入れていただければなというふうに思っております。 

  次に、イの学校における点ですけれども、特に従前より言っております調べ学習について、その調べる学習

コンクールについて、今回の成果について把握してるところがあれば教えていただければと思います。 

○学校教育部副参事（小板橋悦子君） 図書館を使った調べる学習コンクールでございますけれども、今年度、

市内小中学校に応募を働きかけましたところ、小学生が46人、中学生が15人、合計で61人が作品を応募すると

いうような状況がございました。次年度以降は、さらに積極的に取り組みを学校を通して働きかけてまいりた

いと考えております。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） その応募された中で、何か特別に賞をとられたというような方はいらっしゃいますか。 

○学校教育部副参事（小板橋悦子君） 残念ながら今年度は、入賞作品はございませんでした。ただ、今回はこ

の調べる学習コンクールというものがあるということが周知できたと考えておりますので、来年度以降も引き

続き応募について働きかけたいと考えております。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） ぜひ、よろしくお願いをいたします。 
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  あともう一点、学校の中で、各機関とどのようなネットワークをつくってきたかということで、特に市立図

書館とのネットワーク、どのような構築をされてこられたのかについてお伺いをいたします。 

○学校教育部長（阿部晴彦君） 特に公立の図書館との関係で申し上げますと、集団の貸し出しへの御協力をい

ただいたり、また子供が本に、あるいは図書館に親しむということの観点から、小学生の見学、あるいは読み

聞かせ、先ほどもありましたが出前おはなし会などの御協力という形で連携をしてまいりました。またもう尐

し、期間というわけではございませんが、尐し広めに考えますと、学校の図書館には地域のボランティアの方、

保護者の方も含めまして多くの方に支えられていただいておりまして、図書の整理ですとかディスプレーで、

子供たちが本に関心を寄せるような、手にとってみたくなるような、そういう創意工夫をたくさんしていただ

いております。また今年度に関しましては、家庭向けに、保護者向けに「東大和市家庭学習の手引き」を発行

いたしました。その中にも、図書に親しんでいくという観点での記載がございます。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） ありがとうございます。 

  ボランティアの取り組みということも、非常に大きな点であるかというふうに思います。ある調査によりま

すと、これは本当かどうかはあれですけれども、親が本に親しんでる子の成績は他に比べて比較的高いという

ような話もありまして、まして大人がしっかり本に親しんでいるというのを子供たちに見せるということも、

非常に重要なのかなというふうに思います。ぜひ、今後とも力を入れていっていただければなというふうに思

います。 

  ちょっと時間もあれなんで、市立図書館については、特に職員の研修についてどのような、この子ども読書

活動推進計画の中に生かされるような職員の研修、どのようなことがなされたのかについてお伺いをいたしま

す。 

○中央図書館長（関田実千代君） 職員の研修につきましては、図書館内部でも研修を行っておりますけれども、

外部ですね、都立図書館や国会図書館が主催する研修や、東京都市町村立図書館長協議会の担当者会等にも積

極的に参加をして、情報共有や研修を行っております。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） ありがとうございます。 

  先ほど郷土博物館のところでも申し上げましたけれども、やはり運用を担っていく人の力量というものが、

こういった事業には如実に反映してくるのではないかなというふうに考えております。今後とも、ぜひ機会を

捉えて多くの研修に参加をし、見聞を広めていただいて、新しいチャレンジを、特に子供さんに対する新しい

チャレンジですね、図書館においてやっていただければなというふうに思っております。 

  次に、エはちょっと飛ばしまして、今後の展望の中で家庭・地域ということで、幼稚園、保育園また児童館、

学童保育所の蔵書の充実、環境整備について何か考えていることありましたら教えていただければと思います。 

○中央図書館長（関田実千代君） 私どもの市立図書館から、新刊や基本図書となる資料のリストを提供するこ

とによって、読書環境や蔵書の充実を働きかけていきたいと考えております。また、それぞれの施設等で、読

書や本に関する事業を行う場合、図書館職員が出向いて協力するということも検討してまいりたいと思います。 

○２０番（佐竹康彦君） ありがとうございます。 

  その図書館の職員の方の協力というところ、非常に重要であるというふうに思います。やはりこういった児

童施設の職員の方、さまざまな職務で忙殺されている部分もございますので、ぜひバックアップをしていただ
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ければなというふうに思います。 

  次に、イの学校の展望の中で、市内の学校でもやられておりますビブリオバトルでございますけれども、こ

れを市内各校にぜひ全展開していっていただければなというふうに思います。読書をするということが前提の

このビブリオバトルでございます。また、自分が得たものを外に、アウトプットしていくという点でも非常に

有効なものであるかなというふうに思います。この点についてのお考えをお聞かせください。 

○学校教育部副参事（小板橋悦子君） 今議員のほうからお話をいただきましたように、既に市内の中学校にお

きまして、ビブリオバトルなど読書の推進活動に取り組み、生徒の未読率、読書をしないという生徒の数を減

尐させて、また本が嫌いと答える生徒数を減尐させたというような事例がございます。このような成果や取り

組み方法をほかの学校にも広めて、その学校や学年に応じた読書に関する取り組みが推進できるよう、働きか

けてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） ぜひ一点突破、全面展開をよろしくお願いいたします。 

  次に、市立図書館の中で、今後の展望の中で、障害のあるお子様に対しての利用拡大、どのようなことを考

えておられるのかお伺いをいたします。 

○中央図書館長（関田実千代君） 障害のあるお子様に関しては、ボランティアグループの方の御協力のもと、

布の絵本の充実や、また点字つきのさわる絵本等、障害を持ったお子様が利用できるような資料の充実を図っ

て、それについてもＰＲしてまいりたいと考えております。 

○２０番（佐竹康彦君） 布の絵本、さわる絵本って、大変いい取り組みだなというふうに思います。ぜひ充実

させていっていただければと思います。これゼロ歳児、１歳児のお子様も、こういったもの大変興味を持って

見ると思いますので、ぜひ充実をさしていただければと思います。 

  次に、エのところですけれども、各地域文庫、家庭文庫、また各グループへの支援体制、先ほどもお話ござ

いましたけれども、具体的にどのような方法をとられるのかお聞かせください。 

○中央図書館長（関田実千代君） 私どもの周りにいらっしゃる文庫の方、読み聞かせのグループの方、あと子

供のほうのいろいろ研究をされてるグループの方、さまざまいらっしゃいますけれども、そのグループの方と

のやりとりの中で、御要望を把握して、さまざまな団体貸し出し等で協力をしたりとか、あと研修を行う、あ

とは共同の事業を開催する、こういう形で支援をしてまいりたいと考えております。 

○２０番（佐竹康彦君） ありがとうございました。 

  今何点かにわたってお聞きしましたけれども、いずれにいたしましてもこの計画、始まったばかりでござい

まして、読書の推進という息の長い取り組みでございます。一朝一夕に成果が出たり、新しい展望が急に開け

たりということはないかもしれません。この計画を着実に進めることで、そうした成果、新たな展望、開けて

いくことを望んでおりますし、今御答弁をお伺いしまして、大変力強く取り組んでいらっしゃるということは

よくわかりましたので、引き続き力を傾注して取り組んでいただければなというふうに思っておりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

  この質問は、これで終わりにさせていただきます。 

  続きまして、４番目の市内都有地の活用についてお伺いをさせていただきます。 

  向原地区における都有地の活用ということで、現状、今までの計画は、基本的に変わってないというような

御答弁でございました。実際この空き地については、ごみの置き去りですとか、また特に单側の空き地の落ち
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葉が風に吹かれて住宅地のほうに来て、その片づけで毎日毎日大変だというような苦情も、私いただいたこと

ございますし、また大型犬が勝手に放たれて、放し飼いになってるとか、さまざま地域の住民の方からすると

ちょっと不安な部分ですとか困ってる部分があります。こういったところで、早くこういった計画を進めてい

ただきたいなというふうに思います。 

  確認ですけれども、住宅建設以外には、この土地の活用は難しいということでよろしいんでしょうか。 

○都市建設部長（内藤峰雄君） 現状では、平成21年に東京都のこのプロジェクトの方針に基づきまして、地区

計画の見直しを行っております。今はこのプロジェクトを実施されるのを待つという状況にございます。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） 広い土地があるもんですから、スポーツ施設にしたらどうかとか、公園にしてほしい

とか、さまざまな自分の望みを語りかける市民の方も多くいらっしゃいますけれども、このプロジェクトの遂

行を待ってらっしゃるということで、市として、ぜひ地域住民にとっても実のある計画を早目に進めていって

ほしいというふうに思います。この点、また確認ですけれども、引き続き都に要望を続けていってほしいとい

うふうに考えております。この東大和市のためになるような形での要望を続けていってほしいというふうに思

いますけれども、この点について御所見をお伺いいたします。 

○都市建設部長（内藤峰雄君） また現状になりますけれども、現在は予定されていた事業者と開発についての

協議も進めていたというような状況もございます。東京都及び今後選定されてくる事業者と連携をとりまして、

良好な市街地となるように努めてまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） 何分、都が進めるプロジェクトですから、市としては本当に待ってるしかないという

ような状況はよくわかるんですけれども、ぜひまた今後とも折あるごとにきちんとした開発なされるように、

都のほうに要望していただければなというふうに思います。 

  次、②の中央地区の都有地についてお伺いをさしていただきます。 

  この場所に関しましても、地域住民の方から、空き地だということで、本当かどうか、その方がおっしゃっ

てたのが、空き地だということで、不審者がこの土地に隣接する住宅を物色してたと。非常に防犯上、懸念す

るというようなお声もございました。やはり何かしらの形で、こういった活用を望む声が地域住民の方にもあ

ることは事実でございます。先ほどの議員の方の御質問でもあったので、またこれも確認になってしまうんで

すけれども、例えば子育て支援に関する施設、何かつくれないかとか、地域の集会所等に利用できないかとか、

さまざまな考え方もあるんですけれども、やはりこの土地については高齢者の福祉用の施設を建てる土地とし

て、やはりこれはもう決定されてるということでよろしいんでしょうか。 

○福祉部参事（広沢光政君） 中央１丁目の都有地につきましては、東京都におきましても、その所管が財務局

から福祉保健局のほうに移管されております。その活用につきましては、高齢者福祉の推進に寄与する利用が

前提となっておりますことから、他の用途への転換というのは困難な状況でございます。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） ありがとうございます。 

  高齢者福祉について使うということでございます。であるならば、計画は頓挫しましたけれども、小規模の

特養、これが採算がとれないということで計画がだめになったということで。であるならば、この土地でどの

ような施設が運営できるのか、この点について、こういったことならできるんだということ、おわかりであれ
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ば教えていただければと思います。 

○福祉部参事（広沢光政君） 具体的な施設についてでございますが、現在、東京都とも調整を図りながら検討

を行ってるところでございますが、本件の都有地につきましては、その活用につきまして、貸し付けに当たっ

て制約が設けられてございまして、そこに整備できる施設としまして、いわゆる地域密着型サービス、認証高

齢者グループホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事

業所の５つの整備が認められております。この５つの事業を主として行うものでありませんと、貸し付けが許

可されないということになっております。このうち特別養護老人ホームにつきましては、今お話がありました

小規模特養について不調に終わっておりますので、これを除く施設のうちで土地の形状等を考慮し、経営的に

運営が可能と考えられるものを、卖独、または幾つかのサービスを複合した併設型も視野に入れながら、今後

検討してまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） そうしますと、今後の検討ということなので、それを１つの施設でやっていくのか、

複数にするのかということも、今後の検討ということでよろしいんでしょうか。 

○福祉部参事（広沢光政君） 基本的には今お話ししましたとおり東京都のほうと、26年度に入りましてからそ

の辺も含めて検討を進めていくということでございます。 

○２０番（佐竹康彦君） 承知いたしました。ぜひ今度はきちんと採算のとれる形で、長い間、市民の方に御利

用していただける施設を、ぜひ建設していっていただければなというふうに思います。 

  この建設に当たりまして、この運営する主体、前回の小規模特養のときには、社会福祉法人の方々にお声を

おかけしてたかと思うんですけれども、今後について、この社会福祉法人の方だけではなくて、例えばそうい

った業務を担える民間企業ですとかＮＰＯ法人あるかというふうに思いますので、そういった方々も含めて、

いずれ計画ができ上がったときに、その事業を担っていただく上でお声かけするのかどうか、この点について

お聞かせいただければと思います。 

○福祉部参事（広沢光政君） 前回の小規模特養のときにつきましては、施設基準上、社会福祉法人ということ

で限らしていただきましたが、今回につきましては社会福祉法人に限らず、今お話ありました民間事業者やＮ

ＰＯ法人、こういったものについても整備が可能な事業を検討してまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） これについては例えば、まだ計画が見えてない段階でこう言うのも何なんですけども、

プロポーザル方式でやるのかとか、一番目的とする事業で、一番安く請け負ってくれるところにというか、ど

ういった考えを今の段階でお持ちなのかどうか、お答えできる範囲で結構ですので。 

○福祉部参事（広沢光政君） 東京都の土地の活用ということもございまして、基本的に東京都のほうが求めて

るものが、今お話がありましたプロポーザルになってくるかというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） 承知いたしました。 

  いずれにいたしましても、全てはこれからということであるかというふうに思いますので、ぜひ市民にとっ

て一番いい形の施設をお願いしたいというふうに思います。 

  最後、１点だけ、なるべく早い段階で、この計画について明らかになりましたら、地域住民への理解を求め

るために、丁寧な対応での説明会の開催を求めたいというふうに思います。前回の計画のときに、若干その対
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応について苦情を申された市民の方もいらっしゃったかというふうに記憶しておりますので、この点について

最後、御確認さしていただければと思います。 

○福祉部参事（広沢光政君） 何回かお話ししておりますように、今回もまた公募ということで考えております。

公募の特性から、公平性を保つという必要がありますので、できるだけ早くということで、公募開始と同時に

説明会等が行えるよう、また懇切丁寧に理解を求めていきたいというふうに考えております。具体的なスケジ

ュールは、先ほども申し上げましたが、26年度に入りましたら、できるだけ速やかに東京都と調整を図ってい

きたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○２０番（佐竹康彦君） ありがとうございました。 

  新年度も目前に迫っておりますので、さまざま事業があるかというふうに思いますけども、この点について

もぜひ御留意をいただきながら、お仕事を進めていっていただければなというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  以上をもちまして、私の一般質問を終了さしていただきます。ありがとうございました。 

○議長（尾崎信夫君） 以上で、佐竹康彦議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（尾崎信夫君） お諮りいたします。 

  本日の会議はこれをもって延会としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（尾崎信夫君） 御異議ないものと認め、これをもって延会といたします。 

午後 ５時５５分 延会 


